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平成21年第６回太子町議会定例会（第421回町議会）会議録（第４日） 

平成21年９月９日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 認定第１号 平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

２ 認定第２号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

３ 認定第３号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

４ 認定第４号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

５ 認定第５号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

６ 認定第６号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

７ 認定第７号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

８ 認定第８号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

９ 認定第９号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

10 議案第39号 平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

11 議案第40号 平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

12 議案第41号 平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

13 議案第42号 平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

14 議案第43号 平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

15 議案第44号 平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

16 議案第45号 平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

17 議案第46号 平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

18 議案第47号 平成21年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

                本日の会議に付した事件 

１ 認定第１号 平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

２ 認定第２号 平成20年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

３ 認定第３号 平成20年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

４ 認定第４号 平成20年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

５ 認定第５号 平成20年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

６ 認定第６号 平成20年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

７ 認定第７号 平成20年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

８ 認定第８号 平成20年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

９ 認定第９号 平成20年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

10 議案第39号 平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

11 議案第40号 平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

12 議案第41号 平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

13 議案第42号 平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

14 議案第43号 平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

15 議案第44号 平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

16 議案第45号 平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

17 議案第46号 平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 
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18 議案第47号 平成21年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   橋 本 恭 子 

 １０番   花 畑 奈知子        １１番   北 川 嘉 明 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   佐 野 芳 彦 

 １６番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

 監 査 委 員  森 川   勝 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（熊谷直行） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成21年第６回太子町議会定例会第４日目

におそろいでご出席いただき大変ご苦労さま

です。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成21年第

６回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 認定第１号 平成２０年度兵 

       庫県太子町一般会計歳入歳出 

       決算の認定について 

  日程第２ 認定第２号 平成２０年度兵 

       庫県太子町国民健康保険特別 

       会計歳入歳出決算の認定につ 

       いて 

  日程第３ 認定第３号 平成２０年度兵 

       庫県太子町介護保険特別会計 

       歳入歳出決算の認定について 

  日程第４ 認定第４号 平成２０年度兵 

       庫県太子町老人保健特別会計 

       歳入歳出決算の認定について 

  日程第５ 認定第５号 平成２０年度兵 

       庫県太子町後期高齢者医療特 

       別会計歳入歳出決算の認定に 

       ついて 

  日程第６ 認定第６号 平成２０年度兵 

       庫県太子町墓園事業特別会計 

       歳入歳出決算の認定について 

  日程第７ 認定第７号 平成２０年度兵 

       庫県太子町下水道事業特別会 

       計歳入歳出決算の認定につい 

       て 

  日程第８ 認定第８号 平成２０年度兵 

       庫県太子町前処理場事業特別 
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       会計歳入歳出決算の認定につ 

       いて 

  日程第９ 認定第９号 平成２０年度兵 

       庫県太子町水道事業会計決算 

       の認定について 

○議長（熊谷直行） 日程第１、認定第１号

平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第９、認定第９号

平成20年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第１号から認定第９号までに

ついては、８月27日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから９月

８日に引き続き総括質疑を行います。 

 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 皆さんおはようございま

す。 

 通告に基づきまして総括質疑、村田興亞、

させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

 第４次太子町総合計画の基本目標である

「和のまち太子」実現のために６つの行政施

策を実施した中で、健康でいきいきと暮らせ

るまちづくりで、子育て支援事業の親として

の自覚と自信を持った子育ての活動をしたと

あるわけですけど、これについて20年度の取

り組みと成果を伺います。また、新規事業の

特定健診あるいは特定保健指導で住民に十分

この辺が活用されたのかどうか、その内容を

伺います。 

 そして、安全で快適に暮らせるまちづくり

で、災害に強い都市づくりの防災体制の確立

に取り組まれているわけですけど、今回西部

集中豪雨で佐用町の災害を見ると、想定を超

えるものがあるわけです。どこともそういう

ことで、各市町も見直しとかいろんなことも

考えていると思いますけど、本町の本年度の

取り組みと今後のあり方を問います。 

 それから、美しい景観に機能性を備えたま

ちづくりで、総合計画策定、庁内のネットワ

ーク基盤の再構築を実施したとあるわけです

けど、その成果と実績を問います。 

 次に、一般会計の歳入の町税についてお尋

ねするわけですが、20年度の町税収入済額が

42億5,692万円で、収入未済額が３億9,942万

円となって、その内訳で町民税が１億

3,832万円、固定資産税が２億5,180万円の収

入未済額になっているわけですが、この中身

と詳細を求めます。この未済額というのは税

の確保と公平の負担の原則から徴収に万全を

期すべきだと思うわけですけど、その辺につ

いてはいかがか。 

 それから、広報の９月号にも掲載されてお

りましたけど、平成20年度の行財政改革の効

果額が２億3,037万円と報告されているわけ

ですけど、20年度から24年度で効果見込み額

を19億9,137万円とあるわけですけど、今年

度を見て今後の見直し、あるいはいろいろと

その中で出た考え方も含めて見直しの取り組

み姿勢を問うわけです。 

 それから、次には歳出予算の不用率は

2.5％であるわけですけど、多用の不用額を

生じた事業についてはその原因を十分精査し

なければならないと思うが、不用額を出さな

いようにするということと十分精査をして実

行するという意味で、その辺の不用額が出た

ということについていかがか、お尋ねしま

す。 

 それから、平成20年度の健全化判断比率で

は実質公債費比率が15.65％、３カ年平均で

16.2％、そして将来負担比率が130.7％にな

っているわけですけど、将来これは大型投資

事業とかをする場合、例えば当町では緊急に

は給食センターあるいは役場庁舎等の箱物も

あるかと思いますけど、そういうことに対し

てこの将来負担比率は上がると思うんですけ

ど、そういうことも含めて将来的な考え方は

どのようなものか、お伺いします。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 村田議員のご質問に対

しましてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、第１点目の健康でいきいきと暮らせ
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るまちづくりということで、子育て支援事業

の取り組みと成果ということでございます

が、子育て支援施設といたしましては、現在

子育て学習センターと児童館がございます。

子育て学習センター「のびすく」は、子育て

親子の交流、そして子育て相談等の活動を通

して子供の健やかな育成、親の子育て力の向

上を図る施設として多くの方々に利用されて

いるところでございます。 

 この施設で取り組む事業は、子育て親子の

交流の場の提供と交流の促進、また子育て等

に関する相談、援助の実施、そして地域の子

育て情報の提供等でございます。平成20年度

は子育てグループ、６グループ、親の会１グ

ループ、親子の総勢400人が年間を通して多

種多様な行事を開催されておるところでござ

います。子育て親子の交流、親子の触れ合い

の機会を提供、また家庭児童相談員を子育て

学習センターに配置いたしまして、子供のさ

まざまな相談に応じた必要な支援は保護者の

子育ての悩みや不安の解消に役立っているも

のと考えておるところでございます。 

 また、児童館は児童に健全な遊びを与えて

健康の増進を図り、情操を豊かにすること、

また健全な遊びを通して児童の集団的、また

個別的指導による児童の教育向上を業務とい

たしております。利用者は約２万人で、幼児

向けの行事には多くの親子が参加され、交流

を深めておられます。また、母親クラブが結

成され、さまざまな活動を通して子供の健全

育成の施設として利用されているところでご

ざいます。子育てに携わる多くの方が積極的

に子育て事業に参加され、親子の交流、触れ

合いを通して子育ての悩みや不安の解消の場

として利用されることを願っているところで

ございます。 

 続きまして、特定健診、特定保健指導は住

民に利用されたかということでございます

が、20年度から実施の特定健診、特定保健指

導は、メタボリックシンドロームに着目した

医療費適正化策として40歳から74歳までの被

保険者への実施義務が医療保険者に課された

もので、生活習慣病の発症リスクが高く、生

活習慣の改善による予防効果が期待できる被

保険者を健診によって抽出し、特定保健指導

を行うものでございます。 

 本町の特定健康診査等実施計画によります

と、20年度の特定健診受診率の目標値は

19.6％、特定保健指導実施率は40％でござい

ますが、本年度の実績は受診率では21.1％、

保健指導は77.7％となっており、何とか目標

値を達成することができました。 

 日程の面では土曜、日曜日にも実施し、年

末に健診日を１日追加するとともに、がん検

診も同時に実施するなど利用しやすい環境に

努めましたが、結果は思うように受診者数が

伸びずに、現状から判断すれば、24年度の目

標値65％の達成が危ぶまれますので、今後と

も啓発に努めてまいりたいと、このように考

えております。 

 次に、安全で快適に暮らせるまちづくり

で、災害に強い都市づくりの防災体制の確立

についてでございますが、先ほども議員ご指

摘のありましたように、今次兵庫県の西北部

の集中豪雨で佐用町が甚大な被害をこうむっ

たところでございますが、本町におきまして

は、19年度に太子町地域防災計画を見直しま

して、現在まで風水害、そして地震等の災害

に備えて対応しておるところでございます。 

 しかしながら、７月の中国・九州北部豪

雨、８月の兵庫県西北部を襲いました台風９

号災害、これまで想定していた以上の集中的

な豪雨に見舞われるケースが増えてきており

ます。 

 先の災害におきましては、要援護者施設と

の連携体制、連絡体制、避難勧告、避難指示

を出すタイミング等についても議論されてい

るところでございますが、今後検証された結

果を教訓として、本町の災害時の対応に反映

していきたいと、このように考えております

が、きょうの報道を見ておりますと、ただ避

難等々、避難勧告を出すタイミングとか、ま

た実際に避難を必要とするかどうか、逆に自

宅待機のほうが安全である場合もあるという
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ようなことも言われており、本町ではそうし

た激流になるというようなことは、大きな河

川の決壊がない限りないだろうと思いますの

で、そうした面では自宅待機で２階のほうで

避難してほしいというようなことも必要にな

ってくるのではないかと、今後そうしたとこ

ろを十分にこの災害を教訓として考えていき

たいと、このように思っております。 

 また、住民の皆さんにも気象情報等に十分

注意していただくとともに、既にお配りして

おります洪水ハザードマップ等を活用し、日

ごろから避難施設や自宅周辺の危険箇所を把

握していただくなど、そうした取り組みをし

ていただけるよう、「広報たいし」やホーム

ページを通じて注意を喚起していきたいと、

このように考えております。 

 次に、総合計画策定に当たりまして、今第

５次の計画を練っております。平成20年度で

は、まず住民ニーズの把握、そして重点課題

の整理作業を行い、総合計画のうち、基本構

想の策定を行ってまいりました。住民ニーズ

の把握としましては、昨年６月から７月にか

けて全世帯アンケートを実施いたしまして、

7,456世帯という多数の世帯から回答をいた

だいたところでございます。そしてまた、

小・中学生から未来の太子町の絵画、作文を

募集いたしまして、子供たちが描く将来の太

子町像の把握を行ったところでございます。 

 これらの方法により把握いたしました住民

ニーズと現在の社会情勢の現総合計画の達成

度分析を踏まえ、庁内の係長級職員15名で組

織いたしております総合計画策定委員会にお

いて基本構想の検討を行い、町としてのおお

むねの原案を策定したところでございます。

今後は12月議会での議会上程を目指しまし

て、基本計画案の策定、まちづくり審議会へ

の諮問を行ってまいりたいと、このように考

えております。 

 続きまして、庁内ネットワーク基盤再構築

の実施した成果ということでございますが、

庁内ネットワークシステムにつきましては、

平成14年度に地域イントラネット基盤施設整

備事業により構築いたしましたが、機器類の

保守終結、ソフトウエアのサポート終了等で

維持管理が困難になったため、サーバー機、

ネットワーク機器等を入れかえ、平成20年

12月より稼働し、職員認証、ネットワーク管

理、セキュリティー管理などシステムの安定

稼働ができるようになったところでございま

す。一定レベルのセキュリティーの維持が可

能となっております。また、機器の入れかえ

によりましてホームページの更新が可能とな

ったことに伴い、再構築を行い、住民に対

し、迅速でわかりやすい情報提供に努めさせ

ていただいております。 

 続きまして、収入未済額の中身の詳細、ま

た徴収というところでございますが、20年度

決算におきましては、町たばこ税以外が伸

び、そして前年度と比べ4,986万円の増収の

42億5,692万円となっておるところでござい

ます。収入未済につきましては、徴収率が

0.3％向上したため、886万円減少しています

が、ご質問のとおり、まだ多額の未済額とな

っておるところでございます。滞納者の実人

数は国保税を含めまして2,555人で、昨年よ

りは127人減少しておりますが、高額滞納者

の割合が増加いたしております。 

 滞納繰越分につきましては、高額納税者の

徴収強化を進めておりますが、既に不動産を

競売されたり、破産されているケースも多

く、分納誓約で納付をお願いしていますが、

なかなか滞納額の減少が進まないのが実態で

ございます。引き続き財産調査を進めなが

ら、悪質な滞納者につきましては滞納処分を

実施してまいたいと思います。また、今年度

は12月にインターネット公売の実施を予定い

たしておるところでございまして、アナウン

ス効果による自主的な納税促進を期待すると

ころでございます。 

 一方、現年度課税分におきましては、20年

度から延滞金の課税を周知いたしましたこと

から、固定資産税では徴収率が0.5％向上い

たしており、引き続き督促状や催告書の送付

時に延滞金のチラシも同封いたしまして、期
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限内納付の促進と新たな滞納の抑制に努めて

まいりたいと、このように考えております。

本年も県のほうからそうした徴収員の指導を

受けながら、そうした事務を進めているとこ

ろでございます。 

 次に、平成20年度の行財政改革の効果額が

２億3,037万円と報告されているという中

で、20年から24年度までの効果見込み額19億

9,137万円とございますが、今年度を見て今

後の見通しと取り組みという点でございま

す。 

 太子町新行政改革大綱第４次の平成20年度

取り組み状況を８月末に公表いたしまして、

その効果が先ほど申し上げました２億

3,037万5,000円となりましたが、その主な内

訳は、後期高齢者医療制度に係る国民健康保

険税率の見直し8,189万円、受益等負担の適

正化による水道料金の見直し6,965万円、保

育所保育料の見直しが1,180万円、人件費の

削減によるものが5,564万円でございます。 

 第４次行政改革による５年間の効果見込み

額を19億9,137万円としておりますが、今年

度の厳しい経済、雇用、住民所得の状況を見

ますと、効果見込み額の61％を占める自主財

源の確保としての法人町民税の超過税率の適

用、都市計画税等の導入につきましては、

20年度の取り組み状況で記載いたしておりま

すとおり、現段階においては国を挙げて景気

回復に努める時期でございます。また、個人

所得が減少している時期でもありますので、

町といたしましても時期尚早として見直しを

現在凍結いたしておるところでございます。 

 厳しい町の財政環境の中で緊急を要する事

業も山積いたしております。自主財源の確保

は重要な行政課題でありますが、景気の動

向、新たな政権の方針等を十分に見きわめな

がら行政改革を進めていきたいと、このよう

に思っておるところでございます。 

 続きまして、歳出の不用額についての十分

な精査という点でございますが、この不用額

につきましては、予算執行に当たり、これは

当然生じてくるものでございますが、補正予

算の都度、内容を精査し、余分な予算は削減

するようにいたしております。また、予算が

足りなくなっても、執行に支障を来すことに

もなりますし、その辺は各所属で徹底するよ

う指示しているところでございます。 

 次に、実質公債費比率と将来負担比率の今

後の見通しという点でございますが、仮に将

来大型投資事業がなされたとしますと、恐ら

く起債でもって財源の手だてもしなければい

けないと、このように思います。 

 現段階で申し上げますと、文化会館、元金

で約１億5,000万円、平成25年度までの償還

となっております。そして、保健福祉会館、

元金が約5,000万円、これは平成28年度ま

で、そして揖龍クリーンセンターエコロの補

修等々で約２億円、これは平成23年度まで、

そして火葬場、元金が約4,000万円、これは

平成29年度までの償還となっているところで

ございます。大型投資の償還期間が順次終了

いたします。そういう意味からしますれば、

庁舎建設ということになっても、何とかこの

２つ比率が上昇していくことは避けられるん

ではないだろうかと、このように思っている

ところでございます。 

 いずれにしましても、できる限りそうした

大きな箱物はできるだけ抑えていきたいと、

このように考えております。しかし、給食セ

ンター、また学校の耐震、給食センター、庁

舎、これはもう近いうちには考えなければい

けないという思いは持っております。そうし

たところを慎重に対応をしていきたいと、こ

のように考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 今答弁をいただいたわけで

ございますけど、特定健診あるいは子育てに

ついては十分取り組みはされてるみたいです

けど、特に特定健診とか新規事業を今年度し

た特定保健指導、これについては十分まだ始

めて初年度ということもあったかもわかりま

せんけど、住民に十分活用されてもらうよ

う、やっぱりお知らせ、あるいは住民に徹底
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すると、こういう必要が十分あるんじゃない

かと思うんですけど、その辺はまだまだ十分

余地はあると思いますんで、その努力はぜひ

していただきたいなと思います。 

 それから、災害の関係で今答弁もいただい

たわけですけど、今回の佐用町を見まして

も、災害のマップあるいはいろんな訓練等も

されてると思うんですけど、今回の佐用町等

を見ると、やっぱり想定を超える豪雨、これ

はああいう集中的に豪雨が来るというのはど

この地域でも起こるかもわかりません。た

だ、佐用の場合はそういう河川の決壊という

ことがあったかもわかりませんけど、例えば

集中的に雲が発生して、そこのどこの地域で

豪雨が来るかというのは、これは東京とかそ

ういうとこでも起こってるわけですから、こ

ういうやっぱり体制というのは人ごとではな

いと思います。 

 ただ、今回の佐用町等も見ますと、やっぱ

り避難をさすために、今までの常識であれ

ば、どこどこの小学校あるいは公民館とかと

いうことで避難場所をして、そこに経路も示

して、してくださいという住民のそういう通

達もしてたと思うんですけど、今回のいろん

な例をマスコミ等あるいはそういうあれで聞

きますと、むしろ今町長も答弁があったよう

に、自宅に待機し、あるいは２階にいたほう

が今回の町営住宅におられた方だったら、当

然住宅そのものは流されてないし、そこの２

階におれば助かったと思うんですけど、そう

いうことが家族で全員が犠牲になるという、

本当に痛ましい事故があるし、先日も佐用町

長がその遺族の方も含めての自治会に謝罪を

されていたということがあったけど、謝罪だ

けでは済まない、本当に命が帰ってこないと

いう大変なことが起こったわけです。やはり

これを予防あるいは起こさないようにするの

が行政、特に言われますように、命と財産を

守るというのが常でございますから、太子町

におきましても、こういうことは起こらない

ということよりも、今の世の中ではいつ何が

どういうことで起こるかもわからない、ある

いは前回もいろいろ出ておりました竜巻等も

起こるというの、これは太子町でも起こるか

もわかりませんし、そういうことも含めて何

が起こるのがわからないのが、最近の地球温

暖化も含めていろんな災害が想定されると。 

 だから、今までの防災訓練あるいは災害等

の対処を超えたシミュレーションあるいは計

画も必要と思うんですけど、さらに踏み込ん

でその辺を考えてもらいたいと思うんですけ

ど、その辺についていかがということをもう

一度お伺いします。 

 それと、あと町税の収入、未済額というこ

とで、滞納額ということもあるわけですけ

ど、昨年も私もちょっとこの決算のほうでお

伺いさせていただいたわけですけど、滞納額

も似たような金額では出てるわけですけど、

昨年が大口滞納で４億828万円という価格が

出てるわけですけど、やはり滞納額がこれだ

け出るということは非常に住民の税の公正と

いうことと、きっちり自分たちの三大義務と

いうのは果たさなければならないと思います

けど。その辺でやっぱり大口の人あるいはそ

ういう債権を確保してもなかなか納めていた

だけないと、こういうなんは非常に問題だと

思いますし、それがまた行く行くは不納欠損

になったりするわけですけど、現実にそれを

すべて完全に100％は無理だとしても、毎年

度同じようなことを繰り返すというのは問題

だと思いますので、その辺の徴収体制あるい

は債権の確保をきちっとそれを実行すると、

こういう体制も言われてはいるわけですけ

ど、なかなかできないのが実態だと思うんで

すけど、それをさらに踏み込んでやっていた

だくというようなことの考え方、それから今

例えば50万円以上の大口滞納が昨年では約

350人ということでしたけど、今年度は何人

ぐらいいらっしゃるのか、その辺も含めてち

ょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、20年度の行財政改革の効果額と

いうことでは、今回発表されて２億3,037万

円ということで今も説明がありましたけど、

広報にも大々的に出していただいて、住民か
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ら見たら、すごい効果額が出てるなと、20年

度の予定が4,643万円に対して２億3,037万円

の効果額が出たわけですから、普通であれ

ば、20年度は四、五千万円かなというふうな

理解でいたんですけど、かなりきちっとそう

いう取り組みをされると効果が出たという実

績は出てると思うんですけど。ここでお伺い

したいのは、先ほども答弁はありましたけ

ど、合計では19億9,137万円ということです

けど、例えばこれから24年度までに今年度や

ったようなそういう取り組みに、またプラス

いろんなことも考えられると思うんですけ

ど、この合計額というのは今の予想ではこれ

で変わらないのか、その辺だけちょっと確認

しておきたいと思います。 

 それともう一点、この効果額が約20億円ぐ

らい出た場合について、いろんな考え方があ

ると思うんですけど、その節約した、あるい

はそれによって、その浮いたお金についてそ

の使い方、それも非常に考えなければならな

いと思いますけど、最終的には財政調整基金

とかそういうものについて、今後も庁舎とか

そういうことも予定されると思うんですけ

ど、その辺の使途の考え方についてお伺いを

します。 

 それから、将来負担率ということで先ほど

もお話がありましたけど、大型工事の償還も

先ほどいろいろ述べられたように、何年か後

には償還が終わるわけですけど、しかしその

ごろになるとまた新たな事業、いろんなこと

も考えれると思うんですけど、そういう面に

ついて、今回も香美町でしたか、そういう危

険信号ということでレッドカードが出される

ような状態も出ておりましたけど、やはりこ

れはいろんな事業を突出したら出てくるとい

うのが事例だと思います。 

 しかし、これはそういうことにならないよ

うに、国がそういう制度を設けて、きちっと

数値を出していきなさいということになって

るわけですけど、この辺について、当町では

そういう今の段階では非常に数字も安定し

て、またいいと思うんですけど、先ほど言い

ましたように、ここ何年か後にこの第４次計

画等を見ましても、庁舎はいずれ手をつけな

ければならないと思いますし、その辺につい

て、そのときは本当に大丈夫なのかというこ

とも含めて再度お伺いします。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えさせていただき

ます。 

 まず最初に、特定健診また保健指導等の受

診率の向上等々でございますが、先ほども申

し上げましたように、後々の受診率等々を考

えてみますとなかなか難しいという思いもい

たすところでございますが、しかしこれは受

診の機会、町民の皆さんが受診しやすいよう

にどうして設定していくべきか、他の健診

等々とも兼ね備えて一緒にやるとか、いろい

ろな方法があろうと思いますが、そこらはや

はり医師との相談もしなければならないと思

います。 

 また、啓発等々につきましても、なぜそう

した健診を受診しなければいけないかという

ようなところも十分わかりやすく理解してい

ただけるような広報を重ねていきたいと、こ

のように思うところでございまして、特にメ

タボリックシンドローム、こうした点につき

ましては40歳から74歳までの被保険者という

ところでございます。年代層も相当ございま

すので、そうしたところは十分考え合わせ

て、担当のほうで精査をしていき、やはり一

人でも多く受診し、早期発見、早期治療にか

かっていただけるように取り組みをさせてい

ただきたいと、このように考えます。 

 次に、災害についてでございますが、この

災害につきましては、私も現地のほうへ行か

せていただきました。これ前の台風で大きな

倒木とか、そうした山に被害がございまし

た。その倒木等の整理も済まないうちに次の

豪雨が来たというところで、そうした材木等

が橋にひっかかって、逆に川をせきどめたと

いうような現象も起きておるように見受けら

れました。 
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 そうしたことを思いますと、こうした災害

はそのときだけに対応できるものかという

と、そうではないと。早くからそうしたいろ

いろな対策を講じて被害を少なくするような

ことも考え合わせないといけないと、このよ

うに思います。 

 先ほども申し上げましたんですが、太子町

ではハザードマップ等々も作成し、やってお

りますが、それが有効に活用できるように、

しかし机上でございます。皆さんやはり地域

で防災訓練なり、また自主防災組織で何か集

まられるとき等々、それが果たして有効に機

能するかどうか、そこらあたりも十分地域で

精査をしていっていただきたいと。 

 我々これを作成するときには地元の役員さ

ん方にもお世話になって、協力を得て作成い

たしましたんですが、先ほども言われており

ます佐用の町営住宅から小学校まで、そうし

たところにああした水路があったというよう

なことも、その水路に流されると、ふだんで

は考えられないようなことであっただろうと

思うんですが、そうしたことが起きておりま

す。 

 やはり我々役場職員、また消防団、消防署

等々でも限りがございますので、お互いがこ

うしたところには注意を払っていき、見直す

点は見直さなければいけないと、私はこのよ

うに思っております。できるだけそうした地

域の町民の皆さんの協力を得ながら、少しで

も被害が少ないように取り組んでいきたいと

思います。 

 また、先ほど来、避難命令、避難勧告等々

の件もございます。佐用ではそうしたことが

大きく問題になっておりますが、果たして、

私も51年災害で大きな経験をいたしました。

避難勧告を発令いたしましても、昼やなんか

は避難はしないんだというようなことでいら

っしゃいましたんですが、晩になりますと２

階から懐中電灯でそうした救助を求められる

というようなこともございました。だから、

お互いが、被災者の皆さん方もいつの時点

で、今が一番避難するのにいいんではないか

というような機会も時期もあろうと思いま

す。そこらはお互いが判断し合いながら、

我々も的確に指示が出せるような体制で臨ん

でいきたいと、このように考えます。 

 続きまして、滞納整理についてでございま

す。債権確保、収税体制等々のご質問もござ

いました。我々昨年から県の収税課からお越

しいただきまして、約５名の職員に来ていた

だきまして、そうした滞納整理のノウハウを

ご指導願っております。 

 やはり先ほども申し上げましたように、税

は納めていただかなければならないというも

のでございますので、的確にそうした状況、

状態をつかんでいきたいということで、今や

っております。そして、本年度も先ほど言い

ましたように、ネット公売のことも取り入れ

ていこうということで取り組みをさせていた

だいておりますが、やはり納税意欲、そうし

たものを持っていただくということで、常時

啓発にも努めていかなければいけない。そし

て、町行政の取り組みにも関心を持っていた

だくと、これがこうした財源が必要だなとい

うようなこともご理解を賜っていきたいなと

いう思いでございます。 

 先ほどおっしゃっておりました大口滞納者

数、50万円以上が19年度では367人、そして

20年度では390人と若干増えてきておりま

す。そうしたところ、やはり日常生活との絡

みもございます。慎重に対応し、差し押さ

え、また競売、そうしたところにも進んでい

きたいと、このように考えております。 

 行革の件でございますが、今我々も以前か

ら提示しておりますように、職員の削減なり

経費の削減、いろいろなものに手をつけてお

りますが、先ほども申し上げましたように、

余り一気にやっていきますと、これまた住民

サービス低下にもつながりかねませんし、そ

うしたところ新たな補充も含めて、今取り組

んでおりますが、当初計画とは比較していき

ますとおおむねいい方向で進んでいっている

と、このように思いますが、半面、先ほど

来、申し上げておりますように、住民負担を
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強いるようなもの、そうしたものは今の時

世、慎重に対応していかなければいけない

と、このように考えるところでございまし

て、やはり辛抱できるものは辛抱し、歳出も

含めてこれは抑えていかなければいけない。

そうした中で先ほど来出ておりますように、

税の収税のほうには力を注いで、取り組みを

していきたいと考えております。 

 私自身はそうした中で、今おっしゃってお

りました庁舎の問題等々もやはり先を見通し

ますと、ぜひやらなければいけないと思って

おります。また、佐用の現状も見ましたら、

庁舎がああした災害に遭うということになり

ますと、途端にパニックになってしまいます

ので、やはりこの庁舎、早く取り組みをした

いなと思いますが、何分今の財源がどのあた

りでゴーのサインが出せるか、一番頭を痛め

ておりますのが敷地と上屋との関係です。一

番にもう底地の問題でちょっと頭を痛めてる

というような現状でございます。 

 やはりこれはこの問題についても取り組み

を喫緊にやっていきたいと思いますが、しか

し先の議員さんにも申し上げましたんです

が、給食センターの改築も先送りさせていた

だいておりますので、そうした点、再度慎重

に精査して、取り組みをしていきたいと、こ

のように考えます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（熊谷直行） 村田興亞議員。 

○村田興亞議員 以上で私の総括質疑は終わ

ります。 

○議長（熊谷直行） 以上で村田興亞議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 通告に基づき総括質疑をい

たします。 

 １、平成20年度の６つの行政施策を基軸と

した各種事業について。 

 (1)主要施策の成果に関する説明書では表

と数字の羅列であり、血の通った部分を説明

願いたい。総務費、民生費、衛生費、労働

費、消防費、教育費のそれぞれについて、特

に住民が困られている部分はないか、血の通

った行政ができたかの点から答えられたい。 

 (2)総務費、民生費、衛生費、労働費、消

防費、教育費のそれぞれについて、特に成果

があったものはどういうものがあり、なぜそ

う考えたか。 

 (3)総務費、民生費、衛生費、労働費、消

防費、教育費のそれぞれについて、特に次年

度に努力しようと結論づけたものはどういう

ものがあり、なぜそう考えたか。 

 以前にこのような質問をした際には、いろ

いろまぜて答えられていて、議場で答弁を一

回聞いただけではわかりにくかった部分があ

ります。整理して、わかりやすく答弁をお願

いしたいと思います。議員は質問内容を詳し

く当局に事前に通告することになっていて

も、当局は用意された答弁用の原稿を議場で

読まれるので。 

 また、過去一般質問等で事前に当局と質

疑・答弁の内容をリハーサルしていた議員も

いますが、リハーサルをしていませんので、

わかりやすくお答え願いたいと思います。 

 ２、平成20年度中の契約、入札状況はどう

であったか等について。 

 (1)平成20年度の入札は全部で何件あった

か。その落札率は。60％台、何件何％、70％

台、何件何％、80％台、何件何％、90％台、

何件何％と答えられたい。一般競争入札、指

名競争入札、随意契約、特命随意契約、総合

評価方式ごとに分けて答えられたい。それぞ

れの入札、随意契約ごとの合計金額は幾ら

か。各課ごとに、契約種類ごとに分けて答え

られたい。表にしてもらえるとありがたい。 

 (2)130万円以下を随意契約とすることにな

っているはずであるにもかかわらず、今年度

に起きた給食センターの契約のように、おか

しな契約は20年度にはなかったか。このよう

なことを行う際に、必ず前もって担当課と財

政課は意思疎通を行っているか。給食センタ

ーの工事では事前に意思疎通を行っていなか

ったようであるが。 

 ３、利用者数についてどう見ているか等に
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ついて。 

 (1)利用者や入場者が十分あったと思う事

業や施設はどのようなものと考えるか。その

ように考える理由は。 

 (2)利用者や入場者が比較的、まずまずあ

ったと思う事業や施設はどのようなものと考

えるか。そのように考える理由は。 

 (3)利用者数や入場者数が少ないと思う事

業や施設はどのようなものがあるか。その事

業や施設の利用者数や入場者数の数字を今後

は具体的にどれくらいまで持っていきたいと

考えるか。その方策は。例えば献血者数や歴

史資料館利用状況についてどうお考えか。そ

の他利用者が少ないと思うものはどういうも

のとお考えか。どれくらいの数字まで持って

いきたいか。その方策は。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、第１点目の各行政施策を基軸の事業

でございますが、総務費においてでございま

すが、平成20年度におきましては、今後10年

間のまちづくりの羅針盤となります第５次太

子町総合計画の策定作業に取り組みました。

係長級職員15名で組織いたします総合計画策

定委員会を中心に原案を作成し、総合計画の

中核となります基本構想の原案がおおむね完

成したところでございます。 

 先ほどの議員さんの質問にもお答えいたし

ましたように、昨年は前世帯アンケート、

7,456世帯という多数の世帯からご回答をい

ただきました。これにより、住民の皆さんの

町政に対する思い、またニーズというものを

把握することができたところでございます。 

 総合計画の策定作業は21年度も引き続き行

っておりますが、12月議会で上程すべく、作

業を進めております。 

 また、景気後退下で住民の生活支援や地域

経済の経済対策に資する目的で、国の施策で

実施された定額給付金給付事業も実施をいた

したところでございます。今最後の詰めとい

うところで、各まだお越しになっていない世

帯へ職員が訪問させていただいておるところ

でございます。本町では今現在全世帯の

98.5％が給付を受けられている状況となって

おります。９月18日で締めになりますので、

約200世帯未満の今整理といいますか対応を

いたしております。そうした中での対策を講

じてまいっております。 

 次に、国の地方分権、また行財政改革の

中、今目まぐるしく諸制度が改正されており

ますので、主な取り組み事項といたしまして

は、法令等の改正に沿った行政運営の推進、

人事評価制度の実施、そして新行政改革大綱

の着実な推進、庁内ネットワーク基盤再構築

事業等でございまして、その成果と見直しに

つきましては、法令等の改正に沿った例規整

備では条例、規則など61件の制定、改廃を行

ったところでございます。今後も新政権の方

針、国会情勢、国、県からの情報を的確に把

握し、例規整備に適切に対応していきたい

と、このように考えております。 

 また、人事評価制度の実施におきまして

は、地方公務員に対する人材育成や能力発

揮、そうしたものがより強く求められる時代

の致来に対応すべく、平成19年10月から管理

職員に本格実施いたしまして、その結果を勤

勉手当に反映いたしておるところでございま

す。全職員を対象に本格実施できるよう評価

の公平性、客観性、信頼性等を確保するため

に、今後とも評価者の研修、被評価者への公

開等を続けていきたいと、このように考えて

おります。 

 行政改革の推進につきましては、第４次行

政改革大綱実施計画に基づき、住民等への情

報発信を行うとともに個別課題の確実な執行

を図り、平成20年度取り組み状況を８月末に

公表し、その効果額が先ほど来、申し上げて

おりますように２億3,037万5,000円となった

ところでございます。今後も情報を発信しま

して、住民の理解と協力を得て景気の動向、

新たな政権の方針等を十分見きわめ、今後の

行政改革を進めていきたいと考えておるとこ

ろでございます。 
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 また、庁内ネットワークシステムにつきま

しては、平成14年度に地域イントラネット基

盤施設整備事業により構築いたしましたが、

機器類また保守終結、ソフトウエアのサポー

ト終了等の維持管理が困難になりまして、パ

ソコンサーバー等を入れかえ、20年12月より

稼働し、職員認証、ネットワーク管理、セキ

ュリティー管理、システム安定稼働ができる

ようになったところでございます。今後は内

部情報系の容量が満杯状況にございますの

で、メール、スケジュール管理、施設管理等

のシステムを安定かつ便利なものに置きかえ

ていきたいと、このように考えております。 

 次に、税務課でございますが、税に関する

分野では税目ごとの調定額を記載したもので

ございまして、数字以外に表現しにくいと考

えております。この点につきましては、また

疑問点がございましたら税務課等のほうにお

問い合わせをお願いしたいと思います。 

 成果が特にあったものという件でございま

すが、滞納繰越分は２カ月前倒しで出納閉鎖

をいたしました関係上、徴収率は1.2％低下

いたしましたが、現年度分は延滞金効果等に

よりまして0.2％向上し、全体で0.3％の向上

をしたところでございます。 

 また、特に年次経過、次年度に努力しよう

と結論づけたものにつきましては、やはり引

き続き現年度分の徴収率の向上及び滞納繰越

額の減少に努力するというところでございま

す。 

 次に、企画政策課でございますが、消防、

防災関係でございますが、先ほど来、申し上

げておりますように、19年度には洪水ハザー

ドマップを全戸に、また防災マップを各自主

防災組織にそれぞれ20年５月に配布させてい

ただいたところでございます。 

 このハザードマップにつきましては、ほか

に避難所や土砂災害警戒区域が明示されてい

るとともに、災害時の心構えや非常持ち出

し、そうしたものの情報も掲載いたしてお

り、広く防災意識の高揚が図られたと考えて

おるところでございます。この件につきまし

ては配って終わるということだけではなく

て、これからもいろんな会議等々で活用して

いき、その地域地域の話題とし、また改善す

るべきところはやっていっていただきたいと

いうことで、今後もそうした引き続いての取

り組みをお願いしたいと思います。 

 次に、社会福祉の関係でございますが、子

育て支援事業といたしまして、家庭児童相談

員を１名配置しまして、子供のさまざまな相

談に応じ、保護者の育児不安の解消に必要な

支援を行いまして、子供の福祉の向上に努め

ておるところでございます。 

 やはり特に成果があったものというところ

では、先ほど来、申し上げておりますよう

に、こんにちは赤ちゃん事業がございます。

こうした事業で保健師が訪問いたしまして、

早期の疾病の発見や、また親御さんの不安や

悩み等々もお聞きいたしまして、解消してる

んではないかなという思いがいたしておりま

す。 

 また、もう一点は、療育施設としまして児

童デイサービス施設たんぽぽの完成によりま

して、専門医師、心理士、理学療法士による

専門的な療育が可能となり、相談事業が実

施、充実いたしたところでございます。 

 なぜという問いの件でございますが、やは

り西播磨４市３町で運営する西播磨児童サー

ビス事業を開始いたしまして、専門医師の指

導、評価等々を取り入れ、質の高い療育事業

が実施できていると、このように考えており

ます。これからもそうした点につきまして、

保育所、幼稚園の現場等でも該当児童一人ひ

とりに適応した保育や指導についての専門医

の意見が必要でございます。各園に心理療法

士を派遣し、新たな巡回相談を実施いたして

おります。相談員、専門職員による障害者相

談支援事業も開始し、月２回の相談日を開設

いたしております。早い時期でのご相談をお

願いし、また子供さん方の地域社会への参加

が促進できるものと期待をいたしておるとこ

ろでございます。 

 町民課関係のところでございますが、やは
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り医療、年金等につきましては、町民の方々

に限らず、国民の大多数が注視する課題でご

ざいまして、当町におきましては町民の皆さ

んに親切に対応するよう、常日ごろから心が

けているところでございます。制度といたし

ましては、どうしても曲げられない部分がほ

とんどでございますが、町民の皆様方に有利

になるよう対応させていただいておるところ

でございます。 

 来庁された方の中には本当に生活に困られ

た方や医療を受けたい方が保険税が納められ

ないというようなご相談もございます。そう

した方々には保険税の軽減制度、また分納制

度、猶予等々、できる限り対応をさせていた

だいております。 

 生活環境でございますが、特に困られてい

る部分等々はないというふうに考えるところ

でございますが、成果等々のところでは交通

防犯、衛生につきましてはごみ処理、消防費

では消防施設といったものについて継続的に

事業を執行していくことが成果につながって

いくものと、このように考えるところでござ

います。 

 そして、特に次年度、努力の件でございま

す。やはり高齢者の交通事故防止に努めるた

め、交通ルールを学習する機会を設けること

に努力していきたいと、このように考えてお

ります。 

 さわやか健康課でございますが、成果があ

ったものにつきましては、介護予防事業では

いきいき教室の充実、そして妊婦健康診査の

受診の促進、また麻疹の発生の予防、そして

発達障害児の早期発見、早期療育といったと

ころでございまして、療育実人員175名、延

べ1,087人が今そうした受診をされておりま

す。 

 次に、教育委員会関係でございますが、や

はり教育委員会では安全・安心の環境づくり

の推進というところで、新１年生への防犯ブ

ザーの配布、また青パトによる下校時の巡回

パト、またスクールガード、警察官ＯＢによ

る地域巡回の取り組み等々、関係機関との連

携によりまして、安全・安心への推進が図ら

れたというところでございます。 

 また、体験学習授業の実施、これは小学校

５年生を対象とした自然学校推進事業でござ

います。また、中学生、これは中学２年生の

トライやる・ウイーク推進事業、そして学校

教育における指導、支援体制の充実につきま

しては、スクールアシスタントの配置事業、

スクールカウンセラー活用事業、別室少人数

指導事業等の取り組みによりまして、学校教

育の支援の充実が図られたと考えておりま

す。 

 また、学校の整備におきましても校舎の耐

震工事、太田小学校では増築工事等への着手

により環境整備も図られるものと、このよう

に考えております。 

 社会教育関係につきましてでございます

が、学童保育園事業の充実につきましては、

長期休業中の４年生の受け入れを開始いたし

ました。児童数の増加や問題行動をとる児童

に対応するため補助員の増員や、斑鳩、石海

学童保育園の施設整備も行い、より安全な保

育の実施に努めております。また、放課後子

ども教室を６月から毎月３回開催いたしまし

て、子供たちが学年や学校区を超えた触れ合

いをし、いろいろな体験をする機会を提供す

ることができたと考えております。 

 図書館等につきましては、中高年の利用が

年々増加しておりまして、大活字本の充実や

健康問題等、また学校及び児童・生徒には参

考図書、乳幼児向けの子育て中の若い家族を

支援するため、出産、育児関連の図書の充実

に努めてまいりました。今後とも学校園との

連携も強め、児童たちの利用を一層増やせれ

ばという考えでございます。 

 文化会館におきましては、自主事業の内容

をより検討し、入場者数の向上を目指してい

るところでございます。 

 次に、公民館事業におきましては、サーク

ル、同好会活動に積極的にかかわりを持ち、

グループ同士の交流をつくり、ステップアッ

プを図っていきたいという考えでございま
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す。 

 スポーツの推進につきましては、町民体育

大会、また各種の教室の開催、スポーツ団体

の支援を行い、町民の体力づくり、仲間づく

りに努めたところでございますが、ここで一

点、やはり参加者の固定化が見られておると

いうところでございまして、教室等の見直し

を行いまして、新しい指導者や種目の多様化

を図り、より一層の参加者層の拡大に努めて

いきたいというところでございます。 

 歴史資料館につきましては、地域の皆さん

に知られていない歴史の紹介に企画展を通し

て努めてきたところでございますが、ただや

はり前年度に比べ、入館者が減ってきており

ます。展示テーマ等々を考え合わせ、資料館

活動のＰＲにも努めていかなければいけない

と、このように考えております。 

 次に、入札関係についてでございますが、

入札関係につきましては、入札方法が、指名

競争入札が件数が28件、そして落札率30％台

１、40％台１、50％台３、60％台１、70％台

１、80％台４、90％台14、100％が１、不調

が２でございます。制限つき一般競争入札、

件数が３、60％台が１、90％台が２、不調、

ゼロ。総合評価方式はゼロでございます。 

 合計で31件、30％台１、40％台１、50％台

が３、60％台が２、70％台が１、80％台が

４、90％台16、100％台１、不調が２。 

 そして、予定価格と、それから契約額、落

札率の合計でございますが、指名競争入札で

は9,512万2,100円、そして契約額合計が

9,316万5,450円、落札率の合計が97.9でござ

います。制限つき一般競争入札につきまして

は、5,626万円、契約額が3,793万2,300円、

落札率が67.4でございます。トータルでは、

予定価格合計が１億5,138万2,100円、契約額

合計が１億3,109万7,750円、落札率合計が

86.6％でございます。 

 企画政策課関係でございますが、ここでは

特命随契が６件、2,187万5,840円、随意契約

２件、74万6,470円でございます。 

 総務関係でございますが、随意契約61件、

１億3,757万1,376円、特命随意契約51件、

1,775万2,578円でございます。 

 次に、税務関係でございますが、特命随契

の件数が４件、1,894万9,596円、当初予算と

の比でございますが、85.6％でございます。 

 生活福祉部の町民課関係は委託関係でござ

いまして、システムの委託料とデータベース

のソフト保守点検、保守の委託料、そうした

ものでございまして、システム委託が344万

4,000円、保守委託が26万2,500円でございま

す。 

 次に、社会福祉課におきましては、備品購

入といたしまして203万8,627円、これは障害

者の関係でございます。保育関係で同じく備

品で90万6,580円、児童館関係で100万円とい

うところでございます。大体大きいものでピ

アノ、そしてエアコン、遊具等々でございま

す。 

 次に、生活環境課でございますが、ここで

は消防の防火服92万9,250円、ヘルメット、

また委託の関係では上太田の瓦れき搬出委託

105万円、それから随契といたしまして防犯

灯の設置工事12万6,000円、上太田の瓦れき

処分場の管理委託471万3,000円でございま

す。 

 産業経済課でございますが、指名競争入札

で80％台が２件、30％台が１件でございま

す。この内訳は上ノ池の調査設計の委託、そ

れと米田地区の地籍調査委託、そして段階的

基盤整備実証調査策定委託、その３件でござ

います。 

 街づくり課におきましては、随意契約が

10件ございます。落札率では90％台が５件、

50％、それから80％台が２件、20％、70％台

が１件、10％、見積入札が２件、これは道路

台帳整備、砂場のメンテでございます。 

 また、特命随契につきましては３件ござい

まして、80％台が２件、これはシルバー人材

センターの道路、公園等々の整備でございま

す。単価契約につきましては、上太田の進入

路、門扉の開閉委託等がございます。随意契

約につきましては、10件の合計で2,407万



－211－ 

1,376円、特命随意契約３件、470万8,950円

でございます。 

 下水道事業につきましては、指名競争入札

７件、2,778万3,000円、上水道事業で３件、

847万5,000円、随意契約では下水道事業が

120件、4,774万7,000円、前処理場事業が随

意が９件、5,841万5,000円、上水道事業が

14件、2,218万円でございます。 

 教育委員会関係でございますが、小学校

費、中学校費、幼稚園の修繕費及び工事請負

でございまして、指名競争入札が２件、契約

金額が973万8,750円でございます。落札率は

89.7％、そして随意契約が７件で、531万

2,200円、落札率が53％から93％でございま

す。また、特命随契といたしまして５件で、

率が90から98％、金額で648万4,600円でござ

います。 

 社会教育課の関係で文化会館でございます

が、随意契約で210万円、これは修繕でござ

います。空調用のポンプの切りかえがござい

ます。それから、工事関係では屋上の防水工

事、これも随意契約で367万5,000円でござい

ます。 

 そして、歴史資料館でございますが、これ

は修繕でございまして、屋根の修理、167万

4,000円でございます。体育館につきまして

は、体育館の消火栓設備の取りかえ工事、１

件、99万7,500円でございます。 

 各課での指名競争入札の報告につきまして

は、財政課で説明した分にも含まれておると

ころでございます。 

 続きまして、利用者関係の件でございます

が、どのくらいの数字まで持っていきたいか

というところでございますが、特定健康診査

等の実施計画によりますと、目標値は

19.5％、特定保健指導実施率は40％でござい

ますが、本年度の実績では、受診率が

21.1％、保健指導で77.7％となっており、目

的の達成をすることができました。こうした

ところは土曜、日曜日にも実施した効果があ

らわれたのではないかなと、このように思う

ところでございますが、24年度の目標値でご

ざいます65％の達成というところではなかな

か難しい面があろうと思います。先ほどの議

員の説明でも申し上げましたんですが、でき

るだけ啓発等に努めまして、この事業の目的

が達成できるように取り組んでいきたいと、

このように考えております。 

 それと、社会教育関係の子育て関係でござ

います。この点につきましてはいろいろと行

事を考えてやっていただいておりますが、子

育てのグループ、６グループ、親の会が１グ

ループ、親が196人、子供が237人の名簿登録

がございまして、それぞれのグループが行事

を計画されて、活動していただいているとこ

ろでございますが、やはりその活動内容にも

創意工夫を凝らしていただき、七夕会、菜の

花コンサート、クリスマス会等々、そうした

事業に親子で参加していただいてるところで

ございます。 

 児童館も年間２万人の乳幼児、また小学

生、中学生、大人も利用されておりますが、

そうした乳幼児向けの行事等を行いまして、

館内のスペース等を考え合わせますと、これ

以上は無理ではないかなという思いがいたし

ております。 

 さわやか健康課でございますが、ここの施

設関係はつくも荘でございます。しかしなが

ら、この老朽化した施設ではございますが、

年間約7,000人の利用をいただいておりま

す。多くの方に利用されているという思いで

ございます。ここにつきましては気軽に使え

るという利点があるんではないかなという思

いがするところでございます。 

 それから、献血についてでございますが、

献血事業につきましては、４日間実施した中

で185人が会場に来られていただいており、

昨年度と比べますと若干増加したというふう

に思っております。思ったよりは多くの方に

来ていただいておるというところでございま

す。 

 介護予防関係の事業で、いきいき教室でご

ざいますが、年181回開催されまして、

2,233人の参加がございました。１回当たり
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12人の参加者でございまして、想定しておっ

たとおりの参加があったと、このように考え

ております。 

 利用や入場者が少ないという思い等々でご

ざいますが、やはり平成20年度のがん検診受

診者数が5,850人、40歳未満の基本健診受診

者数が182人と落ち込んだところでございま

す。その原因は、特定健診と同時実施である

ことから、制度の変更による受診者の混乱が

あったのではないかということが言えます。

今後、例年の受診者数でございます、がん検

診を約7,000人、40歳未満の基本健診を350人

あたりまで持っていきたいという思いでござ

います。 

 それと、産業経済課でございますが、やは

りここでは太子あすかふるさとまつりのイベ

ントがございます。平成８年の第１回から

14回目を迎えて、大きなイベントとして定着

してまいっております。毎年１万5,000人ぐ

らいの人出がございまして、大いに利用して

いただいておるものと、このように思いま

す。 

 続きまして、中央公民館でございますが、

公民館関係でございますが、講座の充実

等々、そして利用者等も予定どおりの人数と

なっております。また、文化会館につきまし

ては10万5,205人と、たくさんの方に利用し

ていただくことができました。今後も利用者

の立場に立った親切な対応と、またあすかホ

ールを使おうと言っていただけるような接遇

をやっていきたいというところでございま

す。 

 歴史資料館につきましてでございますが、

先ほども申し上げましたように、やはり地域

に根差した資料館として、地域に根差した事

業を行っております。特別派手な企画展、目

を引く企画展を開催するのは難しいと、この

ように思います。そのため大幅な利用増は難

しいと思われますが、年間入館者が4,500人

から5,000人を目標として考えたいというと

ころでございます。 

 体育館等々でございますが、ここは多くの

スポーツ教室等が利用されておりますので、

余りこれ以上、手を広げるというところは難

しいと、このように思います。 

 次に、図書館の利用につきましては５万

1,503人、たくさんの方に利用していただい

ております。やはり今後もそうした中での対

応をしていきたいというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今いろいろ言われたのです

が、一生懸命私もメモをとって聞いたのです

が、全部書けないし、ちょっと聞き取れなか

ったところもございますが、こういう中でな

かなか質問をするのは難しいわけですが、今

お答えになった中で、なぜそのように考えて

いるのかというところについて、課によって

は答えられていたところもありましたが、そ

の部分がないところがございました。 

 私はいろいろ仕事をしてもらうときに、今

年度こういうことをやったと、どこが悪かっ

たかな、よかったかなと考えて、何でかなと

か考えていただいて、また次年度をどういう

ふうにしたらいいかなと。 

 今、なぜというところが十分でなかったと

いうことと、それから今度どうしようかなと

いう、その方策がということも私質問に文書

で書いているんですが、その方策はというと

ころも今聞いていますと、どこにそういう方

策があったのかなというふうに感じます。全

部きちっと覚えていませんので、そういうと

ころ、少し述べられたところもあるのかもわ

かりませんけれども、どういうふうに方策を

持っていきたいか。 

 それから、目標をどういうふうにしたいか

という部分についても、今お答えいただいた

中では、答えられたところもあるんですけれ

ども、例えばがんの検診でしたらどれぐらい

までとか、ですけれど答えられていないとこ

ろも結構あったように思います。ですから、

そういったところをお答えいただきたいと思

います。 
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 それから、質問の中の２番の入札のところ

で、(2)番についてはお答えがなかったよう

に思います。こういうことがなかったという

ことでお答えにならなかったのかもしれませ

んが、お答えがなかったというふうに思いま

す。 

 それから、入札について指名競争、28件で

30％、１件とかいろいろ言われたんですが、

これも一生懸命メモをとったわけですが、ち

ょっと全部書き切れませんでした。それで、

いろいろ後から言われるもんですから、この

部分かなと、その該当かなと、私なかなか考

えながら私もメモをとってたんですが、なか

なかとれませんでしたが、こういう表は決算

委員会で出していただきたいなと私は思うん

ですけれど、いかがでございましょうか。 

 それから、特命随契についていろいろ各課

でおっしゃいました。例えば総務課、特命随

契51件とか税務課でも特命随契４件、これは

大体想像できるんですが、総務課の特命随契

というのはどういうものでありましょうか。 

 それから、教育委員会でたしか特命随契５

件と言われたと思うのですが、どういうもの

でしょうか。 

 まず、以上の点についてお答えをしてくだ

さい。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、総務課の

特命随契はどのようなものかということでご

ざいますが、これにつきましては特命随契、

随意契約、それぞれ総務課が出させていただ

いたものには需用費の中の例規集の印刷と

か、役務費でいうアルバイト職員の胸部検

診、そして顧問弁護士の委託料、リソグラフ

の使用料、そういったものすべてを含めまし

て件数を上げさせていただいております。 

 特命随契的なものとしましては、先ほど言

いましたような顧問弁護士の委託料、宿直代

行委託料、そして庁舎の一部小さな修繕、そ

れとパソコン等の修理とかシステムの使用料

とか、そういったものを含めまして、特命随

契としてやっております。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 財政課関係で申し

上げますと、先ほど町長がお答えしました何

件、何％台、何件ということでございます

が、これ毎月毎月入札が終わるたびに次の月

の初めに議会事務局、議員の皆さんにお配り

しておるものを単純にまとめただけでござい

ますので、これ以上の資料はございませんの

で、ご容赦を願いたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、一番初めの方

策云々のご質問がございました。本来決算で

ございますので、もちろん次年度にこの決算

を生かすということで、次年度の予算に当た

って方策等については当然生かしていくとい

うことでございますので、申し上げられない

部分もあったということで、お願いしたいと

思います。 

 それから、２番ということでおっしゃった

随意契約云々のことでございますが、ご質問

でも130万円以下を随意契約とすることにな

っているはずであるにもかからず云々のとこ

ろでございますが、地方自治法施行令第

167条の２によりまして、その他の契約でそ

の性質、また目的が競争入札に適しないもの

をするときについては随意契約というものは

可能でございまして、そういった意味で随意

契約等もしております。もちろん130万円未

満という一つのくくりもございます。 

 それからもう一つ、教育委員会の随意契約

の案件でございますが、５件と町長から申し

上げましたが、龍田小学校の耐震診断評価及

び評定取得業務、斑鳩小学校のプール循環ろ

過装置修繕、西中学校のプール周回の修理、

龍田幼稚園の総合遊具の補修、学校園消防用

設備の改修ということで、５件でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 最初にお尋ねしました、な

ぜそのように考えるかとか、方策としてどう

いうふうにやっていきたいかとか、どれぐら
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いの数字まで持っていきたいかということに

ついては今ご答弁がなかったので、お答えい

ただきたいと思います。 

 それから、財政課長から配っているものを

まとめたと言われたんですが、私も手許にこ

れ持ってるんですけど、この20年度の実績の

この配られてるのを数えますと、多分29件ぐ

らいだと思うんですが、今お答えになった数

はそれよりも多かったと思ったのと、それか

らここに私たち議員に配ってもらってるもの

以外にもいろいろあって、そのことについて

はご説明、先ほど町長がされましたけれど

も、この際どういうような契約があるのか、

そういうことをいろいろわかったほうがいい

と思うので、そういうものを表にしてもらえ

ないでしょうかということを前もって書いて

いた次第であります。 

 まずその２点についてお願いします。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 29件というのは恐

らく不調の２件の関係のことだと思います。 

 それから、あとのちょっとご質問の意味が

よくわからなかったんですが、ちょっと意味

がよくわかりません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） なぜそう考えたかと

いうのは、すべてじゃなかったですけど、町

長が答弁したとおりでございまして、それか

ら次年度の方策というところでは、先ほども

申し上げましたが、いわゆる決算というのは

執行結果をあらわすものでございまして、次

年度以降における予算執行の指針となるもの

という考えでございます。したがいまして、

まだ次年度の予算編成のところまでは至って

ない状況でございますので、方策等について

はこの決算を十分生かして次年度の予算に反

映していきたいと、このように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 まず、最初の財政課長の件

ですけれど、ここにこれいただいた以外にも

今いろいろお答えになったので、そういうい

ろんなものをまとめてもらえたらありがたい

なという意味で言ったということです。 

 それから、副町長が、まあ、決算で終わっ

たことを書いてるんだから、それで次の計画

まだ立ててないからというふうにおっしゃっ

ているんですけれど、そういうことでなく

て、私毎年毎年終わったら考えるべきだと思

うんですね。ですから、どういうふうに考え

て、次はこういうふうにやって、町民のため

にしようと思っておられますかということを

聞きたかったわけです。 

 それで、恐らく推測で言いますが、原稿を

各課長がこれ書かれたのを集められて、今お

答えになったのかもしれませんが、そのとき

にもっとどういうふうにこれからそれぞれの

課でやっていこうとしてるのかとか、そうい

うことを十分やはり担当の課長に考えてもら

って、そしてそれを言ってもらって、そうい

う姿勢で仕事をしていただきたいなと、私は

思います。 

 ですから、そういう決算は終わったことや

からって、まだ次の予算できてませんからっ

て、そういうことじゃなくて、いろいろ考え

ながらやってるはずなので、そういうお答え

はどうもおかしいと思います。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） いただいたもの以

外にいろんなものと言われるんですが、私ど

もの資料としてはそれがすべてでございま

す。 

 それから、先ほどの利用者の総括質疑の中

でもございましたが、いろいろ議会サイドと

すり合わせて主要施策の中にいろんな利用者

を明示してるにもかかわらず、町長が先ほど

ご答弁申し上げましたですが、文章にすると

あれだけ長い時間をとるといったようなこと

で、私どもが資料をつくる、議会とすり合わ

せて、入札関係でもお手許のほうにお配りし

ておりますが、資料を出す、それとまた違う

資料を出す、一体私はどこまで資料をしたら
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いいのか、なかなかよくわかりませんけれど

も、お渡ししている資料としては、私どもと

してはすべてでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議員のお考えはそう

かもしれませんが、私ども行政あるいは他市

町の団体も同じだと思います。本当に時間的

にすごく余裕があれば、その決算の資料が出

てきたときに、それだけの指摘をして、ヒア

リングをするべきだというようなご意見でご

ざいますが、服部議員がおっしゃるようにさ

れてるところもないとは私も調べてませんの

で断言はできませんが、普通は執行結果をあ

らわすといったら表現悪いんですが、執行、

それを昨年度の事業の反省を踏まえて、次年

度に生かしていくというのが、これが本来の

姿でございますので、今の時点で議員がおっ

しゃるようなところまで太子町としては踏み

出していないというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 太子町として踏み出してい

ないとか、そういうことでなくて、日常いろ

いろと役場の職員が町民のために仕事をして

いれば、こういうことを今度頑張ってやらな

あかんなとか、そういうのは一生懸命仕事を

していたら、今おっしゃった理屈のようなこ

とを言われなくても答えられるはずだと思い

ますよ、私は。そういうことを日ごろ考えな

くて仕事をされてるんですか。 

○議長（熊谷直行） それ質問ですね。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 常に住民の立場に立

って私ども職員は住民の福祉の向上のために

努力しております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 日ごろ住民の福祉のことを

考えてやってますというのは、それはそうい

うふうに答えられると思いますけど、しかし

私がお尋ねしましたことは、仕事をしていた

ら、これからこういうことを頑張ろうという

ことはおわかりになられるでしょうと、こう

いう質問したら、それぞれの課長もそれなり

のことを書けるでしょと言ってるんです。そ

して、上司である、前に座っておられる部長

とか副町長とか町長も、いや、どういうふう

にそれぞれの課長、考えとるのかと、もっと

しっかり書かんかいとかということになるん

じゃないかと私は思うんですよ、真剣に仕事

していれば。ですから、申し上げています。 

 今の時点でもそれぞれの課長はそれぞれの

思いを書けるのではないですか、書けないん

ですか。 

○議長（熊谷直行） 同じ答弁になると思い

ますけども、副町長。 

○副町長（八幡儀則） 今の時点ではお示し

することはできません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 大きな２番の(2)のところ

の財政課はそれぞれの課と意思疎通を行って

いるのですかというようなことを書いてるの

ですが、それについて答えがございませんで

した。それはやってますというふうに今答え

られるでしょうけれども、しかし私聞くとこ

ろによりますと、なかなか職員の中でも財政

課の部屋に行きにくいとかということも聞く

わけですが、十分不祥事が起こらないよう

に、日ごろからそれぞれの課と話をされてい

るのでしょうか。 

（上田富夫議員「財政課敷居が高いん

やなあ」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） ちょっとお答えの

しようがないんですが、意思疎通という意味

がどういう意味かわかりませんけれども、起

案文書で合議として来るものもございます

し、少額であれば来ないものもあるというの

が実態でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 よく意思疎通をとられて、

いろいろ不祥事がないようにお願いをしたい
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と思います。例えば、年度は変わりますが、

最近あった給食センターの件でも、もっと早

くセンターの所長と話をされていたら、ああ

いうふうにはならなかったと私は思います

よ。後でいろいろそういうことをしてもらっ

ちゃ困るということは言われたということは

聞いておりますけれども、いろいろ前もって

されていることが必要であると思います。 

 それから、前にいろいろ部長座っておられ

るんですが、特にここの数字のことで私言っ

てますけれど、どういうふうにやっていきた

いか、その方策について、それぞれの部長も

それぞれの課のいろんなことを掌握されてる

と思うんですが、ここで改めてこれをこうい

うふうにやっていきたいと、その方策をどう

いうふうにやっていきたいと、そういうご意

見をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、企画政策

のほうでの総合計画ということを言わせてい

ただきましたが、これについては先ほど町長

が申しましたように、今期12月議会に出せる

ようにするということでございます。 

 次に、総務のほうの法令等の改正に沿った

行政運営の推進ということでございますが、

これはもう毎年のことでございますので、数

値目標というものはございません。努力をし

ていくということでございます。 

 人事評価制度の実施につきましても、現在

管理職を実施しておりますので、速やかに一

般職につきましても実施をしていきたいとい

うことでございます。 

 行政改革の大綱につきましても、これは今

第４次ということでやっておりますので、計

画に沿った運営を24年までやるということで

ございます。 

 庁内ネットワークの基盤再構築事業につき

ましては、これは大まかな整備はできており

ますが、国のほうの制度改正、絶えず変化を

しておりますので、それに沿ってやっていく

ということでございます。これにつきまして

も数値目標というものはございません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 生活福祉部で

は、まず健康診査、特定健診、これの受診の

向上ということが大きな課題であり、目標設

定までしておりますので、これに向けての取

り組みというのに重点というのは考えており

ます。 

 また、同じく介護関係ではやはり予防事業

について充実をさせるというところで、これ

も参加対象者といいますか利用者といいます

か、その方の向上を図るということに重点を

置きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育委員会関係で

ございますが、まず何といっても学校施設整

備の充実ということで、児童の安全・安心を

確保するためには耐震補強工事が重点目標と

いうことで、現在龍田小学校、また斑鳩小学

校と順次耐震化に向けた事業を実施していき

たい。また、現在太田小学校で増築しており

ますが、教室の不足の解消に向けた施設の改

修、また教育活動ではスクールアシスタント

の配置を継続的に行ってまいりたい。また、

コンピューター、授業におけるＩＣＴの活用

というところではコンピューター教室の整備

を引き続きやっていきたい。 

 また、社会教育課関係では、どうしても近

年学童保育園に希望される方が多くなってい

るということで、現在石海農協の跡地も利用

させていただいておるところでございます

が、太田学童につきましても、21年度につい

て増築を行って、確保に努めていこうという

ところでございます。 

 それと、体育館の話は出ましたんですけど

も、体育館では教室があるんですけども、少

し固定化したところがあるなということで、

ニュースポーツに向けた教室も検討していか

なければならないのではないかということで

ございまして、それと文化会館、自主事業関

係で事業費が少しだんだんと少なくなって
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1,400万円程度になってると、これはどうし

ても興行的なプロを呼んできてということに

なりますとお金も要るということでございま

すので、町民みずからが参画するというか、

今現在行っておりますライブインあすかとい

うようなこともやっておりますけども、そう

いうような面を工夫しながら、要するに住民

も参加できるような事業に展開できたらいい

なというように考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員、まだ時間あ

りますけども、まだ続けられます。 

（服部千秋議員「まだ最後に言わなき

ゃいけないこともありますし、まだ」

の声あり） 

（桜井公晴議員「昼からやろうや」の

声あり） 

 いや、だから待ってください。 

 まだやりますね。 

（桜井公晴議員「昼からやろ」の声あ

り） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後０時06分） 

（再開 午後１時14分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 総括質疑を続行します。 

（服部千秋議員「冨岡部長がまだお答

えになってなかった、さっき」の声あ

り） 

 いや、これ土木関係入ってないけども。 

（服部千秋議員「いやいや、お考えを

と思って」の声あり） 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 通告によりま

すと労働費だけでございますので、労働費の

主要支出の関係では、シルバー人材センター

と勤労者住宅資金の件でございます。 

（服部千秋議員「もっと大きい声でお

願いします」の声あり） 

 シルバー人材センターの活動補助金につき

ましては、シルバー人材センターがもう少し

利用されたらいいんではないかというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 いろいろと一応、言葉では

答えられているわけですけれども、先ほど副

町長が反省はまだだと答えられているわけで

すけれども、１つのことをしたら反省をなぜ

しないのか。今反省できていないのに、しっ

かりとした予算がつくれるのか。先ほどの答

弁では不思議であります。今後どうあるべき

かを示すべきだと思います。それが仕事をす

るということだと思います。それをはっきり

言えるのが本来の姿だと思います。 

 また、各課長ももっと整理して答えるべき

であり、答えるべきでありというのは、その

文書を渡すときのことでありますけれども、

町長もそうさせるべきだと思います。そう指

示すべきだと思います。 

 また、気持ち、人の心、町民の皆様が困っ

ておられないのか、そういう部分を書いてほ

しいし、答弁でも答えてほしかったと思いま

す。私が聞いたことに十分答えられていたと

私は思っておりません。これ以上話してもな

んですので、この辺で終わりたいと思いま

す。 

 最後に、当局の概要説明が早口過ぎるの

で、苦情を申しておきます。これは通告の中

に最初書いていたものですが、議長から口頭

で述べてもらいたいと言われ、不本意ながら

配付されている文書から外した内容でありま

す。ただし、議長から言われる前に当局には

既に議会事務局からでしょう、私の書いた文

章が配付されていましたので、当局は既に目

を通されているかと思います。 

 では、当局に苦情を申しておきます。 

 第１日に決算認定について当局が行った概

要説明が早口過ぎて理解できなかったので、

当局の姿勢について苦情を申したいと思いま

す。 

 特に平成20年度兵庫県太子町一般会計歳入
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歳出決算の認定から国民健康保険、介護保

険、老人保健、後期高齢者医療、墓園それぞ

れの特別会計の説明は早過ぎて聞き取れませ

んでした。 

 議事録は今年末の12月議会までに作成され

ます。テープを聞いてまとめる議事録（外部

の業者に発注し、議会事務局でチェック）で

は、説明をテープ起こしをして書かれていて

も、議事録ではスピードがわからず、その場

の状況がすべてはわかりません。 

 今回早口過ぎて、その場にいる私にはわか

りませんでした。途中で我慢ができず、「も

う少しゆっくり話してください」と言いまし

たが、無視されたままで、その後も何度か

「ゆっくり」という趣旨のことを言いました

が、早口のままでありました。「ゆっくり話

してください」と言った私のこの部分も議会

事務局は議事録作成時にカットせずにちゃん

と載せていただきたいと思います。議長も

「もう少しゆっくり説明してください」と当

局に言ってもらいたかったと思います。 

 当局は各担当課が作成した文書を寄せ集め

て議場で読み上げる文書を作成し、前に座っ

ている当局側は読み上げる文書を持っておら

れますが、それを聞かされる私たちの側には

文書はありません。 

 ある課長は、「ほかの課のことなんか、わ

しらもわかるかい。このことで常任委員会で

わかっているのは議員の中でも１人ぐらいち

ゃうか」、議員というのは委員ですが、と言

っていますが、そのように役場内部でも十分

わかり得ない内容を、また議員全部が理解し

ていないのではないかと言う課長がいる中

で、なぜ早口で説明し、理解しようと一生懸

命聞いている議員を不愉快な思いにさせられ

るのでしょう。 

 今回の説明は特に早口でわかりませんでし

た。そして、「ゆっくり」とお願いしても、

早口は直りませんでした。当日は議会は３時

57分終了で、もう少しゆっくり読み上げられ

ても、職員の勤務時間５時15分より前に終わ

っていたと思います。 

 今回、休憩時に何人かの議員に聞いてみま

したが、私と同じように「早くてわからな

い」ということでした。中には「もっと怒っ

たらええ、みんなわかれへん。以前に全部説

明し直してくれと言ったこともある」という

先輩議員もいました。 

 私の場合、説明されていることを一生懸命

聞こうとすればするほど、理解しようとすれ

ばするほど当局の姿勢に憤りを感じてしまい

ました。数字でも早過ぎて、メモもそれぞれ

の初めの部分の数字しかとれず、またある箇

所では何ページの何々と言われても、そのペ

ージをあけていないのに、その款項目節をあ

けて、その節を探せていないのに、説明を早

口で、説明というか当局が各課に言って集め

て用意した文書を読まれるだけでした。 

 休憩時に丸尾部長に「全部聞きに行かない

けませんね」と言うと、「もう説明は終わっ

たので」と言われました。それでは個々に部

長に聞きに行くこともできません。そもそも

町民に対して（私たちは町民の代表ですか

ら）、わかってもらうように説明する意思は

おありなのか。 

 副町長は議員のことを「あいつら」とか

「常任委員会も議員に出前講座をやってやっ

ているんだ。あの常任委員会は違法なもの

だ」と私の前で言われていますが、この場の

ような表向きの席や常任委員会の席では「議

員を尊重し」と言われ、陰で言っているのと

は違うことを言っておられますが、そもそも

町民（私たち議員は町民の代表）にわかりや

すく説明しようとしておられるのか。早口で

も説明だけしたことにして、議会が賛成多数

で手を挙げてくれさえすればよいとお考えな

のか。 

 私はそちらの側の立場であれば、議員に少

しでもわかってもらおうという姿勢で説明し

ますから、情報量の違う（当局が多くて、議

員が少ない）ことを知っていながら、第１日

のような説明をする姿勢は全くおかしい。議

決、認定を求めている以上、議員にわかるよ

うにされるのが務めだと思います。 
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 いかに早口で話して、数字を間違って読ん

でも、議事録作成時には議会事務局がそうい

う箇所を直している。私は３月議会の署名議

員であったので、その責任上、テープを聞い

て確認したが、議場で「ああ、その数字なの

だな」と思いながら聞いて理解していた部分

も、理解していた数字と違って、議事録では

書き直されていた。当局は数字の間違いまで

議会事務局に直してもらっていいですね、と

皮肉を言いたくもなる。例えば１日4,000円

と仮に当局が言ったとして、それが一月

4,500円が正しい数字であるとすると、議事

録では一月4,500円と直されているというこ

とです。議場で私たちが聞いていることから

ここまで直されるのはいかがかと思う。修文

といって、後で読まれる町民がおられたら、

間違った数字が伝わったら困るからといっ

て、ここまで直されるのは、議場で言われ

た、そのようにその場で理解している議員に

とっては、勝手にそこまで直されて、理解し

ているのと違ったことになり、どうしてもら

えるのか。 

 さらにまた、それ以外にも３月議会の議事

録では、議会事務局職員２人ずつがそれぞれ

の日についてテープを聞いて確認された後

に、私は署名議員であるので、テープを聞い

て、こうではないですかといって直してもら

った箇所がたしか450カ所以上あります。た

しか450カ所以上と言っているのは、私が直

してと言った部分を議会事務局もそうだとし

て直してもらった箇所の数を最後まで数え終

わっていないからであります。署名議員が指

摘しなければならない箇所が１冊にこれほど

あるのはいかがなものかと思います。この点

についても苦情を申し上げておきます。 

 終わります。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 今一方的にといいま

すか、総括質疑の中でお話といいますか、耳

の痛いような何か言われたんですけど、１つ

は詳細説明についてでございます。これにつ

いては議員各位にわかりますように、次回か

らは心がけたいというふうに思います。 

 それから、２点目ですけど、私、言葉の使

い方として、先ほど後半のほうで言われた、

あいつらとかというようなことは決して言っ

たことございませんので、そのように聞こえ

られたのか、私もちょっと、だれに言葉を話

しするんでも、例えば目上の人、目下の人別

にしても、そういう言葉は私は使っていない

というふうに思います。 

 その辺のところと、それからただおっしゃ

った中での、あの常任委員会は違法なものだ

というような趣旨は言ったと思います。これ

は前の議会でも申し上げましたように、地方

自治法の第109条に基づく常任委員会という

ものが太子町の議会で本当にこれでいいのか

ということで、ここでは、議会では妥当性に

欠いているんではないかということを一度申

し上げたつもりでございます。違法性は高い

と私は今でも信じております。 

 ただ、これは太子町議会の独自性の中で、

行政当局と議会当局が紳士協定の中で今の常

任委員会があると思っておりますので、誤解

のないようにお願いしたい、このように思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 服部議員。 

○服部千秋議員 詳細説明については…… 

（北川嘉明議員「やめとけや。反則

や、そういうことは」の声あり） 

 次回から次のようにお願いをいたします。 

 今、これ以上、そういう今やじも飛んでお

りますけれども、これ以上は私も言うつもり

はありませんが、今一言、言っていないとい

うふうにおっしゃいましたので、副町長室で

私が２期目の議員になってすぐのときに副町

長室に行ったときに、副町長室の中で言われ

ておりますので、ただテープはとっておりま

せんので、その、何て言いますか、テープ

を、証拠の音声を示してくださいと言われて

も、私は示せません。 

 私がなぜあえてこれをここで言わせていた

だいたかと言いますと、私たち議員は一生懸
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命聞いて理解しようとしています。本当にし

てるんです。ですけど、理解できなかった。

で、早口のことを…… 

（北川嘉明議員「それはあんただけが

理解できへんのやろ」の声あり） 

（桜井公晴議員「君が言うことじゃな

いがな」の声あり） 

（長谷川原司議員「やじ飛ばすなよ」

の声あり） 

 私はなぜあえてここまで、これは私も勇気

を持ってここで言わせていただいたことなん

です。お互いが本当に私らも理解しようと

し、そして当局も理解をしてもらってという

ふうな姿勢でお互いにやりたいということ

で、私は本当にもうこれあえて言わせていた

だいております。これをここで言うといろい

ろ怒られる方もおられるかもしれませんけれ

ども、私はそういう姿勢で私も取り組みたい

し、当局も私たちに少しでもわかってもらお

うといって、これ別に変な言い方で言ってい

るんじゃなくて、わかってもらおうという姿

勢でしていただきたいなということを本当に

思っているので、申し上げました。 

（桜井公晴議員「そないしょう」の声

あり） 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 以上で服部千秋議員の

総括質疑は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に総括質疑を行い

ます。 

 最初に、施政方針及び主要施策への取り組

みについて伺います。 

 施政方針等では、自主財源の確保に努め、

スリムで効率的な行政運営の推進を図ること

を最優先課題として行政評価の手法を用いて

事業の重点化と適正化を進める、また厳しい

事務事業選択に取り組み、歳出の抑制と効率

化に努めると、こういうふうに示してきたわ

けであります。これらへの具体的な対応、総

括、いわゆる整理をしておかなければならな

いものがあると思いますので、総括をして、

今後の取り組み方針を明らかにしてもらいた

い。 

 また、年度当初にも住民生活の厳しさには

触れていないと、住民の暮らしの実態をどう

見ているのかと批判をしてきたわけでありま

すが、住民生活は相次ぐ制度改悪や増税ある

いは使用料等の負担増で住民の暮らしは極限

に達していると言っても過言ではない。今日

もそうであります。 

 地方自治体の仕事は、住民の暮らしを支

え、安全・安心のまちづくりを進め、住民の

福祉の増進を図ることを基本として、地域に

おける行政を自主的に、また総合的に実施す

ることであります。 

 格差の拡大はより一層進み、貧困率の拡大

もそうであります。福祉、介護、医療、教育

等の暮らしと人権、人間としての尊厳に係る

ことであります。これらを支援することが地

方自治の本旨であり、緊急の課題だろうと、

こういうふうに思います。決算年度を通じて

取り組み経過と今後どう対応するか、説明を

求めます。 

 それから、各施策の内容等についてであり

ますが、施政方針で示しました主な施策、６

項目を主にしてあるわけでありますけれど

も、それらに対する取り組み経過と、これも

総括をして、今後の取り組みについて説明を

求めたいと思います。 

 特に健康でいきいきと暮らせるまちについ

ては、いろいろ健常者等は何とか生きており

ますけれども、障害者にとっては暮らしにく

い。暮らしにくいどころじゃないわけです。

そういうことを含めて、方針では住みなれた

地域の中で毎日を健康で生きがいを持って暮

らしていけるよう、保健・福祉・医療の連携

を図り、人に優しいまちづくりをというふう

に言ってるわけです。その中で障害者福祉に

ついては障害者自立支援事業や地域療育等支

援事業など障害福祉サービスの充実に引き続

き努めると、こういうふうに言っておりま

す。 

 そこで、障害者自立支援法は、障害者の自
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立どころか一層苦しめていると、こういうよ

うな状況があり、今日も裁判闘争も行ってい

るほどであります。それらについて本町での

取り組みと今後について説明を求めます。 

 それから、豊かな緑に抱かれた活気あふれ

るまちで、農業環境の改善に努め、全部は言

いませんけれども、将来を見据えた農業振興

を進めると、こういうふうに言っておりま

す。私は何回もここでも言い、一般質問でも

言いしているわけでありますが、都市近郊と

いう条件を生かして、地産地消で安全・安心

な食物の生産消費の対策こそ緊急に立てて、

本町の農政の中心に据えるべきだと、こう思

うんですが、これらの施策の経過と今後につ

いて説明を求めます。 

 それから、同じように活力ある商工業の振

興で、総合的な商工業の充実のための支援

と、こういうふうにうたっているわけです。

これらのやっぱり具体的な取り組みと今後も

はっきり示していかなければならないと、こ

ううたう以上はしっかりと執行して、そして

執行の上に立った方策が必要であります。 

 それから、美しい景観に機能性を備えたま

ちでは、マスタープランの改定に向けての取

り組みをうたっているんでありますが、自然

と共生していることが実感できるまちづくり

で、利便性の高い交通網の整備、それから機

能的で住みよいまちづくりを計画的に進める

と、このことについても同じように取り組み

経過と今後を示していただきたい。 

 それから、自治と連携による力強いまちづ

くりの中では、いわゆる町政への住民参画、

協働ということをうたっておるわけでありま

すが、その中でも行政情報を町民や議会、企

業と共有して、そして共通する価値観を持つ

ことが必要だと、こういうふうに言って、情

報公開の説明責任を十分に果たしながら相互

理解とパートナーシップを深め、協働のまち

づくりを進めますと、このことについて、当

然どういう取り組みがあって、今後どう展開

をするかということが大事であります。これ

らのことが地でいかれないといけませんの

で、伺っておきます。 

 それから、支え合い共生する住民主体のま

ちで、相対的な広報広聴機能の充実を図っ

て、地域の声を生かしながら活力あるまちづ

くりに取り組むと、これも同じように具体の

取り組みと今後どうするか。私は当然発展さ

せなきゃならないものとして、今言っており

ます。 

 それから、３番目の質問で、健康、安全・

安心の施策等について。この件につきまして

は、通告で示していることそれぞれについて

説明を求めるわけでありますが、健康を維持

し、安心して暮らし、老いられる行政にする

ことが地方自治の本旨であります。先にも言

いました。行政の責務であると考えます。 

 そして今、新型のインフルエンザの猛威が

毎日の新聞でも、またテレビ等のメディアで

も報じられる中で、その猛威が来ますと、医

療体制等の感染対策が必要でありますけれど

も、それらのことが本当に万全なのかと、こ

ういうことが住民の中でも心配をされており

ます。中には寝とったほうがええという人も

おりますけども、しかし自分の持ってる体の

条件によります。そういう点では取り組みが

しっかりしていないと、後でえらいことにな

る可能性もあるわけですから、その体制につ

いて、これはインフルエンザだけではありま

せんけども、流行性のものが出ますと、すべ

てにわたってこの立場がなかったらいけない

と、こういうことで伺います。 

 それから、国保、介護との関係があるわけ

でありますけれども、健康の維持、早期発

見、早期治療、それから介護予防等の感染対

策あるいは人間ドックに対する助成を維持

し、特定健診の内容を充実させる。町民検診

あるいは特定健診を受けやすくするために、

やはり私は今回でもこれまで説明があります

ように、健診日を増やしたけれども、実際に

は対象、受けてもらった人が少ないというこ

とがきょう、きのうと語られているわけであ

ります。 

 そういう中で、何回も言いますけれども、
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自分が信頼がおける、そういう医療機関、た

つのよりもむしろ姫路だと思います。そうい

うことを含めて、安心のできるところで健診

等が受けられるように道を開くことだと、そ

ういうことが大事であります。そういう点か

ら取り組み等について説明を求めます。 

 それから、住民の生命、財産を守ること

が、私はまちづくりの原点だろうと、昔から

治山治水ということが言われておりますよう

に、原点だと思います。雨水対策にはこれま

でいろいろ説明されている机上だけではなく

て、住民がそこに参加をして、ともに考え、

ともに計画をつくる、そういうことでなけれ

ばならないと、こういう点で計画から実施に

至るまで住民参加で住民とともにやるべきだ

と思います。そういう点でこの取り組みの経

過と対応、雨水の計画の策定ということを言

ってますけれども、あくまで想定するもので

はなくて、実際に起こったことの中で整理が

必要だろうと。 

 町長が先ほど答えましたけど、51年災は私

も消防団であり、議員であり、一緒にやった

ことも事実であります。そういうことを含め

て、豪雨ということではいつどういう形で起

こるかわからない、そういうことの取り組み

が必要なので、改めて伺います。 

 それから、方針で、近年の各地域での幾度

とない自然災害から学んだ教訓を生かして地

域防災対策や危機管理体制の推進を図ってい

きますと、災害から住民の生命や暮らし、財

産を守り、安全で安心して暮らせるまちづく

りを推進すると、こういうふうに触れている

わけです。私は何をどう学び、どう生かすか

が問題だと思うんですけど、その点について

説明を求めます。 

 それから、４番目の住民参加の条件の整

備、確立についてであります。これの方針で

は、迅速かつ的確に対応しながら課題を共有

し、政策形成に生かしていきたいと考えてお

りますと、こういうふうに触れております。

でありますが、住民参加のための自治基本条

例、これは毎度毎度言うわけでありませんけ

れども、前にも指摘をし、この準備をし、整

理をして制定することが必要だと私は思いま

す。そういう点での取り組み経過の説明を求

めます。 

 それから次に、５番目の質問です。給食問

題についてでありますが、給食センターの建

設、これは建設ありきからセンターの改修に

転換を今しておると、こういう状況でありま

すが、やはりこの給食は安全・安心、安価で

供給されるような条件整備が必要だと思いま

す。その点で給食のあり方、給食体制につい

て伺いますが、私は地産地消のところでも言

っておりますように、身近で収穫した食材を

使用して、米飯給食を各学校で炊飯器による

給食を実施している例を示して、そして米飯

ではセンターで対応できないので、今現実に

も委託をしておると、こういうような現況に

あるわけですが、１校でも導入することを提

言しております。 

 そういう点から、これらの対応がより一層

今後の輸入物に頼るような給食体制から安心

して食することができる食材を使用する、そ

ういう方向に転換しないといけない、また主

食の米を消費できるような形をとるべきだと

思います。そういう点でこれらの研究はし

て、対応を求めておりました。これは特に教

育委員会としての取り組みが重要であります

が、食育あるいは学校給食法、食育基本法、

そういうものに基づいても学校総体でそれぞ

れ検討し、取り組みをしていかなければなら

ない。もちろん関係住民が参加をする必要が

あるわけです。それらを含めて、ともに考え

て方向を出していく、それこそが行政の責任

だと。施設の補修も必要かと思いますが、ま

ずは給食が安心・安全でなければならない

と、そういう面からはっきりした総括の上に

立って姿勢を示していただきたいと、このよ

うに思います。 

 それから、６番目の行政組織についてであ

ります。この組織のあり方については再三言

いたいことでありますが、スリムで効率的な

行政運営の推進と、こういうふうにうたって
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きております。町もうたっているわけであり

ます。 

 それで、やはり部課が多くなればなるほど

垣根ができて、仕事はしにくい。そういうよ

うなことは火を見るより明らかであり、世間

でもあることであります。そういうものを統

廃合をして、業務に柔軟に流動的に対応でき

る組織、これをやっぱり確立をしておかない

と、これからの行政はできない。流動的です

べてを受けて、すべての地方自治にゆだねら

れている仕事をこなしていくような体制に組

織をつくっていかないといけないと、こうい

うふうに思うんでありますが、その点につい

て経過と対応の説明を求めます。 

 それから、７番目の行政評価制度について

でありますが、これは庁内では、あるいは専

門家の一部を参加させてのことはできまして

も、一つ一つの行政施策について、少なくと

も住民が参加をして事務事業の評価をし、そ

して今後のあり方を検討協議して継続発展さ

せるもの、あるいは評価が得られないものに

ついては、終息までいかなくても、それらの

方策をとっていかないといけないと、こうい

うふうに考えます。 

 だから、評価と再評価が必要でありますの

で、これも内部でやっとったって、国でもそ

うなんですが、地方も内部でやってはいけま

せん。住民が参加して初めてそれがどういう

ことであるかが検証されると、このように考

えますので、その点の取り組み、また取り組

み経過、さらには今後の方向について説明を

求めたいと思います。 

 それから、８番目の歳入についてでありま

すが、やはり人が税金を納める、あるいは使

用料を納める義務でありますけれども、生活

実態の中ではなかなかそれにこたえ切れない

状況がある、今日さらにそれが拡大をされて

いるということであります。そういう中で収

入未済と不納欠損にならない対策も当然必要

であります。必要な対処方針がなければなら

ないわけでありますが、経過と今後、これは

公共料金として指摘をしております住宅建設

資金等の未収についても同様であります。説

明を求めます。 

 それから、９番目の委託料、工事請負費、

備品購入費等についてでありますが、通告で

も記しておりますように、委託料について

は、委託の効果、効率、そういうものを基本

的に考えないといけないと思います。その経

費面ももちろんあるわけですから、効果、効

率と言っております。外部委託に頼らずに、

内部で対応可能なものについては積極的に内

部対応する、これは当たり前のことだと思う

んでありますが、これらのことの努力経過、

そして今後どう対応するかということが必要

であります。そのことがひいては経費の節減

にもつながってまいりますので、説明を求め

ます。 

 それと、同じ中で委託、工事請負に係る入

札、契約等についてはいつも言い、毎議会で

これこそ私は言うておるわけでありますが、

入札、契約等については積算、予定価格の設

定、これに真剣に取り組むということだと思

います。そして、実勢価格もよく調査をする

ということが予定価格の設定につながってま

いります。 

 契約のあり方については日々検証をして、

方向を出すべきものだと思います。地方自治

法、町の財務規則に基づいて、やはり一般競

争入札を徹底しておれば、こんなことここで

言わんでも済むわけです。それでも工夫は要

りますよ。何も要らんと言うてるわけじゃあ

りません。一般競争入札を徹底させて、経費

の節減に努めることが肝要だと思います。そ

ういう点で経過と今後について説明を求めま

す。 

 それから、同じように庁用備品や消耗品、

これも大きなものであります。その調達につ

いては基本的には町内調達で、これも価格

面、品質面で確保できれば、町内調達を基本

に、透明性と公平性あるいは競争性を確保し

て、この点でも経費の節減に努めることが大

事だと。本決算の中ではどう取り組んで、今

後どうしようとするか、説明を求めます。 
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 それから、10番目の負担金補助及び交付金

についてでありますが、負担金あるいは補助

金、交付金についてはいろいろ整理はされた

りしている部分がありますが、それらの目的

あるいは効果、こういうものを精査をして、

不要なもの及び成果が期待できないもの、そ

れはやっぱり整理が必要でありますし、もち

ろん存続させるためのものもあります。しか

し、存続が目的のものについては、その補助

金の、あるいは交付金の目的があるわけです

から、目的との関係で整理が必要だと思いま

すが、経過と対応について説明を求めます。 

 それから、町内には各種の団体があるわけ

でありますが、これらへの補助、これについ

ても目的と効果を精査をするというのが大事

であります。これも基準を定めて、組織の創

設されるものもあるわけです。サークルとか

というて説明をしておりましたけれども、創

設あるいは維持、運営等を目的とするものに

ついてはやはり行政が期間を定めて自立を促

す。公民館なんかではサークル化するという

て強引にやったこともありますけれども、自

立を促すということが大事であると思うんで

す。事務・事業の支援を目的とするものにつ

いては成果をこれも精査、検証をして、継続

的なものと期限つきのものとに分けて対応す

るというのが大事だと思うんです。それの経

過と対応についても説明を求めます。 

 それから、補助金には規定を設けて支出し

ているもの、あるいは設置目的に基づいてが

あるわけですけども、設置目的に基づいて事

務・事業の進捗の状況と成果を精査、検証を

して、整理・拡充の措置を講じる必要のある

ものについては拡充を、あるいは整理が必要

なものについては整理をという方向を示さな

いと、ただ予算で何％カットというものでは

ないと、このように思いますので、そういう

点から経過と対応について説明を求めます。 

 それから、11番目の質問で、繰出金につい

てであります。これも私が言わないとほとん

ど言わへんから、私はいつも決算では言う

し、予算でも言います。 

 一般会計の繰出金は15億526万9,000円と巨

額であります。これが各会計の繰入金となっ

ておるのが実態でありますが、国保や下水道

のように住民の生活にかかわるものと、本来

業者が責任を負うべき皮革汚水を処理するた

めの前処理場への繰り出しには性格も違う

し、行政責任も違うわけでありますから、分

けて対応する必要があると、このように考え

ます。そうではないかと思うんですが、当局

の基本的な取り組みが求められるわけであり

ます。その点から説明を求めます。 

 それほど説明の必要がないかもわかりませ

んが、国保会計では繰入金が３億6,625万

4,000円で、昨年よりも若干減っておりま

す。会計の合計に対する繰り入れの率は12％

です。介護保険は繰入額が１億8,382万

5,000円ということで、これもかなり減って

いるわけでありますが、会計に占める割合は

13.1％、それから後期高齢者、これはもう廃

止しかないと思とんですが、一応この会計が

ございますので、繰入額が4,590万4,000円

で、会計に占める割合は20.1％と、こういう

ふうになっております。 

 下水道会計では８億312万4,000円の一般会

計からの繰り入れで、この会計の中に占める

割合が41.3％、前処理場、これは１億480万

9,000円でありまして、会計がトータルは１

億4,573万1,000円ということでありますが、

会計に占める割合は71.9％と、たまたま本年

度は町債があるわけです。それがありますか

ら、それが18.7％を占めておりまして、ほと

んどの経費の負担を血税で賄うと、こういう

ようなことは絶対に許されないと。だから、

先に言いましたように、国保と下水道とかの

住民が絡むものと皮革排水のように、二、三

社にわずかな水量の処理のためにこれだけの

拠出をすることはどぶに税金を捨てるような

ものだと、こういうふうに思うわけで、分け

て対応をすべきだと、ここでも求めたいと思

うんですが、その姿勢について説明を求めま

す。 

 ここであわせて説明をしておきますが、使
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用料、皮革の、これは1,173万1,000円で、わ

ずかに全体の８％なんですよ。もう一般会計

からの繰り入れで全部運営しとると、こうい

うようなことでは私はだめだと思います。そ

ういう点から姿勢を問いたいと思います。 

 それから、12番目の入札・契約等のあり方

についてでありますが、これも再三指摘を

し、本決算でもただしたいわけであります

が、入札・契約等のあり方の改善について再

度伺いますが、制限を付さないいわゆる一般

競争入札では、最低制限価格も一定の成果を

得たことが経過としてあります。しかし、地

域等厳しい制限を付した一般競争入札では、

逆に100％に近い落札率となっておると。先

ほどもいろいろ各課ごとの説明がございまし

たけれども、本当に100に近いような数字が

出ることは、やはり予定価格が何らかの形で

知られておるという結果ではないかと思いま

す。これはあくまでも法及び財務規則に基づ

いて、抜本的な改善をすると。 

 一遍前にも、ここでも東国分寺のことも言

いましたけれども、いろいろ自治体では研究

しているわけですから、本町も研究をして無

駄を省いていく基本的な姿勢で、談合を防止

していくような取り組みが必要だと思います

が、その点について説明を求めたいと思いま

す。 

 それから、随契というのが先ほどもいろい

ろ説明をされておりましたけれども、随意契

約はあくまで一般競争が本則でありますか

ら、たまたまそういうものもできないことは

ないという例外なことなんですよ、基本的に

は。そういうものを乱用してはいけないと。

競争性と公平性にやはり逆行するわけですか

ら、給食センターの改修工事契約についても

再度問うという指摘をしておりますように、

これは単純に所長が勝手にやったことのよう

に言っておりますけれども、決裁権限からし

てこういう決裁権は所長にないですね。決裁

権もあわせて説明をしてくださいよ。 

 それから、委員会等でも報告がありました

けれども、相見積もりに係る伺いを立ててき

たと報告があるわけです。そういう点から、

これからも明らかなように、所長が勝手にや

ったことでは私はないと思うんです。そのこ

とについてはっきり説明をすることと、責任

の問題もあるわけであります。 

 だから、これが随意契約に係る相見積もり

でありますから、見積もりどおりの金額で契

約をして、高い契約額になっておるわけで

す。責任と今後についてもあわせてここで説

明をしていただきたい。しつこく言うほど契

約制度はこういう問題を持っているわけで

す。 

 それから、あすかホールの喫茶室の使用許

可でも先の議員が指摘をされておりましたけ

れども、これも一緒です。これについては議

会のほうも議決をしてまで再考を促したとい

う経過があります。その後の議会の議決もあ

るわけであります。そういう点からはこれら

の契約を安易にやっていくような行政執行で

は絶対にだめだと、このように考えますが、

いかがかと。 

 それから、この件では同じように議決を行

っているのが揖龍の保健衛生施設事務組合の

関係で、本来本町が収集計画を立てたりして

いかなければならないごみ収集業務のことで

ありますが、この件についても公正な入札に

よって価格を設定していくということは前に

も申し上げましたし、本席でも他の議員が指

摘しているとおりだと思うんです。これらの

取り組みこそが、行政が信頼を回復していく

最も確かな道だろうと、このように思いま

す。事件のときに頭を下げるだけではなし

に、姿勢が問われると、こういうことであり

ます。その点説明をあわせて求めます。 

 通告でも言っておりますように、契約等に

ついては、公平・公正、品質の確保、町の経

済の活性化を図って、町政の推進に公共の調

達等が果たす役割と機能を総合的で抜本的に

検討、改善すべきだと、このことは毎日とい

うほど言いましたように改善をしておかなけ

ればならない課題であり、取り組みだと思う

んですが、その説明を求めます。 
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 それから、13番目の広域行政について伺い

ます。 

 先ほどにも契約のところで言いましたけれ

ども、広域行政のサービスの維持向上という

のは大事でありますし、その反面、負担の軽

減と事務・事業の効率化を図る必要があると

思います。これに対する対応についても説明

を求めます。 

 特に、揖龍のごみ処理に係る負担の軽減

は、町の財政運営上も重要であります。先に

汚職事件を引き起こした経緯が、関係業者と

の癒着であり、業者等との契約についても見

直し、改善することによって負担の軽減が可

能ではないかとこのように思いますが、その

点についてもあわせて説明を求め、広域行政

が声の届かない行政ではなく、身近な行政に

することもあわせて必要でありますので、そ

の町の姿勢を問いたいと思います。 

 それから、14番目に、総選挙の結果と今後

についてでありますが、先の総選挙では、政

府与党による積年の悪政に対する国民の不満

が政権の交代を選択する結果となりました。

住民の暮らしは、「働けど働けど、我が暮ら

し楽にならざり」というあれがありますけれ

ども、これに加えて最近では失業率、公表さ

れております失業率が5.7％で、追い打ちを

かけているわけであります。 

 悪政への追随ではなくて、住民生活を支え

ることが地方自治でありますし、選挙結果に

対する評価と今後の対応というふうに問うて

おりますが、動向を見るまでもなく、悪政等

については是正を迫る声を上げる必要がある

と思いますので、その点についてこの際説明

を求めます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 自主財源の確保等々の関係で、行政評価も

含めたご質問でございますが、ご承知のとお

り、もう行政評価の手法としましては、事業

の企画立案、また事業実施、行政評価の３サ

イクルを実施し、事務事業を行政みずからが

チェックすることによりまして効果、手法を

見直し、効率的、効果的な町行政を実現する

ためのこれは手段でございます。 

 現在事業の企画立案時、実施計画、予算編

成等には、事業実施行政評価を活用しまし

て、次年度の実施計画、予算編成の査定を行

っているところでございます。現在試行して

おります行政評価システムの本格実施に向け

職員の意識改革に努めるとともに、効率的、

効果的な町行政を実現するための準備を進め

ているところでございます。 

 それと、歳出の抑制と効率についてでござ

いますが、予算査定から執行段階に至るまで

精査し、疑義のあるものはその都度所管課と

協議し、余分な面がございましたら極力無駄

を省くよう、常日ごろから管理職を通じて職

員に徹底するように指示を出しておるところ

でございます。 

 これは、本当に理屈ではなしに職員全体が

体で覚え、それが普通の職場となるよう環境

づくりに努めてきた次第でございます。やは

り、この問題は常日ごろからそうした気構え

を持って取り組んでいかなければいけない問

題でございますので、十分そうしたところを

徹底していきたいと、このように考えており

ます。 

 次に、福祉の取り組みと経過ということで

ございますが、福祉施策は住民の生活に大き

くかかわるものでございまして、本当に重要

な部分であると、このように考えておりま

す。そうした中で限られた予算をいかに有効

に執行し、住民に理解され、また納得してい

ただける施策を行い、生活に困窮されておら

れます方々を支援していくことが今の地方自

治に求められておるところでございまして、

そうした認識を持ち、予算計上しました事業

に真摯に取り組んでいかなければならない

と、こういう思いでございまして、そうした

中、事業の成果を見きわめ、必要な事業を取

捨選択し、事業効果のあるものを効率よく実

施し、住民の目線に立ってこれからの行政事

務に取り組んでいかなければならないと、こ

のように考えております。 
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 そしてまた、格差の拡大等の件でございま

すが、福祉、介護、医療、教育、そして人

権、そうしたところでございますが、福祉医

療、また国民健康保険、後期高齢者医療など

医療に関しては、低所得者に対応する施策と

して所得制限の緩和、負担割合の軽減、保険

税の軽減等、さまざまな施策を講じていると

ころでございます。 

 昨今の不況によります町民の皆さんの生活

を勘案すれば、現状の施策では十分とは言え

ませんが、福祉医療につきましては県との共

同実施、国民健康保険、後期高齢者医療は制

度として運営されているものでございまし

て、本町単独で十分な施策を講じられるもの

ではないと、このように考えております。 

 今後、さらに国、県に対しまして、補助率

のアップ等を要望していかなければいけない

と、このように考えております。 

 また、介護サービスは必要なときに適切な

サービスを選択していただき、高齢者の心身

の状態を改善し、より高い要介護状態へ移行

していくことを予防し、また介護の必要な高

齢者の家族の負担軽減につながると考えてお

ります。 

 介護サービスを受けるに当たり必要な個人

負担金につきましては、原則１割負担となっ

ておりますが、この件につきましても低所得

者に対しましては自己負担額が高額になりま

すので、一定額を超えた場合は超えた額を給

付し、また負担が軽くなる仕組みを設けてお

りまして、そうしたところを配慮しておると

ころでございます。 

 また、施設入所者に対しましても、居住費

と食費の負担額が軽くなるように制度も設け

ておりますので、そうした制度もご利用いた

だきたいと、このように思います。 

 それと、一人ひとりの健康づくりについて

でございますが、後期高齢者医療制度が開始

されまして、特別会計を創設し、適切な執行

に努めております。後期高齢者医療の運営に

つきましては、兵庫県下全市町で構成された

広域連合が保険料等の決定、医療費等の支払

いを実施いたしまして、本町では被保険者か

らの届け出、申請の受付、保険料の徴収が主

要な業務となっております。 

 後期高齢者医療につきましては、初年度と

いうこともあり、町民の皆さんへの制度の周

知に力を注いできたところでございまして、

当初はご理解をいただけない部分もございま

したが、最近ではようやく定着し、おおむね

ご理解いただけたものと感じております。 

 本町の平成20年度後期高齢者医療特別会計

につきましても、おおむね順調な決算状況と

なりましたが、今後とも医療費の動向、国の

動向を注視して適切に運営していきたいと、

このように考えるところでございます。 

 次に、特定健診、健康診査、そして特定保

健指導の実施でございますが、この件につき

ましても先の総括質問でもお答えさせていた

だきましたんですが、平成20年度からは保険

者が実施することになりました特定健康診

査、特定保健指導の実績といたしましては、

健康診査については21.1％、保健指導につき

ましては77.7％、そして平成19年度に策定し

ました太子町国民健康保険特定健康診査等実

施計画の平成20年度の目標値19.5％で、40％

をクリアいたしております。 

 しかしながら、平成24年度の特定健康診査

65％の目標には、やはりほど遠いというとこ

ろで、今後とも被保険者の方々に健診を受診

していただけるように、広報、啓発に努力し

なければいけないと、このように思っており

ます。 

 次に、施政方針では、社会福祉課所管事業

として３事業を述べております。３事業の内

容は、西播磨児童デイサービス事業、子育て

支援事業、そしてこんにちは赤ちゃん事業の

３事業でございます。この件につきまして

も、もう先ほどのご質問でも答弁させていた

だいております。 

 児童デイサービス、この件については西播

磨４市３町で共同して、医師、心理士、理学

療法士等による専門的な療養を行い、西播磨

地域の発達障害児の療育事業の基盤となるも
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のでございます。 

 療育事業は、社会福祉法人あいむに委託

し、児童デイサービスたんぽぽで実施してお

るところでございます。 

 20年度の延べ利用者数は2,295人で、太子

町の利用者数は422人でございます。療育が

必要な発達障害児は増加傾向にありまして、

専門職による質の高い療育事業が重要であり

ます。発達障害児及びその疑いがある児童

は、自立と社会参加を促進していく上でも、

早期の段階から専門職による質の高い療育が

大切であると、このように考えております。 

 次に、子育て支援事業でございますが、子

育ての悩み、育児不安を解消し、親の子育て

力の向上を図る上で大切な事業でございま

す。核家族化が進み、育児に悩み不安を抱え

る親が増加しております。家庭児童相談員を

１名配置し、子供の育児相談に応じて必要な

支援を行っております。保護者の育児不安を

解消する上で重要な事業であり、また将来の

児童虐待防止にもつながるものと、そういう

事業であると、このように思っております。 

 こんにちは赤ちゃん事業につきましては、

もう先ほど来答弁しておりますとおりでござ

います。こうして生後４カ月の乳児がいらっ

しゃいますご家庭を訪問して、子育ての悩

み、また子育ての支援の情報を提供しておる

ところでございます。やはり適切な助言、そ

して少しでも不安が解消できるものと、この

ように思っております。 

 次に、介護予防が必要な高齢者の食べるこ

ととしての日常生活を改善する目的で、新た

に口腔機能教室、栄養改善教室を開催し、支

援しておるところでございますが、口腔機能

教室は11回開催し、延べ145人の参加、栄養

改善教室は12回開催し、延べ135人の参加が

ございました。参加者ほぼ全員から、参加し

てよかったとの感想がございます。高齢者の

健康づくりの支援としても、意味のあるもの

と思っております。国が示しております介護

予防の必須項目事業でもございますので、今

後も継続して実施していきたいと、このよう

に思います。 

 妊婦の健康診査等々の関係でございます

が、やはり安心して出産を迎えていただくた

めにそうした負担を一部させていただいてお

りますが、妊婦が健診費用の心配をせずに産

んでいただけると、出産をしていただくとい

うところで、前期１回5,000円、後期１回１

万5,000円の助成を行ったところでございま

すが、21年度以降は受診に望ましいとされる

14回の妊婦健康診査に対して１回の健診費用

として5,000円、計７万円の助成を行い、積

極的な健康、積極的な受診の促進に努めてい

きたいと、このように思っております。 

 この豊かな人間性の関係でございますが、

もうご高承のとおり、石海学童保育は石海農

協、それから斑鳩学童保育につきましては小

学校庭にプレハブ教室を設定すると、保育環

境の整備に努めてきたところでございます。 

 また、長期休業中の中で小学校の４年生も

受け入れもさせていただいており、やはりよ

り安全・安心の保育を目指して指導体制を整

えてまいりたいと、このように思っておりま

す。 

 放課後子ども教室につきましても、参加者

も増えておりまして、指導者、ボランティア

登録者により充実した内容の事業が展開され

ております。今後も参加者、ボランティア登

録数の増加を図っていき、事業を促進してい

きたいと、このように思います。 

 そうした中で、いろいろな人権教育につい

ても、集落学習等々を充実させるために助言

者研修、リーダー研修等々を実施し、それぞ

れ進めておるところでございます。そうした

中で、子供さん方、保護者の皆さんの標語等

の募集も行いまして、そうした人権について

考える機会を持っていただけるように取り組

みをさせていただいております。 

 また、各公民館におきましても、学習の機

会の提供に努めておるところでございます

が、老人大学講座や短期講座、地区公民館で

の各種教室や、その成果を発表する学習発表

会を開催いたしております。 
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 また、文化協会と連携し、公募美術展や観

月会を開催し、広く地域の方々に参加願うこ

とで文化意識の高揚につなげていきたいと考

えるところでございます。 

 文化会館、図書館、歴史資料館等につきま

しても、自主事業の実施やさまざまな世代の

要望を踏まえた蔵書の充実を図るとともに広

報で新刊図書の紹介を行うなど、より多くの

方々に利用していただけるよう努めておりま

す。 

 歴史資料館でございますが、地域の歴史の

紹介に重点を置いて企画展を３回行うととも

に、歴史講座や現地見学会など地域に根差し

た展開をいたしておりますが、資料館の来館

者が少なくなっているというところは、やは

りもう少し目先を変えた計画をするべきでは

ないかなという思いがいたしております。 

 スポーツの関係でございます。 

 これは、やはりそれぞれの各種団体等々と

連携を図りながら、競技スポーツの類が多く

を占めてございますので、これから団塊の世

代の増加、そしてスポーツに無縁であった

方々が気軽に参加できるニュースポーツの普

及等にも取り組んでいき、今固定化しており

ますスポーツ人口の増員を図っていかなけれ

ばいけないと、このように考えるところでご

ざいます。 

 安全で快適に暮らせるまちづくりについて

でございますが、これまでの災害の教訓、ま

た災害発生直後におきましては、各自主防災

組織の活動、住民の皆さん一人ひとりの判断

など、共助、自助が重要とされております。 

 このような観点から、自主防災の意識を高

揚し、またリーダーとなる人材育成をするた

めに住民参加型の防災訓練、また講演会を開

催いたしたところでございますが、町としま

しても先の台風９号災害などの身近な災害を

教訓といたしまして、避難勧告等の発令に係

る基準や災害要援護者施設との連携、そうし

た体制等の再点検を行い、これまで想定して

いなかった集中豪雨による風水害に対応して

いきたいと考えます。 

 消防等々の充実強化でございますが、先の

議員さんの質問にも申し上げました消火栓、

また小型動力ポンプ積載車、消火器具等の充

実強化が図れてきていると、このように思っ

ております。 

 また、交通安全の取り組みといたしまして

も、高齢者を対象とした自転車運転免許証制

度の実施、保育園、幼稚園、小学校の園児、

児童を対象とした交通安全教室の開催、そし

て安全期間中の交通安全キャンペーン等によ

りまして意識の高揚が図れたと、このように

思います。 

 また、防犯対策の取り組みといたしまして

は、地域安全運動期間中の防犯キャンペー

ン、また青色回転灯を活用した民間を通じて

の防犯パトロール、理事会のまちづくり防犯

グループによる小学生下校時のパトロール、

自治会内の防犯パトロール等の実施による防

犯意識の高揚が図られてきたところでござい

ます。 

 続きまして、快適に暮らせる生活環境の件

でございますが、この件につきましても水道

業務の一部委託につきましては内容を十分検

討しているところでございます。水需要の減

によります西播磨水道企業団の受水を減じて

いるところでございます。 

 また、下水道事業につきましても、管路調

査や管洗浄委託等に、管等の異常の発見にも

努めておりまして、今後も定期的に調査をし

ていきたいと思います。 

 また、雨水整備等につきましても、基本計

画の見直しにより事業再評価や都市計画決定

の変更の事務を進め、各委員会でのご意見を

お聞きしながら雨水整備を実施していきたい

と、このように思います。この雨水整備につ

きましては、やはり議員もご指摘のとおり、

地元の皆さん方のご意見等もお聞きしなけれ

ばならないと、このように考える中で、やは

り皆さんが今現在これでいいと思っておられ

るかもわかりませんが、昨今のゲリラ豪雨等

も勘案した中でこの計画をきっちりとしたも

のをつくり上げていきたいと、このように思
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います。 

 次に、豊かな緑に包まれた、この取り組み

といたしましては、やはり農地保全や休耕田

の有効活用、農業環境の改善に継続して努め

ていかなければなりませんが、平成20年度に

おきましても農業委員会や集落営農組織、認

定農業者の皆さんと連携を図りまして、将来

を見据えた農業振興を進められたと、このよ

うに思っております。 

 農業経営基盤の整備といたしましては、畦

畔撤去など最小限度の区画拡大、水路、農道

整備など、必要最小限の整備計画を策定する

段階的基盤整備等実証調査を２年度事業とし

て下阿曽地区で進めておるところでございま

す。 

 また、21年度におきましては、食と地域を

結ぶ地域活性化支援事業といたしまして、継

続して原地区内圃場におきまして、親子米づ

くり体験事業等を実施しておるところでござ

います。 

 次に、商工業の振興に係る取り組みでござ

いますが、この商工業の振興につきまして

は、地域商工業の発展に貢献する商工会と連

携を図りながら、地域の小規模事業者を対象

とした経営改善普及事業を引き続き支援する

一方、地域活性化対策においても商工会と協

議を行い、総合的な地域商工業の充実に行政

の役割が一応は果たせたと、このように思っ

ておりますが、やはりこの問題、昨今の景気

動向等々をかんがみますと、なかなか一気に

改善できるものではないと思います。地道

に、また商工会とも連携を図りながら取り組

みを進めていきたいと、このように思いま

す。 

 ５項目めの美しい景観等についてでござい

ますが、平成20年度におきましては2,000名

の方を抽出いたしまして、住民アンケートや

高校生アンケートを実施するとともに、現行

マスタープランの検証等を行ってきました。

本年度末の改定に向け、さらに推進してまい

ります。 

 都市計画道路揖保線につきましては、用地

補償交渉も順調に推移いたしまして、

99.97％の買収率となってまいりました。中

でも、沖代墓地の移転につきましては、地元

対策委員会や関係各位の尽力によりまして、

移転が完了したところでございまして、ご協

力に感謝を申し上げるところでございます。 

 また、総合公園の整備につきましては、

20年度も引き続き山林部の用地交渉を進め、

23筆、約1.9ヘクタールの買収が進み、全体

といたしましては90.19％の買収率となって

おるところでございます。 

 次に、自治と連携による力強いまちづくり

についてでございますが、本町では行財政改

革を推進し、スリムで機動的な組織を整備

し、行政運営に住民との協働の理念を導入す

ることが必要であると考えております。庁内

におきましては、全庁的な視点に立ち課題の

処理に当たるため、庁議、部長会等で政策課

題を検討いたしております。 

 また、住民の意見を政策に反映するため、

まちづくりの集いや出前講座を開催、またホ

ームページにおいては目的の情報に素早く到

達できるようリニューアルを実施し、情報も

充実したところでございます。 

 やはり、まちづくりにかかわる情報は、参

画、協働を有効に推進するための重要な素案

であり、また行政情報を手に入れやすい環境

を整備するとともに、だれもが行政情報を入

手できることが必要と考えておるところでご

ざいまして、そのためには行政情報の公開が

基本的なことと考えております。今後も、パ

ブリックコメント制度やホームページの活用

を一層図るとともに、「広報たいし」の内容

を高める等、総合的な広報広聴機能の充実を

図っていき、住民参加の機会の一層の拡充を

図っていきたいと、このように考えておりま

す。 

 施政方針でのこの施策等の取り組みの中で

の総括、今後の取り組みについてでございま

すが、先の議員さんでも申し上げました。行

政改革の推進では、第４次行政改革大綱実施

計画に基づき、住民等への情報発信を行うと
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ともに、個別課題の確実な執行を図り、平成

20年度取り組み状況を８月末に公表し、その

効果額が２億3,037万5,000円となったところ

でございます。今後も情報を発信し、また住

民の理解と協力を得て、景気の動向、新たな

政権の方針等を十分見きわめ、今後の行政改

革を進めていきたいと、このように思いま

す。 

 また、人事評価制度の実施においては、地

方公務員に対する人材育成や能力発揮が、よ

り強く求められる時代の到来に対応すべく、

平成19年10月から管理職員に本格実施し、そ

の結果を勤勉手当に反映させております。全

職員を対象に本格実施できるよう、評価の公

平性、客観性、信頼性等を確保するため、今

後とも評価者の研修、被評価者への公開を続

けていきたいと、このように考えておりま

す。 

 次に、健康、安全・安心の施策につきまし

て、新型インフルエンザ対策等についても触

れていただきましたんですが、８月25日に診

療体制が変わったこと、予防についてのチラ

シを各戸配布いたしました。また、町内の医

療機関にも協力していただき、重ねて予防の

周知をしているところでございます。 

 そして、たつの市・揖保郡医師会や保健

所、消防署と会議を持ちまして、お互いに情

報交換し、今後の対応について体制づくりを

していきたいと思っております。今後も、感

染拡大防止の正しい情報の周知と重症化予

防、集団感染の抑制に努めてまいりたいと思

います。 

 この件につきましても、近隣でも死亡者が

発生いたしております。しかしながら、この

対応は、それぞれが独自でやっていかなけれ

ばいけないということも言われております

が、我々は感染防止に最大限の努力をしてい

く必要があろうと、このように思っておりま

す。 

 また、健康の維持、早期発見、早期治療に

つきましては、今まで申し上げておりますよ

うに20年度より医療制度の改革に伴う特定健

診、特定保健指導を実施し、生活習慣への改

善、糖尿病等の有病者、予備軍の減少を目的

に取り組んでいるところでございます。 

 そうした中、特定健診にあわせて後期高齢

者や39歳以下の住民に対しても健診の機会を

提供し、がん検診や肝炎ウイルス検診等も同

時に実施することで、町民一人ひとりが健康

に関心を持ち、自身の生活を見直し、改善し

て生活習慣病を予防できるよう、そうした健

診を実施しております。 

 健診後は、生活習慣改善になるよう健康相

談を広く住民に行い、健康運動教室や個別健

康教育、健康増進プログラムを作成、提供

し、一人ひとりの健康状態や体力に合った具

体的な運動やバランスのとれた食事等、健康

づくりを支援しているところでございます。 

 平成19年度まで実施していました人間ドッ

クへの助成については、20年度からは特定健

診とがん検診をセットにし、姫路市医師会及

びたつの市・揖保郡医師会の協力医療機関、

町内10医療機関で個別健診として実施してい

るところでございます。今後も町民一人ひと

りが健康に関心を持ち、自身の生活を見直

し、改善し、生活習慣病を予防できるよう、

広くＰＲし、受診率の向上に努めていきたい

と思います。 

 次に、雨水対策についてでございますが、

この件はもう議員おっしゃるとおりでござい

まして、机上ではなく住民とともに考え、ま

た計画から実施に至るまで住民参加で行うべ

き、これはもう同様でございます。我々は、

基本的なところはやっていきますが、細部に

わたっては、やはり皆さん方のお力をおかり

してやっていかなければならないと、このよ

うに思っております。 

 基本計画の見直し等によりまして、事業再

評価や都市計画決定の変更等の事務も進め、

そうした各委員会でのご意見、また町民の皆

さんのご意見も聞きながら、雨水整備を図っ

ていきたいと、このように思うところでござ

います。 

 そうした中で、地区の浸水状況が判断でき
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る防災マップ等々によりまして、今まで申し

上げておりますように現状の把握、雨水計画

の見直しを精査しますので、素案から原案に

至る経過で、ある程度今年度事業再評価、都

計決定等の法的事務において、そうしたこと

も明らかにし意見を伺っていきたいと、この

ように思います。やはり、我々は今時の災害

等々も真剣に考え合わせて取り組みをしてい

かなければいけないと、このように思いま

す。 

 そうした中で、方針等に住民参加の条件の

整備等につきまして、自治基本条例等を制定

することが肝要ということでございますが、

住民参加の基盤となります制度は整っている

と考えますが、住民の皆様のまちづくりへの

関心、そして主体であることの認識や参画姿

勢等が醸成されることが、条例制定の適切な

時期と考えております。その条件の一つであ

ります情報の共有を図るため、平成20年度に

おきましてホームページのリニューアルを行

い、行政情報をわかりやすくタイムリーに発

信できるような作業を進めたところでござい

ます。 

 今日の行政運営におきましては、住民への

透明性の向上を図ることが必要であると考

え、情報公開条例やパブリックコメント制

度、各種審議会、委員の公募制度の導入

等々、積極的な活用を行うとともに、行政改

革大綱に基づく成果、また審議会の内容につ

きましても、速やかにホームページや広報、

また住民参画機会等を通じて、町民の皆様に

わかりやすく、そうした形での公表に努めて

おります。 

 今後とも、行政運営を公開していくことに

よりまして、町行政の執行状況を真にご理解

いただき、共有いただくことによりまして、

町民の皆様のまちづくりへの関心がさらに進

み、そこからの町民の皆様の自発的な協力体

制が生まれてくるものと、このように期待す

るところであります。 

 住民の皆様のまちづくりへの関心、そして

主体であることの認識、さらにその発言と行

動における責任による参画と協働の姿勢が醸

成されていること、その上で住民の皆様と行

政における種々の情報の共有の進展等、条件

がある程度整った時点が条例制定の適切な時

期であろうと考えております。 

 まず、現時点では、まちづくりに対する住

民の参加意欲の高まりを推し進めていくこと

が第一義であると、このように考えておりま

す。 

 次に、給食センターの整備でございます

が、上田議員の質問等々にもお答えさせてい

ただきましたんですが、老朽化が進行し、や

はり衛生管理等々の面からもいろいろと危惧

しておりましたんですが、現状における問題

点を整理し、センターの整備内容、運営方

式、概算工事等々を検討いたしまして、平成

19年度にその構想を策定いたしました。そし

て、基本計画、実施計画と進め、改築事業を

計画しておりましたんですが、しかし現在で

は学校建築物の耐震化の取り組みが最優先し

ており、現状の財政状況からも早急に改築を

進める事業計画が難しいことから、当分の間

現施設への修繕等の対応に切りかえて、施設

の保全を維持し、食の安全、安定した給食の

提供を継続していきたいと、このように考え

ております。 

 そうした中で、米飯の関係にも触れていた

だいております。この米飯の関係につきまし

てもその効果、また費用対効果、そうしたも

のを十分に精査して取り組まなければいけな

いと思います。そうしたところは教育委員会

に指示をいたしまして、検討を重ねさせてい

ただきたいと思います。小さいところからと

いうこともおっしゃっておりましたんです

が、そうして分離でやっていくのがベターで

あるか、それとも集中方式でやるのがベター

であるか、そうしたところを十分考えていき

たいと思います。 

 なお、地産等々の件でございます。 

 地産の米による米飯、副食、そうしたもの

をセンターで一括方式で今はやっております

が、そうした面でもそういう対応をしたとき
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にどういう方法をとっていくか、安定したも

のになるかどうか、そこらも十分考え合わせ

て取り組みをさせていただきたいと、このよ

うに思います。 

 次に、行政組織等のあり方についてでござ

いますが、この行政組織のあり方につきまし

ては……。 

○議長（熊谷直行） 町長、ちょっと休憩し

ます。 

（町長首藤正弘「はい」の声あり） 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後２時56分） 

（再開 午後３時11分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 町長、続けてお願いします。 

○町長（首藤正弘） 引き続いて、行政組織

のあり方についてでございますが、流動的に

対応できる組織への転換等でございますが、

高度多様化する住民ニーズに即応し、また目

まぐるしく変革する諸制度に対応していくた

めには、定型的な組織による確実な事務処理

を図るとともに、機動的な組織運営が必要で

あり、全庁的な政策課題が突出する状況下に

おいては部課という枠を超えた横断的な仕組

みに構築する必要がございます。 

 そのため、庁議、部長会等で政策課題を検

討し、また必要に応じプロジェクトチームを

立ち上げて、全庁的な視点に立って課題の処

理に当たっているところでございます。 

 また、定型的な組織においても、既定の概

念にとらわれず、より効率的かつ適正に処理

できる組織を目指し、指揮命令を的確かつ迅

速に内外に伝達できるよう、防災業務の企画

政策課への移管、セキュリティー対策など職

員管理の面を重視した情報係の総務課移管な

ど、現庁舎の制約もありますが、組織の見直

しを進めております。今後とも、時代に沿っ

た組織づくりに努めてまいりたいと、このよ

うに考えます。 

 住民参加で各種の事業や事務の計画を含む

主な事務・事業等の評価と再評価が必要、準

備と対応はという点でございますが、行政評

価は実施している個々の事務事業を行政みず

からがチェックすることにより、手法、効果

を不断に見直し、効率的、効果的な町政を実

現するための有効な手段であります。 

 本町においては、平成20年度においては、

実施計画に計上した事業を対象に、事務事業

評価に取り組みました。本年度においては外

部施設等の事務事業も対象範囲とし、範囲の

拡大を行い、本格実施に向け準備を進めてま

いります。 

 住民が参加し、再評価してはどうかとお尋

ねでございますが、現在はまだ試行段階であ

ります。まずは、行政内部で評価を行いま

す。住民の皆さんのご意見については、まち

づくりの集い、パブリックコメントや町民提

案箱等、現在の広聴体制の中でお伺いし、施

策に反映させていただきます。 

 次に、納税義務者等の実態把握、そして収

入未済と不納欠損の対処でございますが、町

税については現年度分の徴収率は0.2％向上

した反面、滞納繰越分は出納閉鎖時期を２カ

月前倒ししたため1.2％低下しましたが、全

体では0.3％向上し、収入未済額は886万円減

少しております。 

 先の村田議員のご質問にお答えしたとお

り、現年度分は引き続き延滞金のＰＲ効果に

よる期限内納付の促進と新たな滞納の抑制に

努めたいと思っております。 

 滞納繰越分は、引き続き高額滞納者への徴

収強化、悪質な滞納者には滞納処分、インタ

ーネット公売の実施等により、税収の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

 町税の不納欠損額は、実人数93名で、

1,299万4,019円となっております。企業の倒

産、相続放棄、海外への出国等、やむを得な

いケースも生じますが、財産調査により滞納

処分をする、また滞納処分を停止する判断を

的確に行い、時効による不納欠損を減少させ

るよう努めてまいりたいと思います。 

 また一点、滞納の関係で２名の方の債務が

滞っております。従来から面談し、納付につ
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いて説得を行ってまいりましたが、現時点で

は理解が得られていない状況でございます。

現在２名の債務者の収入状況や戸籍調査及び

法定相続人、保証人の所在確認調査を終え、

顧問弁護士と相談の上、回収について検討を

進めておるところでございます。 

 次に、委託料、工事請負、備品購入等につ

いてでございますが、業務の委託につきまし

ては、精密機器を必要とする精度の高さを求

められる測量業務や専門的な知識を駆使しな

ければならないコンサルティング業務等、必

要不可欠な業務につきまして導入いたしてお

りますが、職員で対応できるものにつきまし

ては自前で対応しております。今後も、その

方針でいくつもりでございます。 

 また、入札等々のあり方についてでござい

ますが、時代の流れとともに変わっていくも

のと思っております。今が最善であるかどう

かはなかなか難しい問題でございます。経費

の削減はもちろんのことでございます。試行

錯誤しながら、よりよい方向に近づけていき

たいと、このように思っております。指摘の

ように、積算、予定価格の設定等々もおっし

ゃっております。それから、すべてを一般競

争入札というようなこともおっしゃっており

ますが、そうしたところは十分精査しながら

やっていきたいと、このように思います。 

 それから、町内調達等々の関係でございま

すが、当然のことでございますが、町内で調

達可能な細々とした消耗品等につきまして

は、町内で調達いたしております。しかしな

がら、文房具においては、現在町内で営業さ

れている文具専門店がないこと、配達できる

量販店がないこと、また価格が高価であるこ

とから、他市町より購入しているところでご

ざいます。 

 ある程度の量が必要なコピー用紙や備品に

つきましては、財務規則に従い、見積もりを

徴した上で最も安いところから購入しておる

ところでございまして、いずれにしましても

町内で調達可能なものにつきましては町内を

優先していく考えには変わりはございませ

ん。 

 続きまして、負担金補助及び交付金につい

てでございます。 

 この負担金補助及び交付金につきまして

は、行革の一環として一度整理をした経緯が

ございます。その際縮減できるもの等を考慮

した結果、今の状態になっております。もち

ろん、現在も担当課においては予算作成時に

おいて適正かどうかを判断しながら行ってお

ります。 

 次に、一般会計繰入金、各会計繰入金の実

態とあり方について、この件につきまして

は、いつも質問をちょうだいいたしておりま

す。国民健康保険の現状は、低所得者層の加

入割合が高く、保険税収入の伸びが期待でき

ない中にあっても、医療費は医療技術の高度

化などにより増加傾向にあり、国民健康保険

の事業運営は極めて厳しい状況にあります。

事業に要する費用の一部を被保険者の皆さん

に保険税として負担を求めて事業運営を行っ

ております。 

 一般会計からの繰入金につきましては、制

度的に繰り入れるものと財政支援を目的に任

意的に繰り入れるものがございます。国保事

業は、慢性的に歳入不足が予想されますが、

町の財政が一段と厳しさを増す中で、不足分

全額を一般会計からの繰り入れで賄うことは

難しい状況であると考えます。一般会計から

の財政支援は、国保事業の実態と町の財政状

況を見きわめ、財政当局と協議したいと、こ

のように考えます。 

 なお、20年度決算においては、制度改正に

よる不安定な財政運営となった経過から、財

政支援を目的とした一般会計からの任意繰入

金は２億1,000万円となっております。 

 また、老人保健特別会計でございますが、

この老人保健制度が20年３月末で廃止された

ことによりまして、20年度につきましては過

誤請求等の精算のみとなっています。 

 平成20年度は、国県支払基金の過年度収入

が多かったため、財源調整の結果、逆に一般

会計への繰り出しをしております。 
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 なお、同様の精算が平成22年度まで続いて

いくものと見ております。 

 後期高齢者医療特別会計についてでござい

ますが、一般会計からの繰入金は、事務費繰

入金と保険基盤安定繰入金であります。 

 事務費繰入金は、後期高齢者医療の事業運

営に要する経常的な経費で、人件費、物件費

でございます。また、保険基盤安定繰入金

は、法律の定めるところにより、保険料の減

額賦課に基づき、低所得者の被保険者並びに

被用者保険の扶養者であった者に係る保険料

につき、減額した額を繰り入れるものでござ

います。 

 また、20年度の介護保険特別会計への一般

会計繰出金１億8,382万5,049円の内訳は、介

護給付費、介護予防事業、介護的支援事業の

法定負担分１億1,916万5,626円、職員給与分

繰出分4,107万1,254円、事務費繰出金

2,358万8,169円となってございます。 

 繰出金についてでございますが、一般会計

からの繰出金は、議員おっしゃいましたよう

に15億526万9,000円、各会計繰入金の実態と

あり方を問うということでございますが、こ

の件につきましては、平成20年度は一般会計

へ974万7,000円の繰出金実績を上げられたと

ころでございます。しかしながら、使用率が

61％余りであるため、今後とも永代使用料契

約の推進に取り組んでいきたいと、このよう

に思っております。 

 下水道事業特別会計につきましては、汚水

処理費につきましては、使用者からの使用料

で回収することが原則ですが、資本費に対す

る公債費の償還金には、依然繰入金に依存し

なければならない状況であります。経費の節

減、接続率の向上に努めていきたいと、この

ように考えます。 

 いつも言われております前処理場事業特別

会計につきましても、県下同一料金による使

用料単価の改定はありますが、流入水量も伸

び悩んでいることから、使用料収入の増加見

込みのない状況で、今後も一層の経費の節減

に努めていきたいと考えております。 

 それぞれの国保、それから介護、後期高齢

者、下水等々の特会への繰り出しとの対比と

もパーセンテージでも示していただきました

んですが、この件についてはやはり旧態依然

でいかなければ仕方ないと、このように考え

るところでございます。 

 入札契約のあり方についてでございます

が、９番目の質問でもお答えしましたよう

に、入札のあり方につきましては時代の流れ

とともに変わっていくものと、このように思

っております。今が最善であるかどうかはな

かなか難しい問題でございます。地元経済の

発展に、少しでもお役に立ちたいと考えてお

ります。また、試行錯誤しながら、よりよい

方向に近づけていきたいと、このように思い

ます。 

 次に、給食センターについてでございます

が、今回の随意契約は電気配線設備工事につ

いては、以前から施設の電気に係る軽易な修

理工事をお願いしてきたことと、センターの

電気設備改修方法の計画提案を作成した経緯

もありました。もう一件の床改修工事につい

ても、現センターの運営形態のウエット方式

での、より安全で衛生的な改善方法の提案を

受けたことから、入札依頼について全く不見

識で、正規な事務手続での執行ではございま

せんでした。管理、監督、指導の不徹底から

生じたことでございます。この件について

は、改めておわびを申し上げたいと思いま

す。 

 ここでは、あすかホールの喫茶の契約の

件、またごみ収集委託の件等にも触れていた

だいておりますが、そうしたところにつきま

しても、あすかホールの喫茶につきましては

上田議員さんの質問にお答えさせていただい

たとおりでございます。 

 ごみの収集委託につきましても、少しでも

安価に、また皆さんに喜んでいただけるよう

に取り組みをしていきたいと、このように思

います。 

 広域の関係の負担の軽減等々でございます

が、後期高齢者医療制度の運営につきまして
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は、以前も申し上げました、広域連合を県下

全市町で構成し、市町と役割分担をして実施

しております。広域連合では、構成市町の財

政が厳しい折、20年度の決算剰余金を活用

し、一般会計から医療費負担金、特別会計か

らの分賦金をそれぞれ縮減する予定でござい

ます。引き続き、効率的な運営を求めていき

たいと思います。 

 同じくサービスの向上の点で、揖龍保健衛

生施設事務組合の構成市町として負担金を負

担しており、その負担金の軽減の取り組みと

して資源ごみの回収に対して奨励金を支出

し、回収の向上に努めており、また、生ごみ

の処理等については、平成21年度は消費者モ

ニターの協力により、段ボールコンポストに

よる肥料化及びその他の施策等の研究啓発を

行い、エコロと共同して削減に取り組んでい

るところでございます。 

 ごみの分別を推進し、廃棄物の発生を抑制

するとともに、再利用における取り組みも促

進いたします。本町においては、現在12品目

に分別して処理しており、分別についてはご

み収集カレンダー等で示させていただいてお

ります。 

 そして、普通ごみの中には、まだ資源ごみ

の混入が約３割程度あることや、生ごみの水

切りを行うことで２割の減量が可能になるこ

となどについて、ごみ出しの改善啓発を図る

ことで、家庭における普通ごみの削減を目指

したいと考えております。 

 また、ここでは揖龍衛生の資源ごみの売り

払いについて、また回収、ここの維持管理業

者との職員の汚職問題等がございました。そ

うしたところ、現在揖龍衛生でもいろいろと

検討し、そうしたことが二度と起こらないよ

うに取り組みをしておるところでございまし

て、全面的に組織の機構を改革し、見直し、

そして現在進めておる状況でございます。 

 また、サービスの維持向上を図り、負担の

軽減、事務事業の効率化という同じところで

ございますが、市町村合併の進展等によって

基礎自治体の行政体制整備が大幅に進んでい

ますが、個々の基礎自治体は規模、地理的条

件等の事情が異なるため、事務事業によって

は広域的な連携の仕組みを積極的に活用し、

複数の地方自治体が協力して実施すること

で、より効率的で、かつ質的にも向上した事

務処理が可能となります。 

 現在、国民健康保険、介護保険など、新た

に共同処理が検討されており、近隣市町の動

向を見据えながら、共同処理が可能なものに

ついては推進していきたいと、このように考

えております。 

 次に、揖龍地区農業共済事務組合について

でございますが、農業災害補償法に基づきま

して実施が義務づけられた農業共済事業を共

同処理するため、昭和62年に設立し、現在は

たつの市及び太子町で組織し、各共済事業の

引き受け拡大と損害防止活動に積極的に取り

組んで進めております。そうしたところで、

この件につきましても、やはりいかに効率的

に組合行政が運営できるか、十分に検討して

まいりたいと、このように思います。 

 最後に、総選挙の結果と今後についてでご

ざいますが、この件も今までの議員さんの質

問にも触れさせていただきました。選挙結果

につきましては、国民の皆様が選択された結

果でございまして、私から特に申し上げるこ

とはございません。特別国会を経て民主党を

中心とした政権が発足する見込みですが、民

主党のマニフェストでは、後期高齢者医療制

度の廃止、子ども手当の創設など、国施策の

変更が予想されます。しかし、現段階では、

法令の改正案等も示されておらず、どのよう

に影響が生じるのか、明言することはできま

せん。 

 今後の国会での審議状況、22年度の予算過

程を注視し、またその前の補正予算の見直し

等も言われております。そうしたところ、機

動的に対応できるよう、情報を収集してまい

りたいと、このように思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと最初のところで
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も、やはり後にも影響を与えることになるわ

けですけれども、それぞれ触れられて介護保

険、それから特に貧困、格差の拡大の中でい

かにやっぱり行政がそこらに目を向けて、し

っかりと行政措置をするか、政治がそこに入

っていかないといけないと。私は最後にも言

っておりますように、悪政によって国民の生

活が疲弊をするということに対しては、地方

自治体はそれを守っていけるようにどれだけ

努力できるかと。限られた権限ではあります

けれども、どれだけ努力できるかということ

を創意工夫して取り組むということが大事だ

ということと、それから最後のところでは、

今町長が答えたように、方針が決まってない

からということで、今の法律にのっとってと

言いますが、既にほぼ現行の老人保健に戻す

ということも方向としては今まで言うてきた

ことですからね。それがどうなるかはわかり

ませんよ。何もそのようになるとは言いませ

んけども、そういうことで今老人保健は廃止

になりよるけども、こういう制度の中にもと

へ戻すというようなことも言われていると。

それはわかりませんよ。そういうことを言っ

ているということ、それらがむしろ促進され

ると、地方はあちこち回らないけないという

ことになるんですけども、まず廃止しないと

いけないと。もとへ戻すということは、国保

やらいろいろ戻すわけですから、何も老人、

後期高齢者でほっとけということじゃない、

もとのところへ戻すということ。 

 それから、これはもう絶対に触れてもらっ

たら困ることを最後に答えよったわけですけ

ども、国保とか広域処理、これは広域処理す

るほど今の揖龍のことも皆一緒ですわ。もう

声は絶対届かん。それで、決めたことをどん

どん進める。行政はやりよいかもしれん。し

かし、住民にとってはたまったもんじゃない

ということですからね。それは肝に銘じてお

いていただきたいと。推進するなどというこ

とはもってのほかだということだけ言うとき

たいと思います。 

 それから、特に広域行政では、経費の節減

のことがもっと述べられないといけないと、

こう思うんですよ。それは、何で経費がかか

るか、揖龍の共済もきのうありましたし、ご

み処理もそうです。だから、太子町から移管

した事務を勝手に向こうが執行しようわけで

す。収集計画は本来自治体の業務です。そう

いうものを、こちらで決めていくことのほう

が大事だと。それで、ごみの収集だけを単純

に委託するほうが、こちらの管理も行き届く

と。それで、ごみ処理のエコロが、本来の持

っているもので向こうはやってもらったらい

いと。こういうことだと思うんです。そうい

う方向へ戻さないと、住民の声もサービスも

向上しないと、こういうことなんで、その点

をはっきりさせないと、この癒着関係に民意

も構造にメスを入れられないと私は思うんで

す。そういうことが必要だと思いますので、

その点はっきりさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、障害者自立支援のことでありま

すが、これ町長、どれだけ理解しとってか

な。あのね、自立支援法の持つ問題点という

のは、定率１割負担を定めているのが法の

29条ですよ。彼らは、どないして生きていく

かと思いますか。応益負担ということを押し

つけると、押しつけるだけだめなんですよ。

その点が、今裁判にもなってるんです。憲法

25条上のこともありますし、東京できのう一

つの方向、弁論も行われて、いかにこれが残

忍なぐらい、生きる権利を奪うものと、こう

いうことで言われてますと。このことにも、

やっぱり支援法の改正ではそういうことが必

要やということだと思うんです。その認識を

新たにしてもらわないといけない。ほんまに

家族が求めているのは、人権侵害の応益負担

をなくすことやと。違いますかね。それも声

を上げないといけないんです。法律に書いと

うさかいいうて運用したらあかんのです。こ

ういうとこにこそ、自治体の支援が必要だと

思うんですけど、そういう取り組みについて

再度伺います。 

 それから、健診のことでは、私は再三何も
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どれがどうこうと言うつもりはないんですけ

ども、いろんな住民、町長もちょっと答えよ

ったですけども、あらゆる場所であらゆる条

件を生かして健診の機会に健診が受けられる

ようにすると。そして、町が出せるものとい

うのは一定基準でしか出せないですから、契

約をしておればそれは取り組めるわけです。

医療機関等との契約に基づいてそれぞれの健

診を受ける。ドックの内容も、メニューさえ

はっきりしておれば、そのメニューについて

は負担はすると。こういうことに切りかえる

ことによって、より一層健診が受けられ、健

診結果をぜひ保健福祉会館に持ち寄ってほし

いとか、こういうことによって全体的に健診

が受けられている状況が把握できるし、対策

も講じられる。今やったらね、雲をつかむよ

うな、対象者は何ぼで、目標数字、これ特定

健診が350にしたい言うたんかね、きょう。

それ、初めて数字を言うたんでしょう、こう

したいと。それは、ペナルティーみたいなも

んがあるからや、そんなもん。それぞれ健診

は、みずからが受けていくという気にならな

いとなかなか受けられへんわけです。だか

ら、身近なところで受けられる条件を満たす

ということで、その道を開かない限りあかん

と思うんですよ。費用を増やしても会場を増

やしてもそういうものではないということ

で、その取り組みについてははっきりさせて

いただきたいと。 

 それから、たまたま町長が言ったこと、佐

用町との絡みで安全・安心の、林田川、大津

茂川が決壊しない限り、決壊でもない限り床

上までは上がってこうへんやろと、ちょっと

そういうふうに私は耳に入ったんやけど、違

っとりますかな。だけどね、それが今起こり

よんですよ、あちこちで。だから、それに対

して私は農地を遊水地に使ったりとかという

提言もいたしました。それらを含めて、いつ

どう起こるかわからない、下流域との協議を

するまでもなしに、それまでに起こったらど

うするということと、安全に避難できる、避

難の必要な場合と、それから待機しとる場合

が、佐用の経験というのはそういうことです

からね、待機しとるほうがよかったという場

合と２つあるわけですから。しかし、大きく

出てくる場合はどうするかという問題が出て

くるんです。だから、大津茂川と林田川に挟

まれて、51年はまさに両方でしたからね。だ

から、そういう点でいえば、あの程度以上の

ことが起こる可能性というのは、上のほうが

だんだん家が建って詰まっとるわけですか

ら、一気に出てくるんですよ。そういうこと

を含めて、余りこう決壊しない限りというこ

とはいただけないと。決壊を予測してという

ことでないといけないと思うんです。決壊と

いうのは溢水ね、溢水を含めて、今は、この

間、揖保川でも相当水位上がりましたわな。

皆さん心配して、表へ何回か出たということ

です。 

 ただもう一つ、国保のことと前処理場、こ

れについてはもっと違ったものとして考えて

いかないけない。あと、また会計のところで

言いますけども、そういうものと、それから

所長の、給食のね。所長の答えなかったんで

すよ、権限外のこっちゃと。その責任もはっ

きりせえというて言うたんやけど、答えがな

かった。今さっき答えがなかったでしょう。

それ、説明してください。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 格差の拡大に関しまし

て、悪政によるということが言われておりま

す。やはり、我々はこれは申し上げておりま

すように、今の法なり施策によっていのいて

いかなければなりませんので、その点はよろ

しくお願いします。 

 それから、広域行政の経費の削減等々の件

でございますが、やはり私は逆に広域行政を

どういいますか、をやらなくて単独でやろう

とすれば、これは大変なことになる部分も、

すべてがそうではございませんが、そういう

こともございます。そこらは慎重に対応しな

ければいけないと、このように思います。 

 経費の削減についても、申し上げましたよ

うに、できるだけそうしたコスト削減につな
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げていきたいと、このように思います。 

 それから、障害者自立支援につきまして

も、１割負担、そして応益負担をなくすると

いうようなことも言われておりますが、やは

りこの件につきましても、今の現行ではなか

なか難しいと。そして、よほど英断を下さな

いとそうしたところは難しいんではないか

と、このように思います。 

 次に、健診の機会、医療関係との連携、こ

れはもう否めない事実でございまして、身近

なところで受診していただき、そうした機

会、健診に行きやすい状態にするのが、これ

は我々の責務であろうと思います。 

 反面、いろいろと行政だけではやっていけ

ません。医療等との関係で、そちらのほうの

ご協力、ご支援も賜っていかないと解決には

つながらないと、このように思います。そう

したところは今後も努力していきたいと、こ

のように思います。 

 それと、水害についてでございますが、私

が申し上げましたのは、やはり水量が大幅に

一気に押し寄せるというのは、大津茂川、林

田川であろうと、このように考えるところで

ございます。今のゲリラ豪雨、本当にどこで

何が起きるか、これはもうわかりません。そ

うした中で、私どもも佐用町に対しての支援

もでき得る限りさせていただいたところでご

ざいますので、安易には考えられませんが、

反面この水害については、行政だけではなく

して町民の皆さんとともども考え合わせて対

応、対策を講じなければいけないと、このよ

うに思っております。 

 続きまして、給食センターの所長の権限の

問題でございます。この件につきましては、

もうおっしゃるとおり、所長には所長にそこ

まですべての権限をあてがっているものでも

ございません。これは、冒頭から申し上げて

おりますように、あってはならないことであ

るということを申し上げております。この２

日から給食が提供できるようになりました。

今、会期中でございまして、後の対応等々に

ついて考えていきたいと思っておるところで

ございます。その点は、再度あってはならな

いことであるというところ、またそうした権

限の問題も、これは逸脱した一件であろう

と、このように考えております。この対応に

ついては、後しっかりとやらせていただきた

いと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 権限の範囲を。まあええ

か。また規則で確認するけど、ちゃんと答え

といてもらわんと、皆さんとの絡みがあるか

らと思いよったんけどね。もう決裁権限はな

いんやで。終わります。 

○議長（熊谷直行） 以上で桜井公晴議員の

総括質疑は終わりました。 

 これで総括質疑を終わります。 

 続きまして、各会計ごとの質疑を行いま

す。 

 日程第１、認定第１号平成20年度兵庫県太

子町一般会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 歳入のほうなんですが、歳

入の３ページで国庫支出金、その中の国庫補

助金が、予算現額が７億7,309万円、それに

対して収入済額が２億2,850万4,000円、その

差額が５億4,458万6,000円と、こう出てるん

ですが、これは予定していた主な補助事業は

何かということと、それからまた執行できな

かった理由について説明をお願いします。 

 それから、平成20年度の主要施策の成果に

関する説明書、これの14ページで、総合公園

事業費があるわけですけども、これも国庫補

助事業分なんですが、この公園用地の取得の

中で9,507万1,203円ですかね、20年度は。山

林が19筆、畑が３筆、ため池１筆ということ

なんですが、これは残り何筆あるのかという
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ことと、最終この取得は、最終年度はそれぞ

れ何年になるかということの説明をお願いし

ます。決算委員会がありますので、この程度

にします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、１つ目の

質問での国庫補助金の関係で、予算現額と収

入額の比較ということで、５億4,400万円の

減ということでございますが、これは当初

20年度分に対しましては、定額給付金の関係

がありまして、それの分が５億、ちょっと金

額忘れましたが……。５億円何ぼの事業費を

もちまして、その給付額が当初５億1,000万

円か2,000万円ぐらいと予定しておりました

が、年度末ということもございましたので、

そのうち４億8,000万円近くを繰り越しの措

置をさせていただいておりますので、入とし

ましては入ってないということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 総合公園整備事業の用地買収の件でござい

ますけども、残りの面積につきましては…… 

（佐野芳彦議員「何筆」の声あり） 

 ちょっと筆数は手許に資料がないんで申し

わけないんですけども、面積につきましては

約2.1ヘクタール残っておりまして、順次買

収していく予定ですけども、とりあえず来

年、再来年かかって柳池の西側にいわゆる公

園を、何でしたかね、花と緑の公園でした

か、何かそういう公園整備を先に実施してい

きたい。その中で用地買収もしながらという

形で、とりあえず今の目標としましたら、そ

の公園といいますか、そういう広場といいま

すか、公園を整備していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

（佐野芳彦議員「決算委員会で報告し

てください」の声あり） 

 筆数につきましてはちょっと手許に資料が

ないんで、これにつきましては決算委員会の

ほうで報告させていただきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 佐野議員。 

○佐野芳彦議員 今、2.1というのは、これ

は山林、畑、ため池全部合わせて2.1という

こと。それとも、その柳池の公園にするため

の購入予定ということ。どちらですかね。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 基本的には平地といいますか、平地につき

ましては買収がたしか完了していたというふ

うに思います。ですから、俗に言います山と

池、柳池ですか、その辺がまだ残っていると

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 46ページの歳入の、20年

度ではこの財政調整基金を、この8,000万円

を繰り入れておられるんですけれども、単純

に見れば繰越金も発生したならば、このお金

も繰り入れせずに済んでもいいんじゃないか

なあという考え方もあるんですけれども、そ

の決断された経過というのを説明をお願いし

ます。 

 それと68ページの、北京五輪出場のお祝い

金として５万円上げとってんですけれども、

これの説明をお願いします。 

 それと、130ページ、米生産調整推進費の

生産組織育成助成金、これの説明をお願いし

ます。というのは、その生産組織を育ててい

く立場であるのに、どうもこの生産組織は解

散になってきているように感じますので、そ

の明細の説明をお願いします。 

 それと、農地費の委託料で、福井大池除草

作業委託料、これ、下７カ村と管理の契約を

どこまでしてという話があって、それはでき

てこれをされておるんですかね。福井大池の

どこの除草か、お願いします。 
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 それと、202ページ、給食センター費で、

共済費で、臨時調理員労働災害保険料という

のを上げられておるんですけれども、これ調

理は委託で済んでいるのに、これはその会社

の従業員に対しての保険料なんでしょうか、

それの説明をお願いします。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 財政調整基金繰入

金は、年を越して２月、３月、そういったと

ころを見越して8,000万円を繰り入れており

ます。前年度繰越金につきましては、出納閉

鎖、４月、５月見込んで、結果としてくるも

んでございますから、先に繰越金がわかって

いれば、それは財政調整基金繰り入れなくて

も済んだという見方も一瞬できそうなんです

が、実際の事務の流れは先ほど申しましたよ

うに、そういうふうになっておりますので、

財政調整基金は結果的に8,000万円、繰越金

は結果的にこの２億1,601万1,044円になった

ということでございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 68ページの北京

五輪出場お祝い金ですが、これにつきまして

は竹澤健介選手のお祝い金ということでさせ

ていただいております。 

 太子町におきましては、このお祝い金に対

する支出の根拠というものがございません。

したがいまして、その当時、姫路市の激励基

準というのを姫路市は持っておりますので、

それを参考にさせていただきまして、オリン

ピックとかアジア大会、世界大会に対しまし

ては姫路市は５万円を支給しているというこ

とを確認いたしまして、太子町もそれにあわ

せて支出をさせていただいたというところで

ございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 130ページの

生産組織育成助成金、これにつきましては、

阿曽と原と下構、岩見構下のいわゆる営農組

織に支払いしております。 

 阿曽につきましてはブロックローテーショ

ン方式と言いまして、順次耕作を転作といい

ますか、そういうものを団地化してやってお

ります。 

 それと、あとの原と岩見構下につきまして

は、集団営農方式という形で営農をといいま

すか、作業をやられております。そういうこ

とで、この３つの団体につきまして助成金を

お支払いしております。 

 もう一点、福井大池の除草作業委託料につ

きましては、これは下７カ村との協議は済み

まして、結局福井大池につきましては中の遊

歩道とか、一部北のほうの、西のほうにつき

ましては堤防も一部高くつくっております。

そういったことから、下７カ村につきまして

は協議の中で、新しい、いわゆる用水吐けか

ら南をすると。それ以外については、地元４

自治会にお願いして委託をいたしておりま

す。 

 それと、波打ち際の際の危ないところにつ

きましては、専門業者さんにお願いしている

といったことでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 給食センターの関

係の共済費の臨時調理員労働災害保険料、こ

れにつきましては今ちょっと資料を持ってお

りませんので、特別委員会の中で説明をさせ

ていただきたいというふうにお願いします。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは、決算委員会とはち

ょっと直接的にはあれなんですが、監査委員

にいわゆる監査の結果として審査意見の中

で、一般会計、特別会計、それぞれ触れられ

て、10、11ページにまとめということがある

わけですが、だんだんその状況も、この監査

意見も、私は係数的なものについてはこれで

ええと思うんです。しかしながら、行政全体

の改善をしたり、それからこなして議会にず

っと出てもらってたらわかるんですけども、

契約なんかで余りにも、私はしつこく言うて
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ますけども、高い落札率になったり、契約の

制度の私は乱用やと思とんです。悪用なり乱

用やと思うのは随契も含めてね。相見積もり

なんてものは、もうやってはいけない、あん

まり。特に、必要な場合は随契をする。しか

し、随契は財務規則、あるいは法律によって

ももう限定されてるわけですから、その一般

競争入札を基本的にはやらないといけないけ

ども、それはとてもやりよるとまずいと。結

果的にはやっぱり不効率なこともあるとかと

いう特別のこと、そういう場合にあり得るこ

となんですけども、相見積もりというのは特

定の業者が周りに持ち回って、見積もりを徴

する、で裏づけると、この程度のものですか

らね。そんなものが乱用されたら、おまけに

それが100に近い数字で契約されると。これ

ほどいいかげんな、また談合的なものはない

わけですからね。こういうことにきちっと意

見が述べられて、業務改善を求めると、こう

いうことも、今回全体見てもそういうとこを

触れられてるとこがないんやね。 

 徴収に努めるとか、抑制に努めるとか、そ

ういうことが触れられて、最後には地域の均

衡ある発展というて、そういう注文はついと

んですけど、これは抽象なんやね。抽象論で

しょう。具体的なものとしては執務に関し

て、執行過程について、議会もチェックしま

すけども監査委員もチェックをして、係数で

絶対間違うたらいけませんけども、業務の執

行のあり方、過程、そういうものを総点検し

て、監査委員としての所見案が出されてしか

るべきやと私は思うんですわ。それが監査の

仕事やと。係数上のことは当然プロがやっ

て、これで間違うとったらもう首みたいなも

んですわ、そんなもんね。だから、これは確

実に、それでコンピューターですから間違い

はすぐにわかってきますわね、このごろ、あ

る程度のことは。しかし、書類も監査しない

といけない、それはわかりますけども、やは

り経費が発生をして、それで執行されていく

過程に何があって、効率的に最少の経費で最

大の効果を生むと、こういうことが基本です

から、その基本に沿って行政執行のあり方を

チェックし、議会にも報告をいただくという

ようなことが必要やと、私は思うんですわ。 

 そういう点で、今回ずっと見てもそういう

とこに触れられているところがないんです

ね。不納欠損とかは出さんようにとあります

けど、それは当たり前のことなんです。だか

ら、その点で監査の仕事もちょっと方向、視

点を変えてやっていただきたいなと、こう思

うんですがいかがでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 森川代表監査委員。 

○監査委員（森川 勝） お答えいたしま

す。 

 桜井議員からのご指摘に基づきまして、今

後監査を行う上におきまして、そのご意見を

念頭に置きながら監査を進めていきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これ決算で言うてもいいん

ですけども、ただ恐らく皆さんご存じやない

と思うんで、本会議で言うというたほうが

後々皆さんの頭に残ると思うんですけれど

も、福井大池、草刈りから管理は全部町がや

るということをずっと言ってきたんですよ。

後の管理はね。周辺の自治会にはお願いして

という話やったんやけども、途中で自治会が

全部けったと。今の状態に持っていくのに、

結局無料で、ボランティアやなしに金出し

て、周辺の自治会にお願いして、現実に金を

払ってやっとるわけですわな。ということ

は、金出して管理しとるわけですわ。 

 それ、そうなったいきさつ、あるでしょ

う。それで、土手も全部太子町が刈って、

後、下７カ村については水路だけやというふ

うになった。なぜそうなったといういきさ

つ、あるはずやけど、それ説明してもらわな

んだら皆わからへんがな。僕は、ある程度自

分では納得しとんやけども、どんなですか。

なぜそうなったかという説明だけでもお願い
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します。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 福井大池の管理といいますか、清掃の範囲

といいますか、どこがするかという話のいき

さつでございますけども、私も余り詳しいこ

とは知らないわけで、とりあえず下７カ村と

従来からやはり水利権者である中で、全然管

理しないというのもおかしいということで、

先ほども言いましたように用水吐けから南の

堤防については、下７カ村が管理するといっ

たことと、それから残りについては、遊歩道

等ができておりますので、やはり通常の管理

が必要となってきます。 

 そういったことから、いろいろ周辺自治会

４カ村と一応いろいろ協議していたのは事実

でございます。それで、最終的に周辺４自治

会と合意になって、いわゆる補助金ですか、

委託料としてですか、そういう形でお支払い

して、通常の草刈り等をやっていただいてい

るということでございます。 

 ですから、これ以上のお話となりますと、

私もまだわかりませんので、その辺につきま

しては決算特別委員会のほうで説明させてい

ただくしかないというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 今みたいな説明やったら

ね、僕は絶対後引かんで。何十遍でなしに、

私は、結局太子町に最後に押しつけられるん

かという話を何遍もしてきたわけですわ。そ

うしたら、いや絶対それはないと言うてや

ね。もう７年も８年も前からその論議がある

でしょう。ようけ魚が死んだ以前からの話で

すわな。あの魚が死んだときのあの処理費、

どないするんやという話までやったんやか

ら。これどっちが持つんやと。あのバキュー

ムカーで魚くみ上げたのはという、そこまで

やっとんやから。だから、そのときに太子町

は、それは一切負担せんのやと。あのバキュ

ームについても、下７カ村が金出したんや

と。いや、当時その説明やったよ。もし違う

とったらえらいことですよ、あんた。せやか

ら、僕はそう信じとうわけや。 

 けどね、副町長、よう聞いといてよ。あ

れ、違うたやろ、途中で条件が。せやから、

僕は、いわゆる町のあの池の底地の問題よ。

あれ、太子町の管理になったんと違うんか。

僕はそう聞いたから、それならやむを得んな

と思うたんやけども、その辺はどんなんじゃ

ね。あの池は、今までは下７カ村が底地も、

もう水利権も皆持っとんやという話やったん

やけども、今度は水利権だけやというふうに

なったというふうに聞いて、大蔵省からこっ

ち移管されたというふうに聞いとんやけど、

それならいろんな管理もこちらでせないかん

のかなというふうに、私はそう理解してこの

予算黙って聞いとったんやけども、そうでな

いんかどうかというのをこの辺で皆はっきり

しといてもらわなんだら、皆議員聞いとんや

から。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） ちょっとご質問、き

れいにわかってないかもしれませんが、ただ

所有権のことだけ確認しておりますので、申

し上げます。 

 いわゆる福井大池は、今まで国有地という

ことでございました。水利権は７カ村にござ

います。今、里道、青線、赤線も含めて太子

町のほうに移ったときに、福井大池について

も所有権としては太子町に来ているというこ

とは間違いないです。ただ、水利権について

は、まだ下７カ村にございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 歳出の関係をお尋ねをいた

します。 

 166ページの中学校費の関係で、節18の備

品購入費で管理用備品の購入費で128万

4,339円ということで、当初この中で不用額
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が発生してるんですけれども、53万

8,661円。これは、どういう経緯、経過にな

ったのかということの、この備品の購入状態

をもう少し詳しく聞きたいのと、なぜ発生し

たのかということをあわせてお尋ねをしたい

と思います。 

 それと、その下の負担金補助及び交付金、

これは校長会等負担金ということで59万

3,800円。これについても、２万2,200円の不

用額が発生してるんですけれども、この内容

等を説明をいただきたい。 

 あわせまして、校長会は、上のトップのこ

とでございますので、どういう内容でこうい

う校長会がなされているんかなあということ

を、ちょっと私も校長さんのお仕事等は理解

してませんので、この機会に教えていただき

たいなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 ２点目は、172ページの幼稚園費の関係で

す。節14の使用料及び賃借料で、斑鳩幼稚園

の借地料ということで11万9,772円上がって

るんですけれども、これはどこの部分で何平

米で上がってきてるんかなということで、こ

れも少し説明をいただきたいと思います。 

 続きまして、186ページで、図書館費の中

で節18の備品購入費で、電話機の購入という

ことで21万円上がっているんですけども、当

時図書館には備品はなかったんかなあ、電話

なかったんかなあと、ちょっとこれもあわせ

てお尋ねをしたいと思います。 

 続きまして、188ページですけれども、会

館管理費の中で節11需用費ですけれども、こ

の中で電気料1,024万3,043円というとこと、

会館内機器等修理ということで181万

4,064円、この電気代はかなり必要、空調等

の関係でかなりの電気料は食うだろうと思う

んですけれども、かなり高いなという気がす

るんですけれども、ちょっとその辺の説明

と、それから会館内の機器の修理、これはど

ういうものを修理されたんかということの説

明をいただきたいと思います。 

 続きまして、200ページですけれども、こ

れは総合公園の管理費の中で、需用費の中

で、光熱費の中で電気料ということで101万

6,973円、総合公園の中で電気、こんなに食

うもの何があるんかなということで、これも

あわせてご説明をいただければありがたいと

思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 教育費関係のご質

問でございますので、私のほうからお答えを

させていただきます。 

 備品、まず166ページの備品購入費の中

で、管理用備品購入ということで、これは中

学校費でございます。西中のクラス増に伴う

いすを購入しておりまして、それに伴います

ところの予定よりは少なく、当初予算で考え

ておりましたよりは少なく入ったということ

で、不用額として残っております。 

 それと、負担金及び交付金の関係で、校長

会等負担金ということで、これは校長会また

教頭会がございまして、県また西播磨関係の

校長会の負担金の費用でございます。 

 それと、172ページの斑鳩幼稚園の借地料

ということでございますが、これはご存じだ

ろうと思うんですけれども、幼稚園の一部東

側は斑鳩寺の敷地を借りているというところ

がございます。その分の面積がちょっと、今

ここに書いてないんですけども、その部分、

斑鳩寺から借地をしているというところでご

ざいます。 

 それと、186ページの、これは図書館の電

話機の購入ということでございます。これ

は、以前からちょっと電話機が故障しており

まして、留守番機能が要するに働かなかった

ということでございまして、この20年度でも

って購入を３台いたしておる費用でございま

す。 

 それと、188ページの、これは文化会館の

電気代でございますが、1,000万円から出て

おりますが、これが高いということでござい

ますが、これはたしか20年度は少し下がった

というふうに、ディマンド方式でございます
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ので、事業に伴いまして一度に使うと、時に

はぐっとこうメーター上がったときの金額が

ずっと１年間継続するというようなことにな

りますんで、そこら辺は調整をしながら使用

しているわけでございまして、これは例年

1,000万円近くはいっているということでご

ざいます。 

 それと、需用費の関係で、会館内の機器等

修理ということで180万円、これにつきまし

ては、冷暖房の機器のとこですけども、モー

ターベアリング、軸受け取りかえ、それとさ

びの塗装、それと会館内の、大ホールですけ

ども、ワイヤレスマイクの受信アンテナが少

し悪いということで、その部分の修繕を行っ

たところでございます。 

 200ページですか。総合公園関係の200ペー

ジの光熱水費の電気代で100万円、これにつ

きましても例年このぐらいの金額で推移して

いるだろうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 中井議員。 

○中井政喜議員 再度、もう一点だけお尋ね

をいたします。 

 斑鳩幼稚園の借地の場所は、斑鳩寺のとこ

ろということで説明を受けたんですけれど

も、これは駐車場ではなしに斑鳩幼稚園の園

の関係の敷地の中ということで理解してよろ

しいんでしょうか。そこだけ確認をしたいん

ですが。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 斑鳩幼稚園の園の

中の東の部分だということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中井議員。 

○中井政喜議員 今、幼稚園と保育園の関係

で駐車場を借りておりますね、北側に。斑鳩

寺の敷地になるかどうかわかりませんけど

も、車用の借地がある。あれは全然それとは

関係ないんですね。いや、たまたまそこに絡

むんかなあと思ってたんですけど、そうでな

いということで理解していいですね。それだ

けです。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 斑鳩寺の北側の駐

車場については買収しているというふうに聞

いております。ですから、幼稚園の中の東の

部分は、一部斑鳩寺の部分を借りているとい

うふうに聞いております。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第１号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり７人の委員

で構成する平成20年度一般会計決算委員会を

設置し、これに付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第１号は７人の委員で構成

する平成20年度一般会計決算委員会を設置

し、これに付託することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました平成20年度一般会

計決算委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第１項の規定により、井川芳昭

議員、中島貞次議員、橋本恭子議員、花畑奈

知子議員、北川嘉明議員、上田富夫議員、桜

井公晴議員、以上７人を指名したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました７人

の議員を平成20年度一般会計決算委員会の委

員に選任することに決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時26分） 

（再開 午後４時26分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。 

 この際、ご報告申し上げます。 

 休憩中に平成20年度一般会計決算委員会が

開催され、委員会条例第８条第２項の規定に

基づき委員の互選により委員長に北川嘉明議

員、副委員長に中島貞次議員が選出されまし

たので、ご報告申し上げます。 

 以上で報告は終わります。 

 日程第２、認定第２号平成20年度兵庫県太

子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは委員会に付託して審

査を受けるわけでありますけども、私は質疑

でも言ってきておりますように、この会計、

結局相次いで税を引き上げて、その結果とし

てのものと、一般会計の繰り入れもあります

けれども、収支で約１億195万5,000円を繰り

越すと、こういうような形になっておりま

す。そういう点では、会計への支援というの

は一時的支援ではなくて、基本的には会計が

脆弱な基盤の上に立っておるということで、

支援で繰り出しを決めた以上は、それを残し

ていくべきやと。そうでなかったら、引き上

げて残った部分は税金を引き下げると、こう

いうふうにすべきであると思いますので、そ

ういう点は当局もしっかり、これは国保運営

協議会でも言ってることなんですけども、そ

うあるべきだと。その都度必要な対応をする

ということと、いわゆる会計支援というの

は、一時的に出したり入れたりするものでは

ないと。単年度の問題ではないと思います。

そういう点では、町はどない考えてますか、

もう一度確認しておきたいと思います。一時

支援じゃないはずですよ、支援とは。昔のこ

とも考えてくださいよ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この今の件に

つきましては、財政支援のあり方といったこ

とかと思います。 

 国保会計の事業運営をするに当たりまし

て、一般会計からの繰り入れについては、原

則任意繰り入れというのは、制度から見ます

とまずないものでございます。ただ、現実的

にはやはり保険料がその医療費に見合う保険

料といったところにつきましては、かなりの

率といいますか、額になるということもござ

いまして、その面で医療給付費の、それに対

する財政支援的な部分ということで、これま

でも行ってきております。 

 先日も私申し上げたんですが、基本的な姿

勢として、やはり任意繰り入れについては極

力しないというところに置いておりました。

どうしても万やむを得ない、本当に医療費に

対応ができないといったような状況になりま

したら、一般会計のほうの財政支援をお願い

をせざるを得ないというところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 あのね、そういうことやか

らあかへんねん。あのね、どこでもしとん

や。太子だけがしとんというてちゃいます

で。基金を持っとるとこは持っとうのに、そ

れまでにずうっと、先に税金取ってきたから

やがな。積み増してきたんやがな。だから、

残っとうだけのこっちゃ。ここは、ずうっと

長い間支援をすると、こういうこともやって

きた通年的なものや。この財政全体の支援な

んやからね。一点出して、また戻しますと、

そういうものではないんですよ。単年度の支

援というたら、だから成り立たんからという

て金を上げんというこっちゃない。国保全体

の運営が、資料でも、私もこの総括でもここ

までは触れなかったんですけども、世帯にお

ける加入率は36％でしょう。それから、人口

でも24％。これ何回も言いますけど、そうい

うところに、また皆保険下で、どうしてもほ

かの保険からはみ出す者がここに加入する
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と、こういうことに支援をしてだれも罰当た

らへんと。だから、経常的に支援をするとい

うの当たり前のこっちゃと、ほかでもやって

ることなんや。ここは独立してって君の言う

とることはほんまに住民を見ないということ

やで。そんな姿勢でやってもらうことはまか

りならんと思うんで、経常的に大変なものに

支援すると。毎年出して入れるんだったら、

足りませんわ、また税上げますわと。 

 ほやけど、私はこういう仕組みになっとん

ですよ。総支出に対して国庫で、それから支

払基金それぞれが給付費でほぼそういう賄い

をするわけですわ。だから、一般会計がどれ

だけ支援をできるかによって税を決めるとい

うことになるんや。そこら辺を間違うてもろ

うたら困るで。だんだんおかしなりよる。わ

かりますか。 

 初めから、あんたのような言い方しとった

ら話にならんから言よんや。やっぱり一般会

計で国保を支援できるのは２億円か３億円な

んか、それで国庫のほうやら支払基金のほう

からの関係を保険給付費の割合を差し引い

て、そして残った分については税でお願いし

たいという、そういう仕組みをつくろうじゃ

ないかというて提言してきたんや。普通の話

や、どこでも。 

 その普通の話を否定するからおかしいん

や。独立や、独立、違いますよ。みんな支援

しとんやどこでもが。支援してないところは

ほとんどないですよ、全国で、これこそ。ど

れだけ支援するかなんや。わかりましたか。

その姿勢がないようだったあかんですよ。 

 だから、結局広域にして、声が届かんよう

にしてしまおうと、むちゃくちゃや。それぞ

れのところで工夫をして運営をする。長野県

の小さな村でも、村でもというのはおかしい

ですけども、ここでも紹介しましたように、

げた履きヘルパーでいろいろやってる栄村に

しても、ここでは減らしていく努力をされと

んや、互いに支え合って、医療費に負担がか

かるものを抑えていくと。 

 かつては有名だった岩手県の沢内村という

て今あらへんけども、沢内なんかは町長が先

頭に立って高血圧なんかで倒れていく塩分の

多い食物を変えようやないかというて、いろ

いろ取り組んで下げてきとってんや。それも

行政の姿勢の中で医療費がかさむことを下げ

てきてると、努力してると、そういう官は皆

行政、応援しとんがな。応援せな運営できへ

ん。その施策を遂行するために支援しとん

や。 

 ほいで、ここでは個々に加入する人たちの

状況を見て、ほいでまた加入の実態も見て、

財政的支援を行うということはしてはいけな

いということもどこにもないんですよ。する

のが普通だ、どれだけできるかなんや。その

基準をどこに置くかということや。その辺は

っきりしてくださいよ。それ言うとんです

よ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保険税を算出

するに当たっての手順の関係で、先に一般会

計からの財政支援が幾らといったことでの保

険税算出といったことはしておりませんで、

まずは医療費の必要額を見まして、それから

公費負担分を差っ引いて、あとは保険料とい

うことでございますが、それがやはり前年、

前々年、その経緯を踏まえまして、大幅な保

険税の増額という事態になりますと、これま

た現実的に難しい面がございますので、そう

いう状況であれば一般会計のほうに財政支援

をお願いしておるというのが現状かなという

ふうに思っております。 

 それから、今桜井議員さんのほうから、先

に一般会計からこれだけという措置が当然必

要だというご意見でございますけれども、私

はそうではなしに、やはりもう万やむを得な

いという状況下でもってお願いするというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 ほんなもんわかっとんや。

そういうふうに押しつけた全部独立会計でそ

のまま行きなはれていうことなんや。一般会
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計から一切繰り入れるなということなんや、

あんたの言うたことは。 

 やっぱり国保はこの一般会計などと違うと

いうのは、いわゆる入るをはかって出るを制

するは一般会計なんかや。国保なんかは出る

に基づいて入るをどうするかということ。 

 私が何も何回も言わんでもええこっちゃ。

そうなんや、一般会計とは違うんや。だか

ら、わかってるんだ。だけども、要る費用、

医療費含めて要るわけですから、その要るも

のに対して療養給付費がありますと、公的あ

れでは。それから、国庫がありますと。一般

会計もありますと、ないんじゃないんだと言

うとんや。 

 だから、全体に要る費用のうちで、少なく

とも前には老人保健拠出金ぐらいは負担して

はどうやというて、基準を決めてやってはど

うやと、こういう論議もしてるんですよ。そ

れぐらい負担しとったやないか、ずっと。そ

れが間違うとったんか、違うんやで。やっぱ

りこれだけのものに一般会計が、だから全国

的にこの一般会計の繰入金というのがあるん

や。そんなもんあかんのやったらこんなもん

繰入金というのはあらへんのや。 

 所によっては、先ほど言うたように財調で

積んだとこもありますと、今取り崩しよりま

すとありますやん。 

 太子の場合はまた違った形で、必要なら一

般会計は出しますよと言うてきた経緯がある

と、長い歴史の中で。そういう経過をちゃん

と踏まえて運営すべきや言うとんや。一般会

計から負担したらあかんという仕組みと違い

まっせ、これは。制度的なものを含めてです

よ。前からある話、よそにある話や。どこも

違反せえへん。 

 だから、支援できる範囲を決めて支援をす

るというのをきちっと踏まえとれば、一般の

税で負担するものは、これとこれは負担して

ほしいということの説得力も出てくる言うと

うわけや。違いますか。 

 よそが間違うとる、ここも間違うとるとい

うことは撤回してもらわな困る。一般会計の

金は一つの会計運営上どこも組み立てられて

るんやから、全国組み立てられてないとこど

っかありますか、それ外いて。だから、その

他一般会計繰入金があるんやがな。はっきり

言うときますよ。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 禁止事項では

ございません。確かに禁止事項ではございま

せんが、基本的な基軸の置き方を私申し上げ

ておるわけでございまして。 

 だから、やり方が間違っているとかという

ことではなしに、基本線はこうですのででき

るだけ基本線にのっとっての算出ということ

で申し上げているわけでございます。 

 ですから、頭から一般会計からの繰り入れ

いうのはもう絶対だめだという私の考えでは

ございません。万やむを得ない場合について

は、やはり財政支援を求めなければなりませ

んので、今桜井議員さん言われたように、間

違ってるとか間違ってないとかという概念は

私持っておりません。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 ２人のやりとりを聞いて

おるんですけれども、部長のおっしゃる必要

なときのその一般会計からの繰入金ですよ

ね。必要になれば入れると言っておられるん

ですけれども、仮にどういう場合が必要なと

きになると考えられておられます。 

 といいますのは、その予算時にまず医療費

の総額を出した場合に、そんなに一般会計か

らのお金をそう入れずに済むとすれば、ほと

んど必要なくなると思うんですけれども。 

 もう一度繰り返します。 

 部長のおっしゃる一般会計からの必要なと

きというのは、どういう場合を想定されてお

られます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） さっきも触れ

ましたように、医療費総額をはじきまして、
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それから公費分を差っ引いて、あと必要な部

分というのは保険料、保険税になるわけでご

ざいます。 

 そこで、一般会計からの財政支援というの

が、当然保険税をはじいたときに、前年ある

いは前々年、また近隣と比較して突出するよ

うな状況で、一気に上げるというような状況

においては、やはりこれは財政支援をお願い

をせざるを得ないというようなケースがござ

います。 

 また、年度途中におきましても、見込んで

おりました医療費が相当額発生をして、急激

な上昇が発生をして、従来であればそういっ

た状況については繰上充用等の制度でもって

当たるのが本筋かと思いますけれども、本町

の場合にもやはりそういったときには医療費

を充てるに当たって、一般会計からお願いす

るという状況が生じるというケースでござい

ます。 

○議長（熊谷直行） 長谷川議員。 

○長谷川原司議員 必要なときはその医療費

が急激に上がった場合にそういうこと考えて

もいいとおっしゃるんですけれども、医療費

かてそう年々幾らかというて、３％やったら

３％、もうわかっておるわけですね。これが

10％に急に上がるとかというそういう場合な

んか考えられないと思うんですけれども。と

いうときには、やっぱり最初の予算のときに

どういう形でするかという、保険料どうする

かという形がやはり大事ではないかなあと思

うんですけれども。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） その他一般会計繰入

金については、長谷川議員も監査委員されて

たんで十分ご存じだと思いますけど、これは

毎年とりあえずもちろん繰り入れております

わね。これは、今も桜井議員のご意見もござ

いましたが、基本的にはいわゆる国庫補助と

それから保険税で賄うもんでございますが、

ただそれだけではやはり無理ですわね。これ

は桜井議員がおっしゃるように現実もそうな

んですわね。 

 一般、会社を退職された方が入っていくと

いうことで、医療費がかさむ人が行くと。そ

の中でまた負担できる負担能力といいます

か、そういうものがない状態、そういうとこ

ろですから、私どもとしては毎年いわゆる任

意繰り入れとして福祉部門に私入ると思うん

ですが、一般会計繰入金として入れておりま

す。 

 その額を決めたらどうかというような意見

とかいろんなことありますが、これは太子町

全体を見回した中での財政の中でやはり考え

ていかなければならない面もあります。 

 それから、先ほど部長から申し上げました

ように、やはり他市町との、例えば太子町全

体で本当に金がなくても、他市町より突出す

るようであれば、これは何か別のことで考え

なければいけないと思いますし、いろんなケ

ースが考えられますので、太子町としては毎

年任意繰り入れとして多額の金は国保会計に

は繰り出しているというふうに考えておりま

すので。ただ、桜井議員がおっしゃるよう

な、例えば金額を決めてというような状況で

はないと、全体を見回したときに。 

 それから、昔の本当に財政的に余裕がある

ときであれば、ある程度決めておって確実に

入れていくということもできるかもしれませ

んが、今太子町の財政はそういう状況ではな

いと。だけど、福祉部門といいますか、福祉

関係の一般繰り入れという考え方からする

と、できるだけそういったことには支援して

いかなければならないと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 26ページに高額療養費の歳

出が載ってるんですが、一般被保険者高額療

養費が昨年度より1,200件増えたというふう

にお聞きしました。１件当たり平均６万

2,305円と、それからもう一つの退職被保険

者高額療養費も340件ありますが、１件当た

り平均９万6,000円かかっております。この
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辺の一般被保険者がおよそ倍に増えたその理

由とか、その辺についてちょっと説明お願い

します。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これは１件当

たりの単価につきましては非常に伸びており

まして、これが単純前年比較ができないとい

いますのが、退職のほうから一般のほうへ制

度が変わったということがございまして、そ

の対象者の数が大きく変わっております。退

職のほうがぐっと減りまして、全部65歳以上

が一般のほうの区分に入ったという関係もご

ざいますので、前年度と比較というのがなか

なかしづらい面がございますが、この決算額

からいいますと一人頭というんですか、１件

当たりの額については非常に前年から比べま

すと高くなっております。 

 その理由というのが、そういった退職と一

般の区分が変更になった分で、かなり複雑な

状況でございますから、単純にこうだという

のはなかなか言えないんですが、それぞれの

医療費自体の上がりもございますけれども、

区分の変更によっての数字の増減が大きいん

ではないかなというふうに分析をしておりま

す。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 私素人判断で考えたのは、

１つは高額療養費の周知徹底というか、高額

療養費制度がありますよというそういう制度

によって増えたのかなと。もう一つは、高齢

者が多いという、当然入ってきますんで、そ

の辺の特定の疾患が特に増えたのかなという

ふうにこの数字から判断したんですが、そう

ではないということですね。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 医療全般に言

えるんですけども、特に入院の関係が上がっ

ております。全般上がっとるんですけども、

入院の費用が上がっております。 

 ですから、やはり医療費自体がかなりの高

額化といいますか、伸びておるというふうに

思っております。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 国保税はそれぞれの自治体

によって違うと思うんですけれども、太子町

が私はどのあたりにあるのかというのはよう

わからんのですけど、一遍日本国じゅうでピ

ンからキリまであるんですけれども、太子町

どの辺におりますの、ピンでっか、キリでっ

か、真ん中でっか、ちょっとそれ知らせてみ

てください。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 全国のどのあ

たりというのはもうちょっと一応数字の上で

はかっておりませんので、どの程度というよ

うなことについてはちょっとご答弁しかねま

す。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 今副町長はよそと比べて突

出したらあかんとかどないとか言いよったや

ん。ということは、よそということはここの

周辺だけの話かいな。日本全国との話と違う

んかいな。 

 周辺やったら口裏合わしょんのや皆な。お

まえんとこ何ぼするのや、こうや、ほいたら

うちは何ぼやって、ほいでああたつのこれか

い、ならうちもこれやというて。今までやり

よったこっちゃがな。保険は知らんで。ほや

けど、ほかのことはそないしよったやないか

い、おまえ。 

 だから、そういうふうに勘ぐりたくなるさ

かいにな、ちょっと目を全国的に視野を広げ

て、大体全国でどないなっとんやとぐらいな

ことは今らのこっちゃ、ほんなもんデータ何

ぼでも出とうはずやから、インターネット

で。多分私あると思うんでやな、それぐらい

のことは調べて、ほんなら決算に出してくだ

さい。よろしいな、決算委員に。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） わかれば委員

会のほうでご報告申し上げたいというふうに

思います。 
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○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りまします。 

 ただいま議題となっています認定第２号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第２号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 間もなく定刻の５時が来ますが、会議規則

第９条第２項の規定によって、会議時間を延

長します。 

 日程第３、認定第３号平成20年度兵庫県太

子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この介護保険はデータ的に

は一つ取りまとめて、資料で毎年整理されて

いるわけでありますが、実際的にこの保険料

の調定というのは行われて収納額が全体で

は、賦課人員としては6,753人が40歳以上の

賦課をすると、こういう形でありますのと、

収納率が94.7％という、これも実際大変なも

のなんですよ。 

 保険あって介護なしと、こういうふうにな

らないようにということと、それからだれも

が安心して介護が受けられるというのが基本

です。それは金があろうがなかろうがです

わ。それが徹底されなければならない、そう

いうふうにこれがつくられていくべきだとい

うことで、導入時にもそちらにおられた人

で、ここにおった人はわかっとると思うけ

ど、大村町長時代でしたが、走りながら改善

したらええじゃないですかというて町長は言

うたんや、そのときに。進めながら。 

 しかし、悪くなりよる。悪くなったらあか

んのや。さかい、そういうことを含めて、ど

れだけこれも町が努力するかですよ。制度で

すから、国はこの制度で行こう、その中で一

般施策を含めてどれだけこれまた応援できる

かなんや。これは行政なんや。 

 また、いわゆる介護の認定にならないよう

に一般施策で対応できることは何かを考えて

ほんまにやっていかないと、寝たきりやった

りいろいろここでもありますように、要介護

度５が認定者数で102人この年度でいるわけ

ですから、こういうふうに重度の介護が要る

ようなことのないようにしていくために、在

宅それから予防介護ということで、制度では

予防介護はあるけど一般施策としてもそうい

う予防していくためのことがやられないと、

こういうことは増えていく可能性もあるんで

す。 

 だから、それらのことについてどう取り組

むかが問題だと思うんです。これのお世話に

ならないように生きていくっていうのが一番

ええんや。一番いい施策を安心して受けられ

て、そして後にもしの場合には安心できるよ

うにしていくことが地方自治体の仕事なんや

からね。それに基づいて介護保険も運営され

なきゃならんと。一般施策でもこの保険で運

営じゃなくて、一般施策でもどれだけできる

んかということをはっきりせないけないね。

それについてどう考えるかであります。その

点どうですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今桜井議員さ

んの言われる内容につきましては、私もよく

理解できます。全くそのとおりかというふう

に思います。 

 介護保険特会につきましては、やはり予防

事業もございますので、実施をしておるわけ

でございますけれども、それ以外にも一般会

計の分野でやはり予備軍防止といいますか、
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そういったことで健康管理面の重視といった

ことで施策を行っておるところでございま

す。 

 先の総括質疑のときでも申し上げましたよ

うに、やはり健康また介護予防については重

点を置いて臨みたいというようなことも申し

上げたんですが、特に介護の予防に関しての

施策といいますのもいろいろなことがござい

ますが、この介護保険の会計のほうでこうい

った事業展開をするに当たっては、当然経費

でございますので、また逆に言いましたら、

介護保険料との関連が出てまいります。 

 そういったことで、そういう全体の会計の

中でできる限り先々効果の出てくる介護予防

については施策の推進をしていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 まず、歳入のほうで、介護

従事者処遇改善臨時特例交付金が昨年度あっ

たわけですが、これが基金積立金として

1,438万1,712円上がっているわけですが、こ

れの今後の当然介護従事者処遇ですから、今

後の使い道といいますか、予定といいます

か、それについてちょっとお尋ねします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これは予算の

ときにお話ししたかと思うんですけれども、

当然ご承知のとおり介護従事者で介護報酬の

ほうに上乗せというんですかね、報酬にはね

返る部分でございますから、それは国庫がこ

ういうふうな形で見ますということでそれぞ

れの保険者のほうに交付をしてくれておりま

す。 

 裏返せば、報酬が上がる分保険料にはね返

らないようにということで国が処置してくれ

ておりますので、この第４期の３年間にわた

っての保険料に反映しない処置ということで

基金でもってこの３年間に保険料充当といい

ますか、そういった性格のもんでございま

す。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第３号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第３号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時59分） 

（再開 午後５時14分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程第４、認定第４号平成20年度兵庫県太

子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この制度を廃止をすると、

こういうふうになってきてるんですけども、

本当に何が悪かったんですかね。それ当局説

明できますか。老人保健が悪かった、やめ

る。やめて後期高齢者をつくる。 

 こういうような、とにかくいずれにしても

かつては老人医療ていうのは65歳以上になり

ますと医療費を支援すると、こういうことで

発足をしたものであります。それが老人保健

をやめるということになることについても、

追随するということはそういうことやから、

これ何で悪かったんですか。 
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○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 何で悪かった

かというご質問ですけども、今言われたのは

従来の老人保健が後期高齢者医療制度に移っ

た、その移ったのが悪かったんではないかと

いうご質問かと思うんですが、それについて

は私からはご答弁申し上げることはございま

せん。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 言いよんのは、制度をやめ

て後期高齢者に移行させる。だんだん年齢を

引き上げて、対象がここに老人保健にかかる

ことの費用がかかり過ぎるようになったから

これをやめようと。 

 ほいで、75歳以上、次の後期高齢者という

のは75歳に線を引いて、そちらのほうでは保

険料は１割払いなさいよと、年行ったら医療

にかかって当たり前のことなんですけども、

健常に医者等のお世話にならずに終えられて

死ぬことができたら、それの状況ができたら

それは幸せなことやけども、みんなくたぶれ

てきたらあちこちにがたがくる。そしたら医

療にかかる、当たり前のことなんや。その当

たり前のことを否定するようなのが後期高齢

者でしょ。 

 ほいで、老人保健というのは今までに、よ

くここでもあいさに言うた人がおったけど

も、サロン化してかからんでもええのに医者

へ行きよると、ただやさかいやと。そんなこ

とはないですからねというのはここでも言い

合いしたことがありますけども、やはり老人

保健というのはそういうためにあったんや。

国も県も町も金を出さんならん。それから、

それぞれの保険からも金を出さんならんと。

支払基金にプールをして老人保健にかかる費

用を互いに出しましょうじゃないかと。 

 だんだん組合健保などが負担が大きいやな

いかというようなことも、負担しとらへんや

ないかというて負担をさせようというて制度

がえを途中でしたと。そこでは負担が困る言

い出しておりましたけども、実際はやっぱり

老人が少なくともがたがきて医者にかからざ

るを得なくなったときにはやはり支えましょ

うというのが老人保健やったんや。何がどこ

に悪いんじゃいな。 

 後期高齢者に移行するというて、僕はそれ

聞いてへんで。老人保健制度は国庫あるいは

県、町が入れなかったらやはり運営ができな

い。こういうことの中で各保険がまだもちろ

ん持っとうわけですから、その費用も。何も

国なり県なり町なりだけが持っとんじゃなく

て、それぞれが持って運営しとったと。そこ

から入れるのを抑えるためにやめようていう

やない。そんなむちゃくちゃなことあるかい

な。そういうこと言いよんのや。 

 だから、制度のどこが悪かったんやいうた

ら説明できないのが普通やし、しかし後期高

齢者はええんや、ええんやということがのう

てもそちらへ移行するんやと。そんなんが悪

政というんじゃがな、違うんか。その辺はっ

きりしてくださいよ。ほんまに悪政ですよ。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 悪政という表現でご

ざいますが、小泉改革のときに民意はそうい

ったことだったのでそういう、表現はおかし

いですが、桜井議員の言葉をかりたら悪政と

いいますか、そういう法律がなった。それに

のっとって太子町も施策としては国の法律が

ありますので、それに従ってしているという

ことでございますので。 

 それから、よくこの間もおっしゃいました

けど、悪法もまた法なりというようなことも

議員がおっしゃいましたけど、まさにそれ

で、現在現行法がある中で民意は今度は逆の

方向が出ておりますので、また国の情勢の中

で状況は変わっていくものと思います。 

 制度のことが説明できないとおかしいでは

ないかということでございますが、そうじゃ

なくて、これはきのうもたしか申し上げた思

いますが、医療保険、医療とか福祉というも

のはこれは国全体で国家がある程度考えてい

くもので、福祉部門については違いますよ、

余裕があればやはり太子町としてそういう支

援していくということは大切なことだと思い
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ますし、そういうふうに余裕があればどんど

んしていけると思います。 

 ただ、医療制度そのものは太子町独自で考

えてできるものではないというふうに思いま

すので、桜井議員いろんな意味で民意が変わ

りましたので、おっしゃりたいことはわかり

ますが、私どもは国あるいは県の情勢を見き

わめながら、施策としては医療制度について

も取り組んでいきたいと、このように考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 あのね八幡君、僕が言いよ

んのは、何も前のときのを言うとんや。何も

民意が変わったから言うてるわけじゃないん

や。 

 やっぱり、老人保健というのは結局は、あ

んたが言うたように、小泉改革と称して毎年

2,200億円の社会保障費を削ると。ほいで国

の財政出動を抑えるというためにあらゆる制

度にメスを入れて、特に目をつけてきたのが

老人医療費というのはやっぱり半分は負担せ

なあかんわけやから、義務として。義務負担

を軽減しようと。 

 だけど、制度としてはこれはもう発祥は神

戸やから、老人の医療費を無料にするってそ

っから始まって、やっぱり国が制度として取

り入れたという経過があるんやけど、そうい

う制度的にはだれが負担するかというのは、

年行ったら病気にもなる、そしたら税金で対

応するという仕組みやったわけや。それにど

んどんどんどん切り込んでくるから、国保も

そうですよ。本来は45％国が持っとったん

や。それを減らしてもうたから地方がしんど

い目におうてくる。 

 だから、私は悪法も法なりと言うたのは、

法やからそら従わざるを得んけどもという、

しかし同じこういうものやなあというふうに

見ていないと、この制度がだから地方にとっ

て悪かったんかと。国が金出しとみないか

ら、やっていきようことがこんな制度があっ

たらええのになというのがあるはずやから。

私それ言よんやで。 

 何も今さら政権が変わったから言ってるわ

けじゃねえんや。これはもうはっきりしてる

わけやから、減らして政権のときからやって

いたことやから、そのときにも言うたでし

ょ、このことについては。老人保健というの

はやめようとしとうけどどこが悪いんやと。

僕はそれ言いよんですよ。 

 やっぱり、公的に支えるということをやめ

てしまったらあかんということなんや、こう

いうことは。だけど、公的に支える制度やん

か、老人保健というのは。一定の年の人を。 

 ほいで、ただ75歳で線引いて後期高齢者を

つくって、より一層負担を、医者にかかれば

かかるほど負担が増える仕組みをつくったん

やで、今度は。後期高齢者は。あんた議員や

から我々よりも余計詳しいんやし、そういう

ものに本当に批判的に対応することが大事じ

ゃないかと。 

 しかし、法やから従うということと、そう

いう姿勢におるということは違いますよと言

うとるわけや。私が言いよんのはそういうこ

となんやで。 

 そうじゃがな、そやなかったら言うもんか

いな、私も。私も老人やからな。 

（「いえいえ、お若いです」の声あ

り） 

 ほいでそのうちに後ろから後ろから無料が

向こう行くんじゃ。うっかりしとられへんわ

けじゃ。 

 だから、やっぱりそらお互いに元気でおり

たいし、こういうお世話にならんようにした

いと。しかし、なるときには気いようならせ

てもらわなあかんやないかと。これが制度

や。守らなあかんと。そやから、悪かったん

かというたらほんまに悪かったなら悪かっ

た、町として悪かったと思うとると。ほやけ

どこが悪かったんじゃと、やめるというんや

から。何じゃと言いよんのや。そら答えても

らわなあかんわいな。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 桜井議員がおっしゃ
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るのもわからんこともないんですよ。ただ、

末端のところでそういう医療制度そのものに

ついてどうだった、そんなこと言ったっても

うせん方ないといいますか、だから桜井議員

の意味がちょっとわからんとこあるんです。 

 そら姿勢としてそういうのを持っとくのと

持ってないのとは違うという意味はわかりま

すけど、私どもはその医療制度、法にのっと

って住民福祉の向上のために制度の運営とい

いますか、円滑な運営に努めていくというの

が職務であるというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 言わんでもええことなんや

けども、今の話聞いとって、私は昭和９年生

まれですから、12歳のときに終戦になって、

国にだまされた。はっきり言うてだまされ

た。先生にだまされた。終戦まではもうとに

かく英語を使うたらあかん、片仮名も使うた

らあかん、鬼畜米英が８月の終戦迎えて２学

期に学校行ったら、もう手のひら返したよう

にアメリカさんですからね。 

 それぐらい国家というたらええかげんなも

んやと思うた、私はそのとき、今でも思うて

ますよ。国家というたらそんなもんやと。国

民というか、住民というようなことは考えて

ないと、そのときつくづく思うた。それが今

でもトラウマみたいに残っとんですけれど

も。 

 それから言うて、今度65歳老人医療費無料

やったですわな。私が65歳になったら何のこ

とはない何割というて取られるんですわ。ど

ないなっとんかいな思うたら70から今度、老

人医療になって今度後期高齢者や。これ死ぬ

までこんなことやられるんかなというね。 

 ほんまにひどいですわ。私言うと悪いけど

ね、75になるんに75年かかってまんのや。一

遍に私は75になったんと違うんですわ。ほう

たらね、後期高齢、いや高齢化社会、何言う

とんのや、そんなもん昔からわかっとうこっ

ちゃ、この年になったらこないなるというこ

と。それをあたかも急に高齢化社会が来て、

降ってわいたように言うから、ほんなら例え

ば太子の老人が残って若い人が全部東京のほ

う行ってもうて、ほいで太子が高齢化社会に

なったというんならそら話わかるよ。そんな

ことあらへんやん。 

 だから、言うことすること皆おかしいんで

すわ。だから、そら制度としてそうなっとる

から、そら我々は日本の国に住んどんやか

ら、国の法律に従わなあかんぐらいなことは

私でもわかりますけども。 

 しかし、そういう行政がずっと続いてきた

ということは頭ん中に置いといてほしい。ほ

いで、なら何をすべきかというたら、やっぱ

りそういう何も自分のこと言うわけやないん

やけども、こういう高齢者に対してせめて町

村、町が末端ですから、少しは老人のことも

頭の隅の片隅にでも置いて施策をしてほしい

と。 

 今は強いやつのことばっかり思うとるわけ

や。だから、金の使い方でもそうでしょ。規

定にのっとった、なるほど保険とかそういう

ことについては一定の何をしよるけども、し

かしよう考えてみてください、自由に使える

金というのは老人に対しては非常に冷たい感

じですわな。 

 そういうことを少なくとも頭の隅のどっか

に置きながら、この保険だけじゃないですけ

ども、後期高齢も含めてぜひ進めていただき

たいと思うんですけども。私の思いは届きま

すかな。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 十分届いておりま

す。 

 そして、確かに高齢者社会というのは急に

なったもんではないと思いますし、私も団塊

の世代ですので、あともう少しすれば何か邪

魔者のように言われるかもしれませんが、そ

うじゃなくて、ただ日本の高齢者に対しての

施策というのは、私がそれこそ上田議員にも

いろいろ本のご指導をいただいたことありま
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すが、私もいろんなことで調べた中では、高

齢者に対しての日本国として、税金を使って

るというのは非常に高いと。 

 逆に、子育て支援についてはヨーロッパの

何か７分の１とか10分の１とかというような

ことも聞いてますので、変な話ですが、今回

子ども手当とか云々のこともいろんなこと言

ってますけど、やはり必要なパイはある程度

限られておりますので、それをどういうふう

に分けていくかというところで、政権が変わ

ったところでの政策というのも出てくるよう

な気がいたします。 

 心情的には十分私は理解しているつもりで

すが、理解しているようでもこういう答弁を

していたら冷たいではないかというように言

われそうでございますが、私もあと何年かし

たらそういう世代に入っていきますので、で

きるだけ地方公共団体が、余裕があればやは

り福祉関係に手当てをできれば一番いいと

は、希望的には思います。 

 現状をのぞいたときに、太子町全体のバラ

ンスの中でいろんな施策というものはやはり

考えていかなければならないと思います。 

 今、上田議員がおっしゃったことも十分踏

まえた中で、施策については進めていきた

い、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第４号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第４号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 日程第５、認定第５号平成20年度兵庫県太

子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 くどくど言うけども、この

制度は、今も言うたように、老人保健からこ

ちらへ移すことによって国、地方の負担を減

らすと、これが目的なんです。だれがどない

言ようが目的なんですよ。今言うたように、

2,200億円を減らすと、国は。ずっと減らす

と。こういうようなことのためにこんなこと

をやると。もう非人間的なことをこれやると

いうようなことですし。 

 しかし、発足からこれは日が浅いから、早

うやめたほうがええんでね。少なくとも、た

またまこれが政権も変わっていく、政権もそ

ういうこと言ってるということを、やっぱり

声を大にして言うべきやと。 

 議員は、そこでも言える立場におってんや

から、はっきりそこでも言うべきやと思うん

です。これこういう意見がありますという。

私もそう思いますというようなことぐらいは

言わないと、代弁したことにならへんよ。私

はそない思うんや、八幡君。それはそのため

に議員になっとんやから、我々選んだんやか

らあんたを。代弁してもらわな困る。そうい

うことでしょ。 

 むちゃくちゃなことはあるんですよ。きの

う私がたまたまＮＨＫにおった池上さんとい

うアナウンサーが、このアメリカの思いやり

予算やいろいろなことをやりよりましたわ。

見たった人はわかる思うんやけどやね、普天

間のグアムへの一部移転、海兵隊の、それに

6,000億円やな、こんな金はほっと出す。思

いやり予算がありますと。住宅から何からち

ゃんとしたげて、ほいでこれ移転費だけやか

らね。ほいで決めとってんや、これ。そんな
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金はどんどん出すけどこっちは削る、矛盾し

とうやんか。ほんまでっせ、これうそとちゃ

うんやで。 

 ほいで、やっぱりそういう放送でも、ああ

いろいろこういうこともやりよるな思うて見

とりました。ほいで、まだレーダーでわから

ん戦闘機Ｆ－22か。これも、こういうことで

言わないとほらもう皆わからへんわなあとい

うて電話がかかりよるのに一生懸命そっち私

も見とって、これは当然放送すべきや思うた

ら一生懸命放送しよったった。これ130億円

やね。それ買おうなんて日本政府が言いよっ

たわけ。ほやけど、アメリカはそれ金かかる

さかいちょっとそうはいかんと言うとると。 

 しかし、きょう総括でも言いました、ちょ

っと言い漏らしてますんやけども、日本の中

小企業の予算というたら何ぼでしたかな。冨

岡君わかっとんかいね。2,000億円切れとん

やで、１年間。1,900億円何ぼやで。中小企

業関係予算やで。そんな、ほんまに中小企業

が支えとんのに、中小企業がそんなことや。 

 やっぱそういうどっかに比重をいうもの

の、余りにもこの年寄りいじめをやったりす

るようなことは、そんな施策は国も県も町も

やったらいけん。だから、いじめをやらない

ためにも物言うてくれるんかどうかだけちょ

っと確認したいと思います。この制度は悪い

と思うとんです、私は。絶対悪いし、早うや

めなあかん。 

○議長（熊谷直行） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほどの制度につい

て、私はどうしても、議員ということで今お

っしゃいましたけど、はっきり申し上げて

40年ほど公務員やってますので、いわゆるコ

ンプラのほうが働いておりまして、現行法令

があるその中での円滑な運営ということに努

めていくということは、これは当然の何か考

え方だと思います。 

 意見を述べたらどうだというようなことで

ございますが、この間議会で会ったときに、

実は養父市の藤原議員が、そういう今桜井議

員がおっしゃるようなことがたしか出たと思

います。ただ、お一人でございました。私も

そういうご意見については何も賛同したわけ

でもなく、そのままお聞きして、認定と補正

予算について賛成してきたところでございま

す。 

 したがいまして、桜井議員がおっしゃるよ

うなことについては向こうで申し上げており

ません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 その気持ちが通じなんだら

あかんから言いよんじゃがな。藤原君が言う

たことはいろいろ私も聞いてます。 

 ほいで、かなり主張しておるんで、そうい

う代弁者がいなかったらあれもあかへんが

な。オール賛成で、はいはいはいやない。何

しに行っとるんやわからへんがな、代表とし

て。ここでこんな声が上がっとることは、私

のせいにしてもええから言うてくれ言いよん

じゃ、私は。こういう意見言いよんのもおる

んやから。そうでしょ。それが議員や。 

 円滑な運営をする上でもこれは問題やとい

う議員がおりますと太子でも。藤原さん言い

よんのそのとおりやと思いますよと、言わん

でもええけども、ほやけどまあそういうよう

な声がかなり出とんやなというのが、ここで

も言いよんやしあちこちの自治体で言いよん

やで。 

 だから、こぞってそれが反映されたら変わ

るんですよ、政治も。変わらざるを得ないん

や。そこを私は言いよんですわ。 

 行政マンで副町長がそっちでそないなこと

言うたら私はもう立場があらへんということ

かもしれんけど、ほいたら代表やめなはれ。

言わんのやったら。辞退しなはれ、辞職しな

はれ、私はそう言いたい。そんなもんや。み

んなの意見を反映して、改善すべきは改善す

るんやがな。そういうことやん。そやなかっ

たら何の意味もないやない、そのままあるだ

けで。おらんでもええわけや。市長と議長と

おって、はい言うたら終わりや。ここでも一

緒ですわ。はい賛成やったら皆一緒になって
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まうんや。 

 いろんな意見がある中で、それをどれだけ

耳を傾けるか、国の政治も一緒ですわ。そう

いうこと私は言いよんやで。何もむちゃくち

ゃ言いよるつもりはないんやで、代表は代表

らしくやりなはれよと言いよんやで。わかり

ました。 

○議長（熊谷直行） ほいで、質問は。 

（桜井公晴議員「もうよろしいわ」の

声あり） 

（「よう通じた、通じた」の声あり） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 後期高齢者医療の保険料の

ことで、収入未済額166万7,306円とありま

す。そして、もう一つは延滞金が１万

5,100円、これ６人というふうにお聞きしま

した。 

 まず、最初のそれぞれの収入未済額及び延

滞金についての特別徴収、普通徴収のそれぞ

れの人数内訳、これをちょっと教えていただ

きたいです。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 収入未済につ

きましては全部普徴でございまして、人数に

しましては44人でございます。 

 もう一件何でしたですか。 

（中島貞次議員「延滞金のこと」の声

あり） 

 延滞金１万5,100円の人数でございます

か。 

（中島貞次議員「人数は６人ですね」

の声あり） 

 ６人でございます。 

（中島貞次議員「それが全部続いて…

…」の声あり） 

 そうです。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 この高齢者の保険料につい

ては、特別徴収と普通徴収と選択できるとい

う制度に変わったわけですけれども、その間

においてなおやっぱり普通徴収のほうがどう

しても収入未済とか延滞が多くなるというの

は当然の成り行きだろうと。 

 当初の計画としては特別徴収することによ

ってそういう収入未済とか延滞をなくそうと

いうふうな当初の流れやったと思うんですけ

れども、今後のこの普通徴収の方たちに対す

る督促というか、それはどういうふうにする

方向ですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これはもうそ

れぞれ納期がございますので、納期が過ぎま

した方について督促を行うということは、こ

の後期高齢者医療に限らずどの税にしまして

も一緒ですし、ほかの公共料金も一緒という

ことでございますので、手続的には納期が過

ぎれば督促をするということでございます。 

○議長（熊谷直行） 中島議員。 

○中島貞次議員 その場合に、例えば普通徴

収の方に対して特別徴収をお願いできません

かというふうな案内はどうですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 選択がされた

結果でございますので、当然それ以外の、話

の上ではできるかもわかりませんが、それも

やはり振りかえのほうを普通徴収の方につい

てはお勧めをするということになろうかと思

います。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第５号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第５号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 
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 日程第６、認定第６号平成20年度兵庫県太

子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第６号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第６号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

 日程第７、認定第７号平成20年度兵庫県太

子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは先ほどちょっと言い

ました監査の指摘もそうですし、事実もそう

なんですが、水洗化率を高めるということ

で、状況としては85.7％という状況をさらに

接続率を高めるということを指摘されてるん

ですけど、その中には啓発やＰＲ活動と、こ

ういうことを指摘をしておりますが、それら

に対してどう答えるかが決算にも影響を与え

るし、会計運営にも影響を与える。 

 あわせて、負担金の年度末収入未済が

2,626万8,200円あると、こういうような状況

とか、使用料で現年度、過年度あるわけであ

りますが、過年度でも587万1,000円と、こう

いうふうになっとると。これらについては、

どう今後対処するかということが極めて大事

なことだと思うんですけども、そのことに対

する取り組みを説明し、ほいで会計の運営っ

ていうことにどれだけ財政的には貢献するか

が問題だと思うんですが、その点の取り組み

等説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 水洗化率を高める、向上するということに

つきましては、今年度緊急雇用、それで現在

２名の方の雇用が入っておりまして、現在調

査、各戸いわゆる未接続の家につきましてお

願いする。また、その接続できない理由等の

問い合わせ、聞き合わせを現在実施いたして

おります。 

 それと、使用料等につきましては、これは

水道とセットになっておりますので、これに

つきましてはいろいろ水道の関連で同じよう

に、滞納されてる方につきましては、来てい

ただいて分割納付とか、そういうことで対応

し、また１名の方が常時滞納の方につきまし

て徴収に回ってるといったような状況でござ

います。 

 負担金につきましては、これも何かあれば

納付のほうのお願いをしとりまして、やはり

どうしても残っている分は今後も努力を続け

ていきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 やはり、そない言うても金

がない言われたらどないするんじゃ。ないの

もようけおるで。いわゆる接続の問題では。

だから、前にも言いましたように、住宅を何

とかしたいと思っても、それに手がつかんか

らまだそこまでいかんのやと。当たり前の話

やわね。 

 だから、そういうことに対してどう対処す

るかが接続率を高める一つの施策やから、や

はりここまでなってくるとそれらが何でなん

だろうというのを十分調査した上で、行政
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が、自治体によっては貸出金も本当に改修に

かかわる、単純に接続ということやなくし

て、住宅の改修にかかわるようなことを含め

て貸し付けをしたりして。 

 もちろんそれも高金利やったらだれも借り

ない。それから、保証人の問題なんかがつい

てくると借りない。そこまではできないとい

うのが一般的ですから、そういうようなこと

やなくて、やっぱり接続率を高める施策を打

ち出さないと、なかなか前へ行くようなこと

でもないし、するからね。 

 それらのことが基本的施策ではっきりしな

いと、この85からあと５％上げるというのは

大変なことじゃないかなと私は思う。簡単で

すか。今85.7かな。そうやね。だから、これ

を90に上げよう思うたらほんま大変なこっち

ゃと思うんやわ。そら残った人ほど深刻なん

やと思うからやね。 

 私んとこもなかなかブルーシートかけて家

を何とかせんなん思うてもなかなかいかんの

ですわ、貧乏人やから。やから、そんなもん

ですよ。本当にそういう施策もなかったら前

へ行かんのじゃないかと思うんで頼みよんで

すよ。金がないのに困りますんやで。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、若

干調査が遅れたんですけども、この８月から

そういう理由等もお聞きし、そういう分析等

もしながら、やはり接続等につきましてお願

いしていくといったことで進めていきたいと

いうふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 下水で、下水会計が差し引

き残っとるわけなんですけども、ずっと前か

ら言うとんですけども、太子町の広坂の

130番地の下水が一向に前に進まんというこ

とは、私は予算がないから進まんのや思うと

ったんですけども、違うんやね。何か意図的

につながないということなんですか。お尋ね

いたします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 広坂130番地がちょっとどこに当たるか急

にはわかりませんので、何ともお答えできま

せん。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 どこやということがわから

んぐらいなとぼけとうわけなんや。 

 だから、あんたがおる間に白黒つけるけど

も、ただ言うべきことは言うとかないかんの

で言うとくけども、もう太子町で数少ないと

思うんやわ、つないでないとこは。それがど

こやというぐらいが、あんた課長から部長ま

で何年やっとんのや、下水のよ。それでどこ

やわからんと。余りとぼけるんもええかげん

にしいよ。何年ほかしとんのや。６年、７年

やないか。一遍でもどないどしょうかという

て相談したことあるんか、そうしたら。 

 どういうこっちゃ。おまえ税金これ滞納し

とったらどない言うてくんのや。税金納めと

うやろ、うちは。税金納めとんのにやな、何

でおまえ村八分みたいなことすんどい。同じ

公共事業だろうがいや。公共下水道というた

らそういうことだろうが。何で気に入らんさ

かいてせんのど。人によって変なことすんな

よ。 

 ほいで、どこや知らん。調べてこい、どこ

やわからなんだら。ふざけたこと言うなよ。

人をばかにするのもええかげんにせえ。ここ

は議会やで。何と心得とんのや。私に関係し

てなかったらもっと言うよ。私に関係しとる

から遠慮して遠慮して、自分のことやからと

いうて、僕これもし僕と関係のないほかの人

の住民やったらこんなことで済まさんで。 

 何が同和教育や。何が差別や。ふざけたこ

と言うなや。差別もええとこやないかい。何

とか言うてみ。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今のお話で、
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上田議員の関係の土地ということがわかりま

した。 

 多分その場所については既存宅地のことで

はないかというふうには思うんですけども、

その間いろいろ当時ありまして、一応布設す

るという話で、管の位置等も業者も立ち会い

して、ポイントも印をした経緯はございま

す。 

 そういったことから、１カ所水路といいま

すか、その件につきまして、その利用されて

る方との協議が調わず、それがもとに結局法

線の都合が変わってくるといったことから、

里道外の敷地の同意が得られなかったといっ

た経緯から、現在に至っております。 

 そのときも、この前委員会でも一部話が出

ておりましたけども、山に登る山道、山道と

いうんですけども、山道がございました。そ

の途中までの里道につきましては当然里道に

一部入るとこもありましたけども、のり面が

大部分でございましたので、下水につきまし

ては布設しにくいということで同意を求めて

おりました。 

 それから、里道の先につきましても、山道

ということで、下水道管を入れるかなという

話もございました。そこで、結局同意が得ら

れなかった関係上、現在に至っているといっ

たようなことでございまして、同意が得られ

るんであれば下水道管の布設については問題

ないんではないかということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 今の話そのとおりなんや。

ただし、５年前なんや。５年間ほっとうわけ

や。５年前は確かにそういういきさつあった

んや。５年からこっちあんた一言でも何か言

うたか。あれどないしたらええんやという

て。５年間ほったらかいとうやないけ。６年

になるかな。 

 それを言いよんのや、僕は。その当時は確

かにそういういきさつあった。そらむちゃく

ちゃやがな。人の屋敷ん中下水通させという

ほうが無理だろうがい。だから、それはだめ

やと。里道があるんやから、2.8メーター道

路があるんやから、のり面がちょっときつか

ろうがどないしようがそこ通せというのが当

たり前の話なんや。人の屋敷ん中下水管通し

て、ああそうですかなんか言える道理がない

やないか。 

 それはええんや。そらその話はそれでええ

んやけども、しかしそれから５年間ナシのつ

ぶてとはどういうこっちゃ言うとんのや。本

来なら１年に一遍ぐらいあれどないなってま

っしゃろという話があって当たり前だろうが

いや。僕はそれまでに何回もいろんなとこで

どないなっとんや、どないやっとんやという

ことは言い続けたよ。言わなんだら時効にな

る言われとるから、裁判するんに。 

 うちの会社の作業場のアスファルトあんた

ら割っとんやから。カッターで切っとんやか

ら、当然損害賠償請求されるわけや。だか

ら、それも時効になるからというんで、ある

程度それは言っときなさいというて言われと

るから、僕は１年に一遍ぐらいは言うていき

ようわけや。 

 でもな、余りにも誠実さがなさ過ぎるやな

いかい。こっちから言わなんだらあかんの

か、何とかお願いしたいというて頭下げてい

かなあかんのか、違うだろうがいや。ほんな

ら、あっこの水道から全部上げてくれ。うち

の道路通っとうやないか、水道よ。ほやけ

ど、もうそらええと言うたんや、もう通っと

うから。今さら上げとは言わんと。そこまで

あんたら言うんやったらあれ全部上げてく

れ、ほんなら。 

 だけど、認めとんのや、だけどそれは水道

やと。だけど、下水はあかんと。これからや

るんやから、水道は昔にやったからええと、

もう20年も30年も前にやったことやからもう

そらええと言うとうわけや。ほやけど、下水

はこれからやるからもう勘弁してちょうだい

と言うとんのや。わからんかな。 

 今度あの会社がもし、仮に倒産とか、もう

ここでやめるとかというて財産処分するとき

にやで、この下下水入ってまんねんと言うた
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ら瑕疵がつくやろ。そんなことわかっとるだ

ろうが。人の財産に瑕疵がつくようなことす

なっちゅうんや。そらあかんというて言うと

んのやから。 

 そやから、それも５年も６年も前の話や

が。そのあんた５年間何してったんや、ほん

なら。何言うてったんや。私は１年に一遍ぐ

らいは言いよるよ。どないしよんや、どない

しよんやというて。ほやけど、その間何にも

言うてこうへんやないか。 

 もうええかげんに言うとかなんだらあんた

もうやめてまうやんか、もう年やさかいな。

定年でやめたら、はいさいならや。そうはい

かんど言うのや僕は。そんな簡単にやられへ

んでと。ほんまに。 

 そんなことで責任を逃れたら、そらあんた

部長がそんなことで責任逃れれるんやったら

な、そら職員やる気ないわ。ほかの職員が。

あああんなんでええんかいと。あれで何にも

なしで、ぐちゃぐちゃ言うて５年、６年たっ

て、ほいで定年になってやめたら退職金もろ

うてはいさいならかと、そんな話ないでと私

は思うんです。 

 答弁要らんけども、言うだけのことは言う

と。これ会議録残しといてください。 

 以上。 

○議長（熊谷直行） 上田議員、答弁もらい

ますから。 

（上田富夫議員「それぐらい腹立っと

んや、私は」の声あり） 

 いや、もしあれやったら言うてください。

別に言いたくなかったらあれやけど。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今のお話です

けども、その間は上下水道になったときに、

西村所長のときにもお話が何回かあったのは

記憶いたしております。予算処置がしてある

かとかいう話も西村所長からは聞いておりま

す。 

 それともう一点、ちょっと私の記憶では、

一たん個人の民地の中を通すことも１回は同

意されておられました。それと、里道から南

へ向く、山のほうへ向くとこの個人地も山

道、山道だから入れるとかという話もござい

ました。 

 そういったことから、入れる、布設すると

いうことで進んでいたわけですけども、先ほ

ど言いましたように、１カ所の水路、水口の

関係でその方の、利用されてる方の理解が得

られなかったということでもとに戻ってしま

ったというふうに記憶いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第７号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第７号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 日程第８、認定第８号平成20年度兵庫県太

子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これはこの決算で、先ほど

も総括の中で繰入金、繰出金の関係で言いま

したように、この会計への金の投入というの

はほんまにもうええかげんにせなあかんとい

うことと、それからこの決算を踏まえて、こ

の会計と施設の管理運営の今後について、ど

ういう方針で臨むかが問題ですな。だから、

それははっきりさせていただきたいと思うん
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ですが、これまでにも関係企業の企業責任、

いわゆる排水についてはみずからの責任にお

いて基準に基づいて放水すると、これ当たり

前のことですから、そういう前々処理を義務

づけろとか、私は言ってきました。 

 そういうことを含めて明確にしていかない

と、今既にこの間議会だよりで総括的に書い

た63億円、それがもっと多いわけですけど

も、60億円を超えるここへ金を入れてきて、

結局何になったんかということになるわけで

すわ。 

 だから、少なくとも早くこれを整理をし

て、企業責任を明確にして、それらの財源を

福祉や医療に回すと、これも当たり前のこと

なんで、この会計が方向を向かないといけな

いことなので、その方向について取り組みの

方向も含めて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 前処理場事業につきましては、かなりとい

いますか、町の繰り入れにつきましてはかな

り減になるよう努めてきておるところでござ

います。 

 そういった中、当然使用料収入が少ないと

いった状況も事実でございます。そういった

ことから、業界の県下同一料金の問題もあ

り、過去の経緯もございます。そういった中

から維持管理については今後十分研究し、ま

た県の下水道課また浄化センター等協議しな

がら、何とかいい方法はないかということで

進めていきたいというふうには考えておりま

す。 

 それと、前々処理の話でございますけど

も、基本的にはやはり本来の処理場に入れら

れない状況でございます。今の前処理場自体

も今の状況で処理しなければ、いわゆる流域

に接続、流域に放流できないといったことか

ら、従来の私らが聞いております前々処理と

いいますのは、やはりしさ等大きなごみの撤

去でございます。それにつきましては、各自

処理されて、その都度処理場へ持ってこられ

てるということを聞いておりますので、それ

はそれでいいんではないかというふうには考

えております。 

 しかしながら、そういうこともあるかもし

れないということで、今現在前処理場にはス

クリーン等して処理時に影響が出ないように

という処置もしておるところでございます。 

 ですから、基本的には今後県の下水道課ま

た浄化センター等協議しながら、どんな方法

があるのかと、根本的な方法としてはやはり

処理しないで流すのが一番いいといいます

か、費用が安くつくんではないかというふう

なことで、以前はそういう形で研究しておっ

たわけですけども、やはりもう一度再度県の

担当者もかわってきておりますので、また協

議していきたいというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そら県の担当者がかわっ

て、かわったたびにもとへ戻ったりするん

や、県も。ええかげんなとこじゃわ、ほんま

に。無責任や。 

 たつのに対策室を設けとったことがあるん

や、あんた知っとうか。何で設けとったか。

人まで配置して。参事を配置して。あの人は

割合配置されとうはかい一生懸命やりよった

んや。あんなもん引き揚げてもうたらもうあ

れで終わりやがな。県がええかげんかという

のはそこやがな。 

 ほいでやね、要は企業の責任で処理をさせ

ると、今前処理場でやってるような機能を持

たせて処理させて、あとは放流基準に従って

やりなはれというのが務めじゃろ。私はそれ

を言いよんや。 

 もしくは、前にも言いましたように、これ

をようつくらんのやったら貸してあげてはど

ないですかと。ほいで運転しなはれというよ

うなこともあるでと言うたんや。 

 ほいで、県が後何をするかや。ああやこう

やというて統一料金にして差額つくって結局

負担を押しつけとんのは県じゃないですか。
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そうでしょ。そらそれぞれ規模が違うんやか

ら、たつのとは同じようにいかん、姫路とは

同じようにいかん。 

 そういう中で、統一料金を請求されて統一

料金でやっとるから問題が起こるんや。太子

のようなところは、水が少なければ少ないほ

ど負担が増えるわけやから、その分はどない

見てくれるんかということもはっきりしない

といけない。県はほんまに後ろへいんで無責

任やで。担当者がかわってそのときは勉強し

てこないしますというたって、かわったらあ

あそんなこともありましたかいなちゅうよう

な調子やないかい。そんなことは僕あかんと

思うんじゃわな。 

 だから、はっきりと課題というのは企業の

責任を明確にすることと、前々処理では機能

せんと言うなら、前処理場と同じような機能

を持ったものを建設しなはれと。ほいで、み

ずからこういう公共水域に放流できるような

処理をして放流するなり、下水道が受けれる

水にするなりして対応するように指導監督し

たほうがええんとちゃいますかと。これが大

事なんや。その姿勢に立つかどうかにかかっ

てると思うんで、この面もしっかりと方向を

決めて、それで取り組まないと、県と相談し

とったってろくなことあらへんで。 

 運転費も最初は出しとったけど切り上げて

しまいようわけやから。ろくなことないわ、

無責任過ぎや。ほら県もピンチやから金出そ

うとせん。困っとんのはたつのと太子と、姫

路はどんぶりやさかい案外と大きいさかい

に、割合希釈される率が高いから、そない言

うもののあるけど、たつのと太子は困っと

る。特に、太子はわずかな水の処理のために

１億円ほうり込むんや。 

 実際に１億円を繰り入れが少なくなるよう

に努力してますというものの、使用料で入る

のは1,100万円やで。そんな状況の中でのこ

とやから、企業責任を明確にするっていうこ

とをはっきりさせないといけないんや。不明

確にしとうからこんなことが起こるんや。そ

の辺はっきりもう一度説明してください。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 排水の処理に

つきましては、企業責任の話も出ております

けども、やはり私も当時どういう経緯で前処

理場ができたのか、当時多分いわゆる公害問

題の中で水質処理、林田川の放流の水質の処

理の関係で補助がのってああいう施設がつく

られたんではないかというふうに思います。 

 そういった中から、やはりああいう施設を

利用する、本来その当時にそういう話があっ

て、各人の処理ができとれば問題なかったか

とは思うんですけども、そういう施設を国費

でもって各固まったところに処理場をつくっ

たと。それを利用しながら当時は林田川へ放

流していたんではないかというふうに、それ

で林田川の水質の悪化をそれである程度希釈

といいますか、よくしていたんではないかと

いうふうに思います。 

 そういった経緯もある中で、急に個人で施

設を云々の話はちょっと問題があるんではな

いかというふうには考えます。 

 また、施設の運営を３社の方にしていただ

くというのも、話としては当然以前川西でし

たか、そういう話があって、そういう運営を

とられたという話も聞いたように思います。

しかしながら、どうしてもやはり運営ができ

ないといったことから、当時たしか川西市さ

んも運営に対しての補助を出してたんではな

いかというふうに思います。そういったこと

で、結局はやはりある程度の支援は必要では

ないかというふうに考えております。 

 ですから、後はいかに管理運営が安くつく

かということになってきますんで、再度の答

弁になりますけども、やはり県下水道課のほ

うと十分協議しながら、太子の場合は水量が

少ないですから、そういったことから種々検

討していきたいというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そやけど、展望あるんか、

あんた言うとるようなことで、約束ができる
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ようなことか、県と。それやったら言うたっ

てあかへんがな。だから、責任を明確にする

ことを今まで避けてきとうからや。それと建

設の経過は、太子町もだまされたんやで。 

 そら今、長井君どこ行ったかいな、どこに

おるんかいな。長井君がちょうどあのときに

おったんや。ほいでその当時が、高松ってい

うのがおりましたやろ、知らんか、もう大

分、設計やって後で太子町の請け負いもしよ

るけど、あれが、課長かな、当時は建設省に

勤めててこっち来て、住田やら皆あれやった

けどね。だけども、このときに、同和対策事

業特別措置法の10条に基づいてやれば太子町

の持ち出しはないんやと。ここの会議録にも

大分載っとうわ、やりとりしとうから、もっ

と昔の。それがずうっと進み出したら、あれ

は違うんや、公共下水道やと。ほれで同和対

策事業特別措置法の10条に基づく10条債を借

りて、あとの償還もまあまあ、まあほぼ要ら

んですわと。ほれでその当時の、中村さんも

それにええぐあいに乗せられて、ほれで林田

川の排水では困ると、だから何とかならんか

ということでやって、ほで県には三露とかと

いう部長かなんかおりましたわ。まあそんな

んやらね。だけども三輪さんがそこでやっぱ

り、宮本やから、いろいろこれで排水で困る

んやと。そりゃそうですわ。ほで、そういう

方々もかなり亡くなっとんやね。 

 その当時には、54年に運転をするときに

も、龍野がしぶっとんのが、太子を先行させ

たら面倒見てあげますって言うて太子がまた

約束を破って動かしたんや、先に。龍野は頑

張っとったんや、はっきりせなんだらあかん

言うて。太子が破ってわやにした。だからそ

ういう経緯があるんや。 

 それで、同和対策事業やからよろしいでっ

せって言うてわざわざあっこに新たな同和地

区までつくって、何が差別じゃない、同和教

育や言うとんやと、そういうことなんや、あ

っこにつくったんやもん。つくらないと同和

対策できまへんということで、わざわざ地区

でもないところに地区をつくって、むちゃく

ちゃや、太子町のやったこと。その結果が、

公共下水道でっせと言われて、ほたら10条債

の適用もありませんとなったんや。経過よう

振り返ってみな。 

 そやかい特殊な事情でも何でもあらへんね

ん、乗せられとんや。ほで県も乗せたんや、

その後。ちゃんと補助してあげましょう言う

て、600円か何かの形の中で、運転費につい

ては責任に応じましょうと言うといて、だん

だん削ってしもうて、今何ぼかいな、何ぼか

だけ入っとる、200万円か。200万円入っとん

かいな、ちょっとね。そんな調子やないの。

県の言うこというたらむちゃくちゃや、その

ときのご都合で。そのときの知事は坂井時忠

だ。第１ボタンをかけ違わせたのはだれや

と。かけ違うたから、太子町の施設やからと

いうて責任を負わされよるわけや。私皆わっ

かとうから言よんやで。 

 そやかいにこの際企業責任を、今改めて責

任を明らかにしなさいと、それで設置を義務

づけることをやりなはれと。今さらというこ

とじゃない、今また必要なんや。太子町がも

う背に腹はかえられんような状況が来とんや

からや。ほれで、それらのことについて県が

責任を持つ言うとんなら、言うてください。

だれがどう責任を持つ言うとんかと、そこま

で言うて。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 以前に、いわ

ゆる今の水量がかなり落ちた時点で、議員さ

んからも希釈してという話が出ておりまし

て、そのときに一応試算をしまして、県のほ

うに協議に行った経緯はございます。そのと

きには、沈殿さす工法の施設であるから、拡

散するというのは本来の趣旨でもないと。そ

れと、本来そういう施設であるんでちょっと

問題ではないかという話を聞かされました。

そういったことで、当時の担当者ももうおり

ませんので。 

 それと、若干今だ起債、いわゆる前処理場

に投資した起債が幾分か残っております。そ

の辺の関係も若干あるんですけども、再度、
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やはり今の水量がこんだけ落ちてくれば、今

の流入水の水質を調べて、どの程度の倍率で

薄めたらいいのかという検討も、いずれはし

なければならないんではないかと。そのとき

に希釈する水の、井戸水で間に合うのかと

か、あらゆる検討した中で、またその中で、

今大きな比重占めておりますのは委託費で

す。管理委託費が大きな比重を占めておりま

すので、その辺をどこら辺まで落とせるのか

の問題もございます。その辺いろいろ調べた

中で、効果があるということであれば、当然

県のほうにもお願いしなくてはいけないと。 

 そういった中で、他の姫路市さん、たつの

市さんの問題も確かにあります。太子町が少

ないからというだけの理由でそういうやり方

がいいんかどうかの問題もありますし、あと

放流する、こちらから処理の後の放流する水

質の問題等もあります。クリアしなければな

らない問題もかなりあるんですけども、一番

費用が安くつくのは、今の現状では希釈をす

るのがいいんではないかと。そのときに、今

沈殿槽を攪拌するという装置がうまいことい

くのかという問題もあったり、いろんな問題

もあります。その辺十分研究しながら、いず

れ県のほうと協議していきたいというふうに

は考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ８ページの委託料のとこな

んですけれども、電気設備保安管理委託料が

不用額になっておるわけなんですけども、こ

れはなぜこうなったのかということと、この

契約はどういう契約にというか、いわゆる受

電設備の容量で値段を決めとんのか、どうい

う契約でなっとんのかというのが１点。 

 それから、次の電気設備精密点検委託料２

万円、これ何ですかいな、２万円っちゅうの

は。 

 それからもう一点、皮革の汚水流入管の洗

浄作業委託料ですけれども、これ何ミリの管

の何メーターなのか。それで、今からやった

ら３年前ぐらいと単価がどう違っとんのか。

これ技術革新でかなり安く、姫路なんか単価

聞いてますけども、かなり安くやれるように

なったいうて喜んどんですけども、太子町は

どんなんですか、単価はどれぐらいに変わり

ましたですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 電気設備保安管理委託料につきましては、

これは総務ですか、一括してやる各施設の保

安管理を委託をいたしております。それと、

24万4,000円といいますのは、委託料全額で

の不用額ということでございます。 

 それと、電気設備精密点検委託料、これに

つきましては、電気事業法第42条第１項の保

安規定で精密検査を３年に１回等を定めたた

めに、３年に１回精密点検をしているという

ことでございます。 

 それと、皮革汚水流入管渠洗浄作業委託

料、これにつきましては、パイプではなくボ

ックスといいますか、コンクリートの四角い

形状でございまして、要は新幹線の北側から

前処理場まで流してきて、やはりにおいが若

干ありますので、それに鉄ぶたをしていると

いったことの、いわゆる管洗浄ということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、電気設備の委託料

は、これわかりましたけども、いろいろとは

どういうことかいな。設備のいろいろ保安委

託料というのはようわからんけども、電気設

備の保安管理でしょ。これ、ここの設備を全

部一括して、その部分については運転業務と

して委託しとると思うんやけども、それと別

に電気なら電気、例えばキュービクルとか、

そういうことの設備の委託とは違うんです

か。どういうことの委託なんですか。ちょっ

と説明をいただかんとわかりにくいと思うん

です。 
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 管、わかりました。四角いんなら、これふ

たがとれる分ですか、そしたら。その点確認

しときます、ふたがとれるんですね。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 電気設備保安管理委託料につきましては、

これは太子町の各施設のキュービクル等そう

いう点検を、たしか電気のそういう資格を持

っとられる方と契約いたしております。です

から、どの役場の施設もそうですし、それか

ら水道もそうですし、文化会館も同じように

委託いたしております。 

 それと、先ほどの管洗浄、いわゆる排水管

でございますけども、これにつきましては、

たしか５メートル前後の間隔ですけども、鋳

鉄だったと思います。鋳鉄のふた、俗に言い

ます管理する窓口のある、開放というんです

か、あけられるところがあります四角いコン

クリート管でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、こういう説明できへ

んかな。 

 例えば、深さ何ぼ、幅何ぼ、何メーターの

もんやと。そんな説明が普通違うんかな、僕

はそう思うんやけども。何だかんだ言うて言

うけども、そんな難しいことも何もない。聞

いたら、いや幅が何ぼで深さが何ぼで、何メ

ーター置きにふたのあるようなそういう管で

すと。それが何メーター、例えば50メーター

か100メーターかわからんけども、それだけ

のもんですという、それで一番よくわかると

思うんですけど。 

 そういう説明と、それから保安管理という

のはわかりました。だから、聞いとんです

わ。電気の契約料によって皆違うはずなんで

すわ。というのは、ここ電気の使用料が

500万円でしょ。これ太子の施設の中では一

番すごい使用料なんですよ。ほかで500万円

も使うとるとこないでしょ、学校にしたって

あすかホールにしたって。あすかホールが一

番よう使うか思いよったんやけども、ここが

一番すごいんや。もっとすごいとこあんの

か。 

 ほんなら、この程度の使用料でこの程度な

んやね。いや、ほか全部、僕は一遍これ全部

施設当たってみるけども。だから、どういう

契約をしとんですか言うとんねん。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えしま

す。 

 契約については資料がありませんので、説

明はし切れません。 

 それと、管渠でございますけども、寸法に

ついては細かくは覚えておりませんけども、

たしか幅は五、六十センチだったんではない

かと。それと深さは、やはり、もうちょっと

深かったかもしれませんけど、60センチ前後

あったんではないかということで、今すぐに

ははっきりした数字は申し上げられないとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第８号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり、経済建設

常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第８号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 日程第９、認定第９号平成20年度兵庫県太

子町水道事業会計決算の認定についてを議題

とします。 

 本案については、８月27日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 
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 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ここで気になりますのは、

やはり年間の総配水量の減ですね。これは即

料金との絡みが出てくるわけですから、収益

的収支のうちの事業収益、営業収益にかかわ

ることであります。 

 その一方で、受水費を制限することが全体

の経営を安定させるという点では出てくるわ

けであります。そういう点から、年間総配水

量としては42万4,732トンが今年度では前年

度比で少なくなっておるわけですから、これ

らのことについて対策がなかったらいけない

ということであります。 

 中でも戸数とか人口とか増えてるわけで

す。そういう反面で総配水量が減る。それは

もう大口の東芝への給水が減るということで

出てきとんわけ、それはわかっとうわけです

けども。これらの対策が要るんや、いずれに

しても。また住民に負担をかぶせるだけが能

じゃないと。町長もちょっと言っておられま

したけども、やっぱり負担をかけることは考

えないといけないと、当たり前のこっちゃ

わ。その責任を住民なりに転嫁をするような

ことのないようにこの会計運営せなあかん

と、こういうことなんですけども、対応につ

いて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 去年の１月からですか、料金値上げをさせ

ていただいたわけですけども、それでもって

通年12カ月の使用料アップが20年度決算で明

らかになってきたわけでございます。 

 そういった中、やはり総配水量の減はどう

してもやむを得ないといいますか、そういう

事実が起こってきております。ですから、配

水量が落ちるということは当然受水を減らす

ということで、平成20年度から西播磨の水道

企業団からの受水を減らしてきております。 

 また、今年度も西播磨水道企業団からの受

水はゼロということで、自己水、自己水とい

いますか自分とこの水道がやはり一番安い

と、そういうことになりますので、受水はそ

ういうことで経費の節減等を進めていってい

ると。 

 それとまた、県水につきましては、いろい

ろほかの団体がおりたり、また水量を増やし

たりとかいろいろ動きがありますので、ま

た、場合によっては太子町にとっても有利に

働くこともあるんではないかというふうには

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 要は、減れば何が必要かと

いうたら、受けて高い水を買わんようにす

る、今言うたとおりなんや、当たり前なん

や。背に腹はかえられん立場を、町が県に言

うのは、これ当たり前やから。よう払いませ

んと、こんな高いのはとれませんと、何を言

うてんの太子町つぶれますがなということを

言わなんだらあかんわ、そりゃそうでしょ。 

 これ企業っていうのは営業活動の中では浮

き沈みあって、そこばっかり頼っとるとこは

わやになってまいよんや。だからそういう点

でいえば、東芝との絡みがこういうことで来

て、いっときとは違った状況があるわけです

から。さかいにまずはもう、ほいで一方では

工水は売っとってんや、県は、勝手に、別や

から、同じ局で。だから、工水は安いんやか

ら、そりゃいろいろ水に工夫が要りますけど

も、工水使うたほうが得とこうなるんやけ

ど、それらを含めて、受水費を減らす。 

 それから、少なくとも今年度は無香、無臭

それぞれが若干減っとんですけども、やっぱ

り管をきれいに入れかえた以上は、こういう

ものも減らす努力が必要でしょ。一番大きい

のはやっぱり受水費減らすこっちゃ。西播磨

なんてものはそれでええけど、県のことはも

うはっきり、こちらの生き死ににかかった

ら、やめてくれと言うのは当たり前ちゃう

ん。まだ太子は死なへんからか。そういうこ

と、生き死ににかかったらやめます言うこと
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が大事なんやで。そういう取り組みはしない

と、ここの経営に影響すると。それをどうす

るかが問題や。 

 やっぱりええ格好しょったら、ああ知事に

ええ格好をしたり、そんなことしょったら全

然できへんねや、もうこちらはこちら。県は

勝手にいろいろ押しつけてくるんやから迷惑

を承知で福祉医療費でも切るんやから。もう

勝手なんや、向こうのほうが勝手なんや。だ

からこっちはこっちではっきり言うべきこと

は言うて、太子の窮状を救ってもらわな困る

言うて、これを減らすと、水はあるんやか

ら。だから、その辺をどない言うかやで。ど

ないですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 私そういう、その会議には行ったことない

んですけれども、以前ＳＥＤでしたか、あの

ときに県水、県の企業庁のほうから物すごく

強いプレッシャーをかけてきたことがござい

ます。そのときには偶然、いわゆる３条予算

では大きな赤字がありました。そういったこ

とから、どうしても受水量の量の増加につい

ては断り通したという経緯もございます。 

 今回も、今、自己水量も現在のところ、ピ

ークに比べては当然少なくなってきているの

は事実でございます。そういったことから、

県も県水の関係者、協議会かなんかあったと

思うんですけども、その関係でいろいろと今

動きが、負担金の見直しとか使用料の見直し

とか、いろんな動きがあるようでございま

す。そういった中で、当然負担を少しでも減

らす方向での話はしていってるんではないか

というふうには思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 県水と西播磨というたら、

私は西播磨のほうがかなり安いと思うとった

んやけども、県水のほうが高いやろ。安いと

こやめて高いとこ買うというて、これ世の中

の経済の常識としてはおかしなことしよんね

やな。 

 西播磨の職員の人にちょっと聞いたんやけ

ども、太子義理も人情もないなと。あれだけ

困るさかいに水くれ言うてったん、何やった

んやと、昔ね。今になったらええわいと。そ

んなことしよって、もし何かのときに姫路か

ら入らんようになったときに、うちのほうど

ないする気やなあと言うて笑いよったけど

な。だから、おつき合いというもんは、僕は

個人も町も一緒やと思うんで、全く切ってし

まうんは、そりゃあなた方は切って、はい、

さようならってやめりゃそれでしまいやけど

も、太子町というのは永遠に続くわけやか

ら、先の人が困らんような施策だけは僕はし

といてほしいなと思うわけなんです。 

 それと、県のこと言うたけど、私も桜井議

員と県へ行ってたんやけどね、県の水道。い

ろいろ話ししたら、結構話し合いの余地があ

るように言うてましたで。全然もう県に押し

まくられてもうて、橋下知事やないけれど

も、太子町は県の奴隷かいと、言いなりかい

と。そやないでしょ。お互いが主張すべきこ

とは主張して、東芝の実情も向こうよう知っ

とった。だから、そういうことをやっぱり話

しして、もう少しこっちの窮状を訴えるとい

うことをしてほしいんと、それからあなた方

が従来ずうっと言うとったんは、県が水源の

開発を許可しないということをずっと言うて

ったわな。県がもうこれ以上の水源を許可せ

んと。そんなことあらへん、県に聞いたら、

太子町さんの自由でっせと、そんなこと何で

県が、ええとか悪いとか言わなあかんねや

と。井戸を掘ろうと掘るまいと、太子町さん

の自由やと。はっきり言うたが。 

 あなた方は違うでな。この議会で説明した

んは、もう井戸を掘らんかいと、水なかった

ら。どないいうことあらへんやないかと言う

たら、もうこれ以上県が掘らせへんのやと言

うたやん。それほんまかいな思よったん。ほ

れで県行って、おかしいんと違うかと。太子
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町が水とろうととるまいと、県何の関係があ

るんじゃと、ほっといてくれ言うたら、そん

なこと言うたことないでと。 

 だからその辺が、あなた方が県がこないよ

う言うことと、私が直接県へ行った、僕名刺

ももろうとるけども、ごっつい食い違いがあ

るんやわ。だから、本当に太子町のためにな

るような仕事をしてくれな。そんなもん県の

ためにならんなことないんや。県民は県民

で、そりゃ太子町民も県民やけども、けどま

ずは、太子町民を第一義に考えてほしいんや

けどな。どうですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず、西播磨

の件でございますけども、これは西播磨と協

定いたしております。協定の第１条に、緊急

時必要とあるときに、俗に言います給水、受

水という話になっております。ですから、現

在特別にそういう緊急時でもなく特に水量が

少なくない状態ですのでお願いして、協定書

の１条の話をさせていただいて、今年度の受

水をとめていただきました。 

 それと、県のほうでございますけども、県

のほうも当然、何団体あるんかちょっと私も

細かく覚えておりませんけれども、その中で

の全体としての協議が当然あろうかと思いま

す。その中での話ということで、太子町も当

然、状況等は資料等も出ておりますし、当然

相手さんもわかっておられるだろうというふ

うには考えております。 

 それともう一点、井戸の話でございますけ

ども、これは多分当時の事業認可自体が水量

が間に合うような事業認可をしていたんでは

ないかと、推測ですけども、そういうふうに

思います。 

 そういう事業認可の水量をクリアできると

いう事業認可であれば、認可外であれば当然

補助はつかないということになるんではない

かと。これはあくまで推測でございますけど

も、井戸を県がとめたとかという話も今、前

回も委員会で聞いたような気もしますし、本

会議ではきょう初めてお聞きしたようなこと

だと思いますので、多分そういう事情があっ

たんではないかというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上田議員。 

○上田富夫議員 これ一遍委員会に私出てい

ってまたやりますけども、県の原価の出し

方、県の水の、あれ中身知っとうか、ダムつ

くってどないしてというて。だから、償還金

が何ぼでというて説明しよったけど、太子町

が一つの約束事を決めてから、あいつらごっ

つい金入れとるで、投資しとうで。そんなん

皆知っとう。ほれで了解してったのか、よろ

しいよということを。そんなもんが全部上乗

せになって今の料金になっとんやで。 

 だから、当初太子町が決めたときやった

ら、僕は恐らくこんなに高い水やなかったと

思うわけなんや。次々ダムを増やし施設も増

やしとうから、それが全部かぶさってきよう

わけや、ほれでトータルで何ぼやと。ほやか

ら太子町さん何ぼやと。こんなばかな話ない

んだよ、ほんま言うたら。後から増やしたや

つは、向こうの勝手なんやから。その辺、会

計きっちりわかっとるかいな。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 県企業庁の会

計は私見たことないんですけども、今、ダム

なんかはちょっと私もわかりませんけども、

当然県企業庁としますれば、太子町が昭和の

終わりですか、太田配水池に県企業庁が姫路

市のほうから引っ張ってきております。 

 それと、また最近高度処理をしたという話

も聞いております。ですから、ある程度のと

ころでは当然投資はしていかざるを得ないん

ではないかと。ダムについてはどういう経緯

があったかというのは、ちょっとといいます

か全然私もわかりませんけども、太子町にと

っては当然、先ほども言いましたように、姫

路市さんからの給水、本管を引っ張ってくる

のと、今回、去年かおととしでしたか、高度

処理をした水が来だしたという話を聞いてお

りますので、当然施設の拡充といいますか、

改修といいますか、そういうものはなされて
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るというふうには考えておりました。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第９号

は、会議規則に第39条の規定によって、お手

許に配りました議案付託表のとおり、経済建

設常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、認定第９号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 この際、暫時休憩します。 

（休憩 午後６時51分） 

（再開 午後７時01分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第３９号 平成２１年 

        度兵庫県太子町一般会計補 

        正予算（第３号） 

○議長（熊谷直行） 日程第10、議案第39号

平成21年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 簡単にお尋ねします。 

 衛生費の中で、29ページに子宮がんと乳が

ん、女性の検診の分があるんですけれども、

10月よりクーポン券で無料になるというふう

にお聞きしたんですが、ところが他市町にお

いては、無料化になる以前の段階で受診され

た方に対しても無料扱いにしようという動き

があるんですが、太子町の場合はいかがです

か。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 既に受けられ

た方、今年度ございますので、その方々につ

きましては償還払いという形になります。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと確認しときたいん

ですが、財調の繰り入れ、繰り越しがここへ

予算計上して、１億2,200万円計上をして、

財調の繰り入れの減額を１億6,000万円す

る。それから、財調へ積み立てを6,730万円

するっていうようなことになるわけですけれ

ども、現時点で、基金それぞれ何ぼあること

になりますか。 

○議長（熊谷直行） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） お答えをいたしま

す。 

 この補正後の財調残高の見込みでございま

すが、８億4,201万2,000円。ちょっと

1,000円未満は省略させていただきます。そ

れから、ほかの基金でございますが、公共

が、これは年度末見込みで申し上げます。公

共施設建設基金６億3,166万6,132円。それか

ら、地域福祉基金１億9,435万4,087円。それ

から、ふるさと応援基金1,049万2,000円。土

地開発基金でございますが、３億2,572万

7,497円。国保財政調整基金46万353円。介護

給付費準備基金１億274万2,790円。介護従事

者処遇改善臨時特例基金1,000万6,712円。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 私はもうこの質問を続け

て、このことは今聞きましたけども、あとの
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委託料あるいは工事請負費聞いても同じこと

で何も言わないようなことでありますから、

聞かなかったわけですけれども、私は議決を

求める限り、なぜ追加減額するのかを本来説

明すべきであります。聞かないと説明もしな

いと、こういう姿勢は改めるべきだと考えま

す。 

 また、今時補正の教育費で地域活性化・公

共投資臨時交付金を財源とする事業の委託

料、いわゆる太陽光発電等の委託661万

5,000円、４件は出てあるわけですが、同時

に工事請負費１億9,560万円が予算計上して

おるわけでありますが、これら合わせてみま

すと２億221万5,000円とこういうふうになり

まして、今時補正追加額の３億1,952万

1,000円の66％を占めると。 

 こういう大きな補正であるにもかかわら

ず、特に委託料、工事請負費は結果だけを出

すようなことでは議会としての基本的な予算

審査、審議を経たことにはならないと、この

ように考えます。したがって、これら巨額の

ものについて白紙委任を求めるようなことに

ついては決して容認することができませんの

で、反対討論といたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 昨年、ちょうど１年前に、

アメリカのサブプライムローン問題等で世界

同時不況に陥りました。それ以降、日本政府

としてはいろんな補正予算を地域活性化・生

活給付金等、あるいは地域活性化・緊急経済

対策の臨時交付金、あるいは雇用調整の対策

事業などいろいろやってきて、現在やっと何

とか１年で経済も底を打ったと、これ以上落

ちることはないだろうというふうな推測がさ

れております。 

 今時補正予算におきましても、地域活性

化・公共投資臨時交付金が交付されました。

その中身として、地球温暖化とかＣＯ２削減

への取り組みとしての小学校の太陽光発電設

置工事とか、あるいは小学校への地デジ放送

受信に向けての工事など、あと小学校の耐震

化工事等、これはいわゆるスクール・ニュー

ディールの推進に一歩踏み出したということ

で、子供たちの未来に明るいものがあると、

そういうふうに私は思っています。 

 さらに引き続き、子育て支援としては子育

て応援特別手当が支給されるということで、

小学校入学前の３年間の子供さんを抱える保

護者の方にとって大変朗報だろうと思いま

す。 

 さらに、子宮頸がん、乳がんの無料クーポ

ン券も10月より発行されるというふうにお聞

きしました。これにより、特に若い20代のが

ん検診を受ける方が非常に少ないということ

で、今後もさらに取り組みが進むというふう

に思われます。 

 こういうふうにして太子町民の安全・安心

と暮らしを守るためのこれらは施策であると

思えるし、災害に強い太子町をつくるという

意味でも、私は有効な補正予算だと考えます

ので、賛成といたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私はこのうちの大部分２億

円余りがですね、姫路市の予算を見てみて

も、ほとんど使い道一緒なんですね。たつの

市が、この部分の大部分について、一応予算

は通すけれども執行については留保するとい

うようにけさの新聞には出ておったんですけ

ど。私はそういうことが当局の中から、この

予算は通ってもそういうことで、政権がかわ

ったということで、民主党の施策の動向も踏

まえて、しばらくは留保して、それからしか

るべきときに執行をするというような言葉が

私は出るんか思いよったんですけども一向に

出てこないと。ということは、もう即やるつ

もりやなということなんで、それじゃちょっ

と賛成するわけにいかないということで反対

をいたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第39号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第39号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第４０号 平成２１年 

        度兵庫県太子町国民健康保 

        健特別会計補正予算（第１ 

        号） 

○議長（熊谷直行） 日程第11 議案第40号

平成21年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この国民健康保険特別会計

の補正予算につきましても、先ほど来言って

きておりますように、一般会計の繰り入れと

の関係があります。今時補正では繰入金を減

額をすると、7,296万円というようなことが

出ておるわけでありますが、繰越金は

8,652万円ありますと。こういう、税を引き

上げてきた、すべてが税とは言いませんけれ

ども、税を引き上げてきた結果繰越金を生

む、そしたら一般会計は引き上げる。こうい

うようなやり方は、財政支援ということには

ほど遠いことであります。国保への財政支援

のために、当初に繰り入れを決めた以上、こ

れらを残して、税の軽減もしくは財政調整基

金に積み立てて、今後に備えるのが至当であ

ろうと、こういうことの意見を述べて、反対

討論といたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第40号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第40号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第４１号 平成２１年 

        度兵庫県太子町介護保険特 

        別会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第12、議案第41号

平成21年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第41号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第41号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第４２号 平成２１年 

        度兵庫県太子町老人保健特 

        別会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第13、議案第42号

平成21年度兵庫県太子町老人保健特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第42号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第42号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第４３号 平成２１年 

        度兵庫県太子町後期高齢者 

        医療特別会計補正予算（第 

        １号） 

○議長（熊谷直行） 日程第14、議案第43号

平成21年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 後期高齢者医療特別会計に

つきましては、何回も申し上げて恐縮です

が、これは新政権が確立されると思いますけ

れども、民主党を中心とする政権については

制度の廃止を公約としておるわけでありま

す。今こそ、75歳以上の高齢者を各保険から

締め出し、医療面でも差別するこの制度は廃

止に踏み切るべきことでありますし、ここで

も会計について反対討論をいたします。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第43号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第43号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第４４号 平成２１年 

        度兵庫県太子町墓園事業特 

        別会計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第15、議案第44号

平成21年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補
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正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第44号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（熊谷直行） 挙手全員です。したが

って、議案第44号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１６ 議案第４５号 平成２１年 

        度兵庫県太子町下水道事業 

        特別会計補正予算（第１ 

        号） 

○議長（熊谷直行） 日程第16、議案第45号

平成21年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第45号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第45号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議案第４６号 平成２１年 

        度兵庫県太子町前処理場事 

        業特別会計補正予算（第１ 

        号） 

○議長（熊谷直行） 日程第17、議案第46号

平成21年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ここは一応減額っていうこ

とになっておるわけでありますが、その主な

理由で、前処理場運転管理業務委託料の減額

で３月の段階から４月にかけて、４月１日以

降からの施行で、63万円は見積もりの結果減

額するとこういうふうなことになり、経費の

節減の面ではいいわけですが、実際、先にも

決算の段階で言いましたように、管理費の委

託面だけではなくて、企業責任として前々処

理を義務づけたりすることによって現施設の

機能に対応した取り組みもできる。また、こ

れらのことを施行することが必要であります

し、ここに、いずれにしても血税をつぎ込む

ことについては断じて反対であります。 

○議長（熊谷直行） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ
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れで討論を終わります。 

 これから議案第46号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第46号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１８ 議案第４７号 平成２１年 

        度兵庫県太子町水道事業会 

        計補正予算（第１号） 

○議長（熊谷直行） 日程第18、議案第47号

平成21年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月８日に続いて質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 討論なしと認めます。 

 これから議案第47号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（熊谷直行） 挙手多数です。したが

って、議案第47号は原案のとおり可決されま

した。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 ９月10日から９月29日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、９月10日から９月29日まで本会

議を休会することに決定しました。 

 次の本会議は９月30日午前10時から開催い

たします。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後７時22分） 

 

 


